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史
と
の
関
連
に
お
い
て

日

次

主
要
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献
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序
章
|
|
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題
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所
在

第
一
章
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
お
け
る
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
制

第
二
章
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
・
ラ
ン
ト
法
」
に
お
け
る
へ

l
ル
シ
ル
ト
制
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説

補
論
|
|
関
連
す
る
諸
問
題

A

「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
・
レ
l
ン
法
」
に
お
け
る
一
期
分

B

「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
」
に
お
け
る
お
各
ニ

g

c
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
・
レ
ー
ン
法
」
に
お
け
る
お

g

D

「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
・
レ
l
ン
法
」
に
お
け
る
沼
江
町
古
田
町

第
四
章
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
・
レ
l
ン
法
」
に
お
け
る
へ

l
ル
シ
ル
ト
制

終
章
|
|
結
論

第

章

ラ'"、
百冊

(
以
上
五
一
巻
一
号
)

以
上
五
一
巻
二
号
)

(
以
下
本
号
)

第
四
章

「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
・
レ
ー
ン
法
」
に
お
け
る
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
制

(
一
)
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
・
レ
ー
ン
法
」
に
現
れ
る
宮
門
田
町
田
宮
お
よ
び
田
町
庄
の
語
の
う
ち
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に

(
捌
)

対
応
条
項
の
あ
る
も
の
|
|
「
レ

i
ン
法
」
の
条
項
に
則
し
て
言
え
ば
、
八
条
項
中
の
二
一
箇
所
の
町
民
聞
の
E
、
お
よ
び
、
三
条
項
中
の
三
箇

所
の

E
語
|
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
(
註
で
述
べ
た
こ
と
を
も
含
め
て
)
第
一
章
で
一
通
り
検
討
を
す
ま
せ
た
。

し
か
し
「
レ

l
ン
法
」
に
は
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
対
応
条
項
の
な
い
(
す
な
わ
ち
、
「
レ
l
ン
法
」
で
新
た
に
「
補
足
」
さ
れ

(

別

)

(

加

)

た
と
考
え
ら
れ
る
)
条
項
に
お
い
て
も
、
町
四
円

5-円
の
語
が
一
二
条
項
中
の
一
八
箇
所
に
、
ま
た
、

5-円
の
語
が
二
条
項
中
の
三
箇
所
に
姿
を

(
制
)

見
せ
る
。
さ
ら
に
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
対
応
条
項
の
あ
る
も
の
の
中
で
も
、
単
な
る
言
葉
の
置
き
換
え
や
表
現
の
変
更
に

(
加
)

止
ま
ら
ず
、
実
質
的
な
「
改
訂
」
な
い
し
「
補
足
」
を
施
さ
れ
た
条
項
が
、
同
百
円
∞
n
E
に
つ
い
て
は
(
少
な
く
と
も
)
五
つ
、
包
}
円
に
つ
い
て
も

北法51(3・2)868



(
却
)

一
つ
あ
る
。
本
章
に
お
い
て
は
、
「
レ
l
ン
法
」
に
お
い
て
新
た
に
「
補
足
」
さ
れ
た
条
項
に
、
こ
れ
ら
実
質
的
「
改
訂
」
・
「
補
足
」
を
含
む
条

項
を
も
加
え
て
、
「
レ
i
ン
法
」
に
お
い
て
新
た
に
「
補
足
」
さ
れ
た
へ

l
ル
シ
ル
ト
像
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

な
お
、
以
下
の
検
討
は
「
補
足
」
さ
れ
た
テ
l
マ
毎
に
進
め
る
が
、
あ
ら
か
じ
め
次
の
こ
と
を
注
意
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

よ
う
な
検
討
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
「
補
足
」
が
幾
つ
か
の
テ
l
マ
に
集
中
し
、
し
か
も
、
(
後
述
す
る
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
)

ク
ロ
ス

そ
れ
ら
の
テ

1
マ
が
(
し
ば
し
ば
)
同
じ
条
項
に
交
差
し
て
現
れ
る
こ
と
自
体
、
「
レ

l
ン
法
」
に
お
け
る
「
補
足
」
が
明
確
な
意
図
の
も
と
に

一
貫
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。

ザクセンシュピーゲルにおけるヘールシルト市IJ(4・完)

(
ニ
)
ま
ず
、
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
「
出
生
身
分
」
な
い
し
「
(
各
人
生
得
の
)
法
」
に
か
か
わ
る
「
補
足
」
な
い
し
「
改
訂
」
に
つ
い
て
。

-
一
日
「
息
は
(
彼
の
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
)
レ
l
ン
法
廷
に
お
い
て

(
B
-
2
8
n
z
o
)
(争
わ
れ
た
場
合
)
父
の
シ
ル
ト
を

(
立
証
・
)
取
得
す
る
、
(
息
が
)
彼

(H
父
)
と
同
等
出
生
身
分

(
n
5
5
2
e
S
H
S
E
E
B伺
)
で
あ
れ
ば
、
(
ま
た
)
彼

(H息
)
が
(
同
じ
シ
ル

(
l
)
レ
l
ン
法
一
一
一

卜
を
も
っ
者
に
対
す
る
)
臣
従
礼
(
な
い
し
、
臣
従
関
係
)
に
よ
っ
て
自
分
(
の
身
分
日
シ
ル
ト
)
を
引
き
下
げ
(
て
い
)
な
い
限
り
」
。

「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
(
お
よ
び
、
そ
れ
を
承
け
た
「
レ
l
ン
法
」
)
の
巻
頭
に
お
け
る
へ
|
ル
シ
ル
ト
制
の
記
述
に
お
い
て
は
、

す
で
に
第
一
章
で
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
「
レ
l
ン
法
(
上
の
能
力
ご
を
も
っ
者
は
(
原
則
と
し
て
)
少
な
く
と
も
祖
父
の
代
か
ら
(
一
一
一
代
)

(
加
)

騎
士
の
出
自
を
も
っ
者
に
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
(
各
家
臣
の
も
つ
)
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
」
に
「
世
襲
」
的
要
因
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
ま
た
そ
こ
で
は
、
「
世
俗
の
諸
侯
が
司
教
た
ち
の
家
臣
に
な
っ
て
以
来
、
第
三
の
シ
ル
ト
へ
と
下
が
っ
た
」
と
(
い
う
意
味
の
こ

北法51(3・3)869

と
が
)
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
「
同
じ
シ
ル
ト
を
も
っ
者

(
H
レ
l
ン
法
上
の
向
身
分
者
)
の
家
臣
に
な
れ
ば
シ
ル
ト
が
(
一
つ
)
下
が
る
」
と
い

(m) 

う
原
則
が
す
で
に
存
在
し
た
こ
と
も
判
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
第
四
以
下
の
シ
ル
ト
を
も
っ
者
の
身
分
が
(
し
た
が
っ
て
、
そ
の
(
ラ
ン
ト

法
上
の
)
「
出
生
身
分
」
も
)
特
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
家
臣
が
(
祖
父
や
)
父
と
同
じ
シ
ル
ト
を
承
継
す
る
と
い
う
こ
と
も
、



説論

少
な
く
と
も
明
示
的
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
レ
l
ン
法
一
一
一

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
家
臣
が
(
祖
父
や
)
父
と
同
じ
シ
ル
ト
を
承
継
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の

場
合
、
息
が
「
父
と
同
等
出
生
身
分
で
あ
る
」
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
に
も
(
「
ラ
ン
ト
法
」
の
影
響
を
受
け
た
)
「
各
家
臣
の

(m) 

も
つ
シ
ル
ト
の
出
生
身
分
へ
の
国
定
化
の
傾
向
」
が
明
確
な
形
で
現
れ
て
い
る
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

-二
H

「
息
が
(
亡
)
父
に
代
わ
っ
て

(
H
亡
父
の
主
君
の
)
家
臣
に
な
る
こ
と
を
望
ま
な
い
(
そ
し
て
、
亡
父
の
主
君

一
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
こ
の
H

献
を
補
っ
た

北法51(3・4)870

(
2
)
レ
l
ン
法
一
一
一

よ
り
も
シ
ル
ト
の
高
い
主
君
の
家
臣
、
多
く
の
場
合
亡
父
の
上
級
主
君
の
直
臣
に
な
る
)
場
合
(
に
も
て
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
シ
ル
ト
が
高
め
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
。
旗
レ

l
ン
以
外
の
も
の
は
、
(
す
な
わ
ち
)
そ
れ
が
彼
に
封
与
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
家
臣
の
シ
ル
ト
を
高
め
る
こ
と
が

(
仰
)

な
い
」
。

こ
の
条
項
が
、
直
前
の
レ
l
ン
法
一
二
・
一
を
承
け
て
、
各
家
臣
の
も
つ
(
へ
l
ル
)
シ
ル
ト
は
、
(
国
王
か
ら
直
接
に
「
旗
レ
l
ン
」
を
封
与

さ
れ
て
)
「
(
世
俗
)
諸
侯
」
に
昇
格
す
る
場
合
を
除
き
、
た
と
え
亡
父
の
主
君
よ
り
も
(
ヘ

l
ル
)
シ
ル
ト
が
上
の
(
上
級
)
主
君
の
家
臣
に
な
っ

ヒ

エ

ラ

ル

ヒ

1

て
も
上
が
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
明
確
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
へ

i
ル
シ
ル
ト
制
」
の
(
レ
l
ン
法
上
の
身
分
秩
序
と
し
て
の
)
安

定
化
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

た
だ
見
落
と
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
こ
の
レ
l
ン
法
二
一

や
二
と
同
時
に
)
「
補
足
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

-
二
の
直
後
に
は
、
さ
ら
に
次
の
条
項
が
(
お
そ
ら
く
レ
i
ン
法
一
一
一
・
一

レ
l
ン
法
一
二
・
一
二
日
「
な
ん
ぴ
と
も
レ
l
ン
を
(
誰
か
に
)
相
続
さ
せ
る
こ
と
は
な

(
邸
)

い
、
父
が
息
に
そ
う
す
る

(
H
レ
l
ン
を
相
続
さ
せ
る
)
場
合
を
除
い
て
」
。
レ
l
ン
法
一
一
一

一
に
始
ま
る
「
補
足
」
を
こ
こ
ま
で
通
し
て
読

む
と
、
「
ヘ

I
ル
シ
ル
ト
制
」
の
安
定
化
を
目
ざ
す
レ

l
ン
法
一
二
・
二
の
背
後
に
も
、
「
世
襲
」
の
要
因
、
あ
る
い
は
、
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
の

(
術
)

出
生
身
分
へ
の
固
定
化
の
意
向
」
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
は
、
容
易
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(
3
)
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
(
そ
れ
ぞ
れ
A
V
一
・
六
と
一
-
一
一
一
一
に
対
応
す
る
)
レ
l
ン
法
二
・
四
と
四
七
・
二
(
で
「
改
訂
」
さ



(
閉
山
)

れ
た
箇
所
)
、
お
よ
び
、
(
い
ず
れ
も
)
「
レ
l
ン
法
」
(
で
新
た
に
「
補
足
」
さ
れ
た
)
二
・
五
と
八
0
・
二
に
、
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
に
生
ま
れ
(
つ
い
)

て
い
な
い
(
者
)
」
あ
る
い
は
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
に
生
ま
れ
(
つ
い
)
て
い
る
(
者
)
」
と
い
う
表
現
が
姿
を
見
せ
る
こ
と
も
、
決
し
て
単
な
る
偶

然
で
は
な
く
、
「
レ

l
ン
法
」
に
い
た
っ
て
(
は
じ
め
て
)
明
確
に
意
識
さ
れ
自
覚
さ
れ
た
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
の
出
生
身
分
へ
の
固
定
化
の
傾
向

(
制
)

を
一
不
す
も
の
と
解
さ
れ
る
。

(
三
)
次
に
、
(
ほ
ん
ら
い
)
「
レ

l
ン
法
(
上
の
能
力
こ
な
い
し
(
そ
の
意
味
で
の
)
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
」
を
も
た
な
い
者
の
レ

i
ン
法
上
の
権

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(4.完)

利
な
い
し
地
位
に
か
か
わ
る
「
改
訂
」
な
い
し
「
補
足
」
に
つ
い
て
。

(
抑
)

(
l
)
レ
l
ン
法
二
・
五
日
「
ヘ

i
ル
シ
ル
ト
に
生
ま
れ
(
つ
い
)
て
い
な
い
い
ず
れ
の
者
(
な
い
し
、
家
臣
)
も
、

レ
ー
ン

者
(
日
家
臣
)
に
(
主
君
と
し
て
)
所
領
を
封
与
す
る
の
を
拒
む
こ
と
を
え
ず
、

ヘ
l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く

て、え
も、な
L3 い

彼
が
彼
(
目
新
し
い
主
君
)
に
授
封
更
新
を
求
め
る
べ
き
場
合
、

い
か
な
る
彼
の
(
新
し
い
)
主
君
を
も
却
け
る
こ
と
を

た
と
え
彼
(
日
新
し
い
主
君
)
が
ヘ

1
ル
シ
ル
ト
を
も
っ
て
い
な
く

ま
た
、

(a)
こ
の
条
項
は
、

(
A
V
一
・
四
、

一
・
五

(
加
)

一
・
六
に
対
応
す
る
)
レ
ー
ン
法
二
・
一
、
二
・
二
、
二
・
四
の
直
後
に
「
補
足
」
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
先
行
す
る
諸
条
項
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
「
レ

l
ン
法
(
上
の
能
力
U

へ
l
ル
シ
ル
ト
)
を
欠
く
者
」
が
列
挙
さ
れ
た

上
で
(
レ
l
ン
法
二
・
一
)
、
こ
れ
ら
の
者
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
主
君
か
ら
所
領
を
授
封
さ
れ
た
場
合
、
彼
等
は
「
彼

(
H
主
君
)
か
ら
そ

(
加
)

の
所
領
に
関
す
る
目
。
言
明
n宮

(
H
そ
の
所
領
を
レ
l
ン
と
し
て
占
有
・
支
配
す
る
権
利
)
を
受
領
す
る
」
が
、
「
そ
れ
を
彼
等
の
子
た
ち
に
相
続
さ

(m) 

せ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
(
彼
等
)
自
身
(
も
)
別
な

(
H
第
二
の
、
新
し
い
)
主
君
に
対
す
る
〈
O
】
明
白

(
H
授
封
更
新
請
求
権
)
を
欠
く
」
と
し
(
レ

北法51(3・5)871

-
ン
法
二
・
二
て
さ
ら
に
、
彼
等
の
レ
l
ン
法
廷
に
お
け
る
証
人
と
し
て
の
地
位
(
な
い
し
、
権
利
)
の
制
約
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
れ

(
紛
)

レ
l
ン
法
二
・
五
に
は
じ
め
て
姿
を
見
せ
る
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
に
生
ま
れ
(
つ
い
)
て
い
な
い
者
」
と
は
(
こ
の

ら
先
行
す
る
諸
条
項
か
ら
、



説

-
M
V
1
i
J
 

場
合
)
「
(
ほ
ん
ら
い
)
ヘ

i
ル
シ
ル
ト
(
な
い
し
、
レ
ー
ン
法
)
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
る
主
君
か
ら
所
領
を
授
封
さ
れ
た
者
」
を
指
す
こ

自命

(
b
)
こ
の
条
項
は
、
ま
ず
、
こ
う
し
た
家
臣
が
そ
の
所
領
を
自
分
の
家
臣
に
(
又
)
授
封
す
る
際
に
、
(
レ
l
ン
法
二
三
・
一
日
A
V
一

(
剛
山
)

O
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
)
、
(
自
分
自
身
が
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
い
て
い
る
の
だ
か
ら
)
自
分
の
家
臣
が
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
と
い
う
理
由
で

北法51(3・6)872

と
が
判
る
。

五

(
そ
の
更
新
を
も
含
む
)
(
又
)
授
封
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
①
(
ほ
ん

L

V

?

t

J

 

ら
い
)
へ

i
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
者
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
る
主
君
か
ら
所
領
を
授
封
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
者
は
(
当
然
)
そ
の
所
領
を
自

(
部
)

分
の
家
臣
に
(
又
)
授
封
で
き
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
②
そ
う
し
た
者
か
ら
所
領
を
(
又
)
授
封
さ
れ
た
家
臣
の
地
位

(
協
)

に
つ
い
て
の
記
述
は
(
「
レ
l
ン
法
」
の
現
行
刊
本
で
は
)
こ
の
(
「
レ
l
ン
法
」
で
「
補
足
」
さ
れ
た
)
条
項
に
は
じ
め
て
姿
を
見
せ
る
こ
と
、
以

上
二
つ
の
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

(
C
)

レ
l
ン
法
二
・
五
は
、
さ
ら
に
、
(
ほ
ん
ら
い
)
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
授
封
さ
れ
た
家
臣
が
、
(
特
に
上
級
主
君
か

ら
指
定
さ
れ
た
)
別
の

(
H
第
二
の
、
新
し
い
)
主
君
に
授
封
更
新
を
求
め
る
べ
き
場
合
に
(
自
分
自
身
も
へ

i
ル
シ
ル
ト
を
欠
い
て
い
る
の
だ
か

ら
)
そ
の
主
君
が
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
を
も
た
な
い
」
と
い
う
理
由
で
そ
れ
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
す
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
真
先
に
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
う
し
た
家
臣
は
(
そ
も
そ
も
)
授
封
更
新
請
求
権
を
も
た
な
い
と
い
う
、
先
行
す
る
レ

l
ン
法

二
・
二
で
明
示
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
原
則
と
の
関
係
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
レ

l
ン
法
二
・
二
の
原
則
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
家
臣
、
が

「
別
な
主
君
に
授
封
更
新
を
求
め
る
べ
き
場
合
」
は
そ
も
そ
も
あ
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
で

(
術
)

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
疑
問
に
対
す
る
解
答
は
、
や
が
て

(
3
)
で
扱
う
レ
l
ン
法
二
・
七
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

(
2
)
レ
l
ン
法
二
・
六
日
「
へ

i
ル
シ
ル
ト
に
つ
い
て
完
全
な
あ
る
家
臣
が
、
聖
職
者
ま
た
は
女
性
ま
た
は
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
を
も
た
な
い

(
誰
か
)
あ
る
者
か
ら
(
所
領
を
)
授
封
さ
れ
る
(
あ
る
い
は
、
さ
れ
た
)
場
合
、
彼

(
H
そ
の
家
臣
)
は
そ
の
レ

l
ン
の
授
封
更
新
を
別
な

(
H
第



二
の
、
新
し
い
)
主
君
に
対
し
て
求
め
る
こ
と
を
え
な
い
、
た
だ
し
あ
る
聖
職
者
ま
た
は
あ
る
女
性
が
選
挙
に
よ
っ
て

(
H
司
教
・
修
道
院
長

ま
た
は
修
道
尼
院
長
に
選
挙
さ
れ
て
教
会
諸
侯
に
な
る
こ
と
に
よ
り
)
ラ
イ
ヒ
の
所
領
を
(
レ
l
ン
と
し
て
)
受
領
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て

(
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
も
と
に
)
(
第
一
一
)
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
を
も
っ

(
H
取
得
す
る
、
あ
る
い
は
、
し
た
)
場
合
は
別
で
あ
り
、
(
こ
の
場
合
)
彼
等
(
教

会
諸
侯
)
は
そ
の
(
ラ
イ
ヒ
の
)
所
領
を
(
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
に
つ
い
て
完
全
な
家
臣
に
)
封
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
人

(
H
そ
の
家
臣
)
は
(
彼

等
H
教
会
諸
侯
に
異
動
が
あ
っ
た
際
に
)
そ
の
所
領
の
授
封
更
新
を
別
な

(
H
第
二
の
、
新
し
い
)
主
君

(
H
教
会
諸
侯
)
に
対
し
て
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
」
。

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(4・完)

(

畑

山

)

(

捌

)

(a)
こ
の
条
項
は
、
第
一
章
・
第
二
章
で
す
で
に
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
対
応
す
る
A
V
一
・
七
に
か
な
り
重
要
な
「
改
訂
」
を
施

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
内
容
的
に
最
も
重
要
な
「
改
訂
」
は
、

A
V
の
「
た
だ
し
、
男
性
ま
た
は
女
性
が
選
挙
に
よ
っ
て
受
領
し
た

5
宮
E
E
(
σ
s
o
p
s
)
お
よ
び

nR-呂
田
由
民

2
(
σ
g
m
m巳
白
)
は
別
で
あ
り
」
と
い
う
件
に
関
し
て
、

一
つ
に
は
そ
こ
か
ら

0
2一g
g
m
E
E

(σgnmn-白
)
の
語
を
「
削
除
」
し
、
今
一
つ
に
は
「
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
(
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
も
と
に
)
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
も
っ
」
の
一
文

を
「
補
足
」
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
改
訂
」
に
よ
っ
て
、
①
こ
の
例
外
が
(
も
っ
ぱ
ら
)
教
会
諸
侯
に
か
か
わ
(
り
、
ヴ
オ
ル
ム
ス
協
約
の

線
に
沿
っ
て
、
彼
等
の
も
つ

dB-MOg--担
H

俗
的
権
利
は
す
べ
て
、
し
た
が
っ
て
教
会
所
領
の
授
封
権
も
、
法
的
に
は
皇
帝
H

国
王
か
ら
授
封
さ
れ
た

(m) 

レ
l
ン
で
あ
る
、
と
い
う
建
前
が
貫
か
れ
て
い
)
る
こ
と
、
お
よ
び
、
②
こ
の
(
場
合
に
限
っ
て
家
臣
が
授
封
更
新
請
求
権
を
も
っ
と
い
う
)
例
外

の
「
法
的
根
拠
」
が
(
ほ
ん
ら
い
レ
l
ン
能
力
を
も
た
な
い
)
「
聖
職
者
ま
た
は
女
性
」
が
(
諸
侯
に
な
っ
て
)
「
(
第
一
一
)
へ

1
ル
シ
ル
ト
を
取
得
す

(
加
)

る
」
点
に
あ
る
こ
と
、
以
上
二
つ
の
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
点
(
具
体
的
に
は
②
)
は
、
こ
の
場
合
、

主
君

(
H
「
聖
職
者
ま
た
は
女
性
」
)
は
「
ヘ
!
ル
シ
ル
ト
」
を
も
っ
て
お
り
、
(
彼
等
か
ら
授
封
さ
れ
た
家
臣
が
そ
の
所
領
に
つ
い
て
完
全
な
「
レ
!

北法51(3・7)873

ン
法
(
上
の
権
利
)
」
を
も
つ
の
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
て
こ
の
事
例
が
「
レ
l
ン
法
」
(
お
よ
び
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
)
の

そ
こ
で
の
文
脈
、
お
よ
び
、
こ
こ
で
の
わ
れ
わ
れ
の
問
題
関
連
に
と
っ
て
は
、
あ
く
ま
で
も
「
例
外
」
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。



説

(
b
)
レ
l
ン
法
二
・
六
(
お
よ
び
A
V
一
・
七
)
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
原
則
」
は
、
そ
の
冒
頭
の
一
文
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
聖
職
者
ま

北法51(3・8)874

た
は
女
性
」
な
ど
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
も
た
な
い
者

(
H
主
君
こ
か
ら
授
封
さ
れ
た
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト

(
A
V
一
・
七
で
は

σ
g
O
P
E
-
5
)
に

号':h、
白岡

つ
い
て
完
全
な
」
家
臣
は
授
封
更
新
請
求
権
を
も
た
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
四
つ
の
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
。
①
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
へ

I
ル
シ
ル
ト
に
つ
い
て
完
全
な
」
家
臣
で
あ
る
こ
と
。
②
こ
の
条
項
(
お

よ
び
A
V
一
・
七
)
で
は
、
「
聖
職
者
お
よ
び
女
性
」
な
ど
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
を
も
た
な
い
」
主
君
が
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
に
つ
い
て
完
全
な
家
臣
」

(m) 

に
所
領
を
又
授
封
す
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
③
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
(
お
よ
び
「
レ
l
ン
法
」

レ
ー
ン

の
対
応
条
項
)
に
お
い
て
、
お
よ
そ
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
主
君
か
ら
所
領
を
授
封
さ
れ
た
家
臣
の
地
位
な
い
し
権
利
に
つ
い
て
述
べ
て
い

(m) 

る
条
項
は
、
こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
こ
の

(
A
V
一
・
七
H
レ
I
ン
法
)
二
・
六
が
は
じ
め
て
で
あ
り
そ
れ
だ
け
で
あ
る
こ
と
。
④
こ
の
条

項
に
お
い
て
明
示
的
に
そ
う
し
た
家
臣
が
も
ち
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
授
封
更
新
請
求
権
だ
け
で
あ
る
(
彼
等
が
又
授
封
権
お
よ
び

(m) 

「
相
続
」
権
を
も
つ
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
)
が
、
こ
の
こ
と
自
体
は
レ
l
ン
法
二
・
一

(
H
A
v
-
-
七
)
で
述
べ
ら
れ
て
い

た
「
原
則
」
と
合
致
す
る
こ
と
。

(
C
)

こ
の
条
項
に
は
も
う
一
つ
「
改
訂
」
さ
れ
た
箇
所
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
の
「
例
外
」

(
H
「
聖
職
者
ま
た
は
女
性
」
で
あ
る
主
君
が

「
教
会
諸
侯
」
で
あ
る
場
合
)
に
つ
い
て
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
(
一
・
七
)
で
は
、
「
こ
れ
ら
の
所
領
(
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
ラ
イ
ヒ

の
所
領
」
だ
け
で
な
く
、
「
教
会
の
所
領
」
を
も
含
む
)
に
つ
い
て
(
そ
の
)
家
臣
は

g
s
m巳
巳

n
M
E
を
取
得
す
る
(
あ
る
い
は
、
も
つ
)
こ
と
に
な

る
」
と
あ
っ
た
末
尾
の
一
文
が
、
こ
の
条
項
で
は
「
(
こ
の
場
合
)
彼
等

(
H
教
会
諸
侯
に
選
挙
さ
れ
た
聖
職
者
ま
た
は
女
性
)
は
そ
の
(
ラ
イ
ヒ
の

所
領
を
(
へ

l
ル
シ
ル
ト
に
つ
い
て
完
全
な
家
臣
に
)
封
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
人

(
H
そ
の
家
臣
)
は
そ
の
所
領
の
授
封
更
新
を
別
な

(
H

第
二
の
、
新
し
い
)
主
君
に
対
し
て
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
「
改
訂
」
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
の
前
段

(
H
「
そ
の
所
領
を
封
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
は
1

1
こ
の
条
項
は

(
A
V
に
お
い
て
も
)
も
と
も
と
「
へ

l
ル
シ
ル
ト



に
つ
い
て
完
全
な
家
臣
」
が
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
も
た
な
い
主
君
」
か
ら
授
封
さ
れ
る
場
合
(
の
あ
る
こ
と
を
前
提
し
、
そ
の
場
合
)
に
家
臣
が

所
領
に
つ
い
て
も
つ
「
権
利
」
を
論
じ
て
い
る
の
だ
か
ら
|
|
単
な
る
(
あ
る
い
は
、
な
く
も
が
な
の
)
「
注
意
規
定
」
に
す
ぎ
な
い
と
も
考
え

ら
れ
る
が
、
む
し
ろ
後
段
へ
の
伏
線
と
し
て
「
そ
の
所
領
を

(
B
S
ニg
と
し
て
)
封
与
す
る

(zg)
こ
と
が
で
き
る
」
と
言
い
た
い
の
だ
、

(
抗
)

と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
段
は
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
の

Z
B
P
E
n
富
田
(
も
、
こ
の
場
合
具
体
的
に
は
「
授
封
更
新
請

求
権
」
を
指
す
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
が
、
そ
れ
)
を
具
体
的
に
「
そ
の
所
領
の
授
封
更
新
を
別
な
主
君
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
書

き
改
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
綾
説
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

3
2色
n
E
2
E聞
を
直

ザクセンシュピーゲルにおけるヘールシルト市IJ(4・完)

訳
す
れ
そ
う
な
る
は
ず
の
)
-
2
5
n
Z
の
語
が
(
お
そ
ら
く
意
識
的
に
)
回
避
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
レ

l
ン
法
」
で
は

-
g
B
n
Z
の
語
を
|
|
そ
れ
が
所
領
に
関
す
る
家
臣
の
「
権
利
」
を
指
す
場
合
|
|
「
又
授
封
権
」
の
意
味
に
限
定
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
を
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

(
3
)
レ
l
ン
法
二
・
七
日
「
し
か
し
な
が
ら
、
城
塞
レ

l
ン
お
よ
び
教
会
、
お
よ
び
、
あ
る
家
臣
が
そ
れ
を
も
と
に
ラ
イ
ヒ
に
対
し
て
勤

務
を
行
う
義
務
を
負
わ
な
い
す
べ
て
の
レ

i
ン
、
そ
れ
(
ら
の
も
の
)
を
聖
戦
者
お
よ
び
女
性
は
、
彼
等
は
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
も
た
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
(
自
分
の
家
臣
に
)
封
与

(
H
又
授
封
)
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
人

(
H
彼
等
の
家
臣
)
は
(
主
君
に
異
動
が
あ
っ
た
際
)

(
m
-
a
)
 

そ
の
(
所
領
の
)
授
封
更
新
を
別
な

(
H
第
二
の
、
新
し
い
)
主
君
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
。

「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」

(
A
V
一
・
五
)
(
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る
レ
l
ン
法
二
・
二
)
で
は
、
(
聖
職
者
お
よ
び
女
性
を
も
含
め
た
)

「F
E
宮ロ
mmnEF白
(
「
レ
l
ン
法
」
で
は

-
2
8
n
Z
)
を
欠
く
者
」
(
全
体
)
に
つ
い
て
、
彼
等
が
あ
る
主
君
か
ら
所
領
を
授
封
さ
れ
た
場
合
、
(
そ

(m) 

れ
を
レ
l
ン
と
し
て
占
有
・
支
配
す
る
権
利
は
も
つ
が
)
、
「
相
続
」
権
お
よ
び
授
封
更
新
請
求
権
を
も
た
な
い
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
た
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
(
「
レ
l
ン
法
」
で
新
た
に
「
補
足
」
さ
れ
た
)
条
項
が
そ
う
し
た
原
則
に
対
す
る
「
例
外
」
な
い
し
「
修
正
」
を
意
味
す
る
こ
と

い

明

記

、

、

‘

、

は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
し
カ
こ
の
条
項
に
つ
し
て
は
次
の
諸
古
川
に
つ
し
て
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
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説

(a)
こ
の
条
項
は
も
っ
ぱ
ら
「
聖
戦
者
お
よ
び
女
性
」
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
先
行
す
る
レ
i
ン
法
二
・
六
の
よ
う
に
、
「
ヘ

l
ル
シ
ル

ト
を
も
た
な
い
者
」
(
一
般
)
の
「
代
表
者
」
と
し
て
の
彼
等
に
言
及
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
「
ヘ

l
ル
シ
ル

ト
を
も
た
な
い
者
」
の
中
で
「
聖
職
者
お
よ
び
女
性
」
だ
け
が
(
自
分
の
家
臣
に
)
(
又
)
授
封
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
彼
等
か
ら
授
封
さ

れ
た
家
臣
だ
け
が
彼
等
に
対
し
て
授
封
更
新
請
求
権
を
も
っ
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
け
る
「
聖
職
者
」
お
よ
び
「
女

(m) 

性
」
の
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
法
的
地
位
の
省
察
と
無
関
係
で
あ
り
え
な
い
こ
と
は
、
繰
り
返
し
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

(b)
し
か
し
、
こ
の
条
項
が
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
も
た
な
い
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
授
封
さ
れ
た
者
に
(
例
外
的
に
)
(
又
)
授
封
権
と
授
封
更

新
請
求
権
を
認
め
て
い
る
の
は
、
さ
ら
に
、
「
聖
戦
者
お
よ
び
女
性
」
が
「
城
塞
レ
l
ン
お
よ
び
教
会
」
な
ど
「
ラ
イ
ヒ
に
対
し
て
勤
務
を
行

う
義
務
」
を
伴
わ
な
い
レ
l
ン
を
授
封
さ
れ
た
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

論

(
C
)

こ
の
う
ち
、
「
教
会
」
(
そ
の
も
の
が
授
封
さ
れ
る
場
合
、
そ
)
の
レ
l
ン
財
と
し
て
の
特
性
に
つ
い
て
は
(
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
で

(m) 

は
こ
れ
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
が
な
く
)
必
ず
し
も
定
か
で
は
な
い
か
、
ヘ

i
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
主
君
か
ら
所
領
を
授
封

さ
れ
た
者
は
、
一
般
に
、
主
君
の
レ
l
ン
法
廷
に
お
け
る
証
人
と
し
て
の
地
位
・
能
力
に
は
制
的
が
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
へ
の
参
廷
義
務
は

(
仰
)

負
っ
て
い
た
、
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
城
塞
レ
l
ン
」
を
授
封
さ
れ
た
城
臣
が
、
城
塞
の
守
備
お
よ
び
城
塞
法
廷
へ
の
参
加
を
除

(
加
)

い
て
、
城
主
で
あ
る
主
君
に
対
し
て
(
通
常
の
)
軍
役
義
務
お
よ
び
(
通
常
の
)
参
廷
義
務
を
負
わ
な
い
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
条
項
で
「
ラ
イ
ヒ
に
対
し
て
勤
務
を
行
う
義
務
」
(
を
伴
わ
な
い
)
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
具
体
的
に
は
、
(
直
接
に
は
主
君
に

(
初
)

対
す
る
、
通
常
の
)
「
軍
役
義
務
」
に
つ
い
て
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
大
部
分
の
母
国
ユ
宮
田
号
ロ
何
回
円
の
用
語
法
と
も
合
致
す
る
が
、
以

上
の
解
釈
が
誤
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
こ
の
条
項
は
、
要
す
る
に
、
「
聖
職
者
」
や
「
女
性
」
が
「
教
会
」
や
「
城
塞
レ
l
ン
」
な
ど
(
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ

ピ
l
ゲ
ル
、
特
に
そ
の
「
レ
l
ン
法
」
で
は
、
す
べ
て
「
ラ
イ
ヒ
」
に
対
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
建
前
が
貫
か
れ
て
い
る
)
「
軍
役
義
務
」
を
(
例
外
的
に
)

伴
わ
な
い
レ
l
ン
財
を
授
封
し
た
場
合
に
か
か
わ
る
、
と
い
う
こ
と
が
判
る
で
あ
ろ
う
。
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(
d
)
す
で
に
本
章
・

C
、
(
四
)
・

(
5
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
条
項
に
は
ア
イ
ケ
以
後
、
彼
等

(
H
聖
職
者
と
女
性
)
の
ア
イ
ゲ
ン
に

つ
い
て
(
「
し
か
し
彼
等
の
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
は
、
彼
等
は
そ
れ
を
封
与
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
人

(
H
彼
等
の
家
臣
)
は
別
な
(
目
新
し
い
)
主

君
に
そ
の
授
封
更
新
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、
ア
イ
ゲ
ン
が
(
そ
れ
ま
で
の
持
主
の
死
亡
に
よ
り
)
彼
等
に
帰
属
す
る
場
合
、
人

(
H
前
の

持
主
の
家
臣
)
は
そ
の
授
封
更
新
を
(
彼
等
に
)
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
彼
等
は
そ
れ
を
(
前
の
持
主
の
家
臣
に
)
封
与
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
)
補
足
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
補
足
に
よ
っ
て
、
「
聖
職
者
お
よ
び
女
性
」
か
ら
彼
等
の
ア
イ
ゲ
ン
を
授
封
さ
れ
た
家
臣
に
も
授
封

更
新
請
求
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
補
足
が
ほ
か
な
ら
ぬ
レ

i
ン
法
二
・
七
(
の
前
段
)
に
(
ひ
き
つ

ザクセンシュピーゲルにおけるヘールシルト制(4・完)

づ
き
)
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
こ
の
補
筆
者
が
「
聖
職
者
お
よ
び
女
性
」
に
授
封
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン

(
H
「ア

(m) 

イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
)
に
は
「
ラ
イ
ヒ
に
対
し
て
(
軍
事
)
勤
務
を
行
う
義
務
」
が
な
い
、
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
判
る
で
あ
ろ
う
。

(
e
)
以
上
の
解
釈
が
正
し
け
れ
ば
、
(
ア
イ
ケ
以
後
の
手
に
成
る
補
遺
を
含
め
て
)
レ

l
ン
法
二
・
七
で
、
(
ほ
ん
ら
い
)
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠

く
「
聖
職
者
お
よ
び
女
性
」
か
ら
授
封
さ
れ
た
家
臣
に
授
封
更
新
請
求
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
す
べ
て
「
ラ
イ
ヒ
に
対
し
て
(
軍
事
)

勤
務
を
行
う
義
務
」
を
伴
わ
な
い
所
領
が
授
封
さ
れ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
裏
か
ら
言
え
ば
、
(
ほ
ん

ら
い
)
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
所
領
を
授
封
さ
れ
た
家
臣
に
対
し
て
授
封
更
新
請
求
権
を
認
め
な
い
(
レ
l
ン
法
二
・
二
)

(
捌
)

の
は
、
そ
の
所
領
に
つ
い
て
(
実
質
的
に
)
「
ラ
イ
ヒ
に
対
す
る
(
軍
事
)
勤
務
」
を
期
待
で
き
な
い
と
い
う
事
態
を
で
き
る
だ
け
短
期
間
(
具

体
的
に
は
、
そ
れ
を
授
封
し
た
主
君
の
代
)
に
限
ろ
う
と
す
る
志
向
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
こ
に
も
|
|
裏
か
ら
間
接
的
に
で
は
あ
れ

1
1
8
n
E
gと
「
ラ
イ
ヒ
に
対
す
る
(
軍
事
)
勤
務
」
と
の
関
連
を
重
視
す
る
姿

(
邸
)

勢
が
う
か
が
わ
れ
る
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

北法51(3・11)877

(
泌
)

(
四
)
「
レ

l
ン
法
」
で
は
、
以
上
に
触
れ
た
も
の
の
ほ
か
に
、
(
明
示
的
に
)
「
女
性
に
対
す
る
(
共
同
)
授
封
」
に
言
及
し
た
条
項
が
さ
ら
に



説

(
加
)

七
つ
「
補
足
」
さ
れ
て
い
る
。
「
女
性
に
対
す
る
(
共
同
)
授
封
」
は
、
も
ち
ろ
ん
、
「
(
ほ
ん
ら
い
)
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
者
の
レ

l
ン
法
上

(
l
)
・
(a)
レ
l
ン
法
五
六
・
一
日
「
ま
た
、
(
男
性
で
あ
る
)
家
臣
は
あ
る
女
性
と
と
も
に
(
共
同
で
)
所
領
を
受
領
す
る
こ
と
が
で
き
、

北法51(3・12)878

論

の
地
位
・
権
利
」
と
か
か
わ
る
が
、
こ
こ
で
は
(
分
量
の
関
係
で
)
便
宜
上
、
節
を
改
め
て
、
(
本
文
で
は
)
そ
れ
ら
の
条
項
(
の
う
ち
主
要
な
も

の
の
み
)
を
検
討
す
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
所
領
に
つ
い
て
彼
が
彼
女
を
代
表
(
・
擁
護
)
L
2
2
g
g
)
(
こ
の
場
合
、
特
に
主
君
の
レ
l
ン
法
廷
に
お
い
て
そ
の
所
領

に
つ
い
て
の
権
利
を
彼
女
に
代
わ
っ
て
主
張
・
擁
護
す
る
、
の
意
)
、
ま
た
、
彼
女
の
主
君
が
死
亡
す
る
(
な
い
し
、
し
た
)
場
合
、
ー
ー
ー
彼
女
は

ヘ
l
ル
シ
ル
ト
を
欠
い
て
い
る
た
め
、
彼
女
に
は

5
日明白

(
H
授
封
更
新
請
求
権
)
が
な
い
の
で
|
|
(
彼
女
に
代
わ
っ
て
)
別
の

(
H
第
二
の
、

新
し
い
)
主
君
に
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
に
つ
い
て
授
封
更
新
を
求
め
る
(
こ
と
が
で
き
る
)
。
(
こ
の
場
合
)
そ
の
家
臣
は
へ

l
ル
シ
ル
ト
、
お
よ

び
、
そ
の
所
領
に
つ
い
て
そ
の
女
性
か
ら
(
託
さ
れ
て
)
(
あ
る
い
は
、
そ
の
女
性
の
た
め
に
)
(
〈
自
己
2
2。
者

SEE-gロ
)
ゲ
ヴ
ェ

i
レ
(
H
所
領

の
占
有
権
)
を
受
領
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
に
つ
い
て
き
}
明
白

(
H
授
封
更
新
請
求
権
)
を
も
つ
の
で
あ
る
」
。

こ
の
条
項
が
「
女
性
に
対
す
る
共
同
授
封
」
(
の
一
種
)
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
(
ほ
ん
ら
い
)
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
者
に
対
す
る
授

(
捌
)

封
」
(
一
般
)
に
伴
う
家
臣
権
の
欠
陥
|
|
具
体
的
に
は
、
授
封
更
新
請
求
権
の
欠
如
(
レ
l
ン
法
二
・
二
)
お
よ
び
レ
1
ン
法
廷
に
お
け
る

(
捌
)

(
証
人
)
能
力
の
制
約
(
レ
i
ン
法
二
・
四
)
|
|
が
補
完
さ
れ
る
こ
と
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
の

「
共
同
授
封
」
の
法
的
性
格
、
特
に
家
臣
が
所
領
に
つ
い
て
の
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
を
「
女
性
か
ら
(
託
さ
れ
て
)
」
(
あ
る
い
は
、
「
そ
の
女
性
の
た

(
捌
)

め
に
」
)
受
領
す
る
と
言
わ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
(
あ
る
い
は
、
そ
の
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
)
、
は
こ
れ
だ
け
で
は
判
然
と
し
な
い
。

(
b
)
(
そ
の
直
後
に
つ
づ
く
)
レ

l
ン
法
五
六
・
二
日
「
し
か
し
な
が
ら
、
彼

(
H
家
臣
)
が
そ
の
所
領
に
つ
い
て
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
(
H
占
有
権
)

を
そ
の
者
か
ら
(
託
さ
れ
て
)
(
あ
る
い
は
、
そ
の
者
の
た
め
に
)
受
領
し
て
い
る
女
性
が
死
亡
す
る
(
あ
る
い
は
、
し
た
)
な
ら
ば
、
彼
が
後
見
人

と
し
て
の
地
位
(
な
い
し
、
後
見
権
)
に
も
と
づ
き

(
8
5
5
5同
忠
告
)
受
領
し
た
彼
に
対
す
る
授
封
(
出
回
口
問

g
g伺
伺
)
(
な
い
し
、
彼
の
受
封
)



は
終
る
、
彼
に
対
し
て
(
そ
れ
と
は
別
に
)
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
に
つ
い
て
お
吾
ニ

g
あ
る
い
は
凹

ag唱
が
封
与
さ
れ
(
て
ど
な
い
限
り
」
。

(
矧
)

こ
の
条
項
に
よ
っ
て
、
レ
ー
ン
法
五
六
・
一
の
「
共
同
授
封
」
に
お
け
る
家
臣
が
女
性
の
(
レ
l
ン
法
上
の
)
後
見
人
で
あ
る
こ
と
が
判
り
、

ま
た
、
な
ぜ
こ
の
家
臣
が
(
女
性
と
と
も
に
授
封
さ
れ
る
の
に
)
所
領
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
H
占
有
な
い
し
管
理
)
を
「
女
性
の
た
め
に
」
(
あ
る
い
は
、

(m) 

「
女
性
か
ら
託
さ
れ
て
」
)
受
領
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
、
納
得
が
い
く
で
あ
ろ
う
。
こ
の
家
臣

(
H
後
見
人
)
と
女
性
の
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(4・完)

関
係
(
特
に
、
彼
が
彼
女
の
「
法
定
後
見
人
」
で
あ
る
か
)
は
判
然
と
し
な
い
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
成
年

(
H
満
一
一
一
歳
)
に
達
し
な
い
子
の

後
見
人
は
、
(
多
く
は
)
主
君
自
身
、
あ
る
い
は
、
(
主
君
で
な
い
場
合
に
は
)
主
君
の
家
臣
の
一
人
と
さ
れ
て
い
る
(
つ
ま
り
、
主
君
の
家
臣
で
あ
っ

(
加
)

て
も
「
法
定
後
見
人
」
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
)
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。

(
似
)

(
C
)

レ
1
ン
法
五
六
・
五
日
「
彼

(
H
後
見
人
で
あ
る
家
臣
)
は
、
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
に
つ
い
て
の
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
、
お
よ
び
、
自
由

(geS)
な

(
H
ま
だ
女
性
の
家
臣
に
封
与
H
又
授
封
さ
れ
て
い
な
い
)
所
領
を
、
ま
た
、
(
す
で
に
女
性
の
家
臣
に
封
与
H
又
授
封
さ
れ
て
い
た
そ
れ

(
獅
)

(
H
所
領
)
の
う
ち
(
家
臣
の
死
亡
等
に
よ
り
)
自
由
に

(-awF)
に
な
る

(
H
女
性
の
手
許
に
戻
る
、
あ
る
い
は
、
戻
っ
た
)
も
の
を
も
、
彼
女
の

同
意
を
得
て
(
彼
女
の
家
臣
に
)
封
与

(
H
又
授
封
)
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
れ
は
、
彼
等
二
人
が
総
手
的
に

(
H
共
同
で
)
(
邑
再
開
m
E
B
B
-

(
揃
)

門
戸

2

E口
同
)
(
具
体
的
に
は
、
二
人
の
手
を
重
ね
合
わ
せ
て
主
君
の
関
か
れ
た
手
の
中
に
置
い
て
)
そ
の
所
領
に
つ
い
て
の
完
全
な
レ

l
ン
法
(
上
の

権
利

)(g〈
巳
ぽ

E
R
Z
)
を
受
領
し
た
か
ら
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
彼
は
授
封

(-gg唱
)
(
あ
る
い
は
、
受
封
)
と
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
も
ち
、

ま
た
、
彼
女
は
同
じ
授
封
(
あ
る
い
は
、
受
封
)
と
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
(
H
占
有
権
)
を
も
っ
て
い
る
(
か
ら
で
あ
る
こ
。

こ
の
条
項
の
論
旨
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
条
項
が
(
全
体
と
し
て
)
、
後
見
人
で
あ
る
家

臣
が
(
被
後
見
人
で
あ
り
、
法
的
に
は
所
領
の
受
封
者
で
あ
る
)
女
性
(
の
同
意
を
得
た
上
で
彼
女
)
に
代
わ
っ
て
所
領
(
そ
の
も
の
)
お
よ
び
(
そ
れ

」ヒ法51(3・13)879

に
つ
い
て
の
)
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
を
女
性
の
家
臣
に
(
又
)
授
封
で
き
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
理
由

(
H
法
的
根
拠
)
を
説
明
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。



説

そ
の
理
由

(
H
法
的
根
拠
)
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
授
封
を
別
に
す
れ
ば
、
ま
ず
、
女
性
(
の
み
)
が

北1去51(3・14)880

ゲ
ヴ
ェ

i
レ
(
H
占
有
権
)
を
も
ち
、
後
見
人
で
あ
る
家
臣
は
へ

l
ル
シ
ル
ト
(
の
み
)
を
も
っ
、
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

~Å .冊

こ
の
条
項
は
、
あ
る
家
臣
が
主
君
か
ら
授
封
さ
れ
た
所
領
を
自
分
の
家
臣
に
又
授
封
す
る
に
は
、
そ
の
家
臣
が
へ

l
ル
シ
ル
ト

(
H
レ
l
ン

能
力
)
と
そ
の
所
領
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
H
占
有
権
)
を
併
せ
も
つ
こ
と
が
要
件
に
な
る
、
と
い
う
考
え
方
を
前
提
に
し
て
、
あ
る
女

性
が
後
見
人
で
あ
る
男
性
と
共
同
で
あ
る
所
領
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
後
見
人
で
あ
る
家
臣
が
女
性
に
代
わ
っ
て
彼
女
の
家
臣
に
(
ゲ
デ
イ

ン
ゲ
を
も
含
め
て
)
そ
の
所
領
を
(
又
)
授
封
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
彼
が
自
ら
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
も
ち
さ
ら
に
後
見
人
と
し
て
そ
の
所

領
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
H
占
有
・
管
理
)
を
(
女
性
か
ら
託
さ
れ
て
)
い
る
(
あ
る
い
は
、
後
見
人
と
し
て
の
地
位
に
も
と
づ
き
そ
の
所
領
に

(
加
)

つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
H

管
理
権
を
も
っ
て
い
る
)
か
ら
で
あ
る
、
と
主
張
し
よ
う
、
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
先
の
レ

l
ン
法
五
六
・

一
と
五
六
・
二
に
見
ら
れ
た
「
(
彼
は
)
そ
の
所
領
に
つ
い
て
女
性
か
ら
(
託
さ
れ
た
)
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
(
を
も
っ
)
」
と
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
の

意
味
も
は
っ
き
り
す
る
で
あ
ろ
う
。
(
た
だ
し
、
こ
う
し
た
考
え
方
を
前
提
に
す
れ
ば
、
女
性
(
お
よ
び
、
ほ
ん
ら
い
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
者
)
は
、

(

畑

山

)

後
見
人
と
「
共
同
で
」
授
封
さ
れ
な
い
限
り
、
所
領
の
自
分
の
家
臣
に
(
又
)
授
封
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
)
。

こ
の
条
項
で
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
こ
と

lli
厳
密
に
言
え
ば
、
女
性
が
こ
の
所
領
を
授
封
さ
れ
て
ゲ
ヴ
ェ

i
レ
を
も
ち
、

ま
た
、
も
と
も
と
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
も
っ
家
臣
が
「
共
同
授
封
」
に
よ
っ
て
後
見
人
と
し
て
の
地
位
に
も
と
づ
く
「
管
理
権
」
を
取
得
す
る
こ

と
ー
ー
を
「
完
全
な
レ
l
ン
法
(
上
の
権
利
)
を
受
領
す
る
」
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
条
項
に
よ
っ
て
(
後
見
人
で
あ
る
家
臣
に
よ

る
)
所
領
の
又
授
封
が
可
能
な
こ
と
、
ま
た
、
(
実
質
的
に
は
同
じ
要
件
を
掲
げ
る
)
レ

l
ン
法
五
六
・
一
と
五
六
・
二
に
よ
っ
て
(
主
君
に
異
動

が
あ
っ
た
際
に
)
授
封
更
新
請
求
権
が
あ
る
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
条
項
(
お
よ
び
、
先
行
す
る
レ
l
ン
法
五
六
・
一

1

四
)
に
は
、
「
相
続
」
権

(
H
所
領
を
封
相
続
人
に
「
相
続
」
さ
せ
る
権
利
)
に
は
い
っ
さ
い
言
及
さ
れ
ず
、
後
見
人
と
の
「
共
同
授
封
」
の
場
合
に

も
女
性
に
は
所
領
の
「
相
続
」
権
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
推
定
さ
れ
る
o
(
因
み
に
こ
の
用
語
法
は
、
(
夫
の
)
レ
l
ン
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
た



「
一
期
分
」
が
(
夫
の
死
後
)
妻
の
占
有
(
・
支
配
)
に
帰
し
た
と
き
、
(
妻
に
「
相
続
」
権
が
な
い
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
に
)
そ
れ
を
お
口

Z-s

(
m
-
a
)
 

と
称
ん
で
い
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
)
。

(
2
)
・
(
a
)
レ
l
ン
法
七
五
・
一
日
「
女
性
の
朋
友
(
ま
た
は
親
族
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
含
む
朋
友
)
(
〈
包
忌

H
P
E
E
)
で
あ
る
(
男
性
の
)

あ
る
家
臣
が
彼
女
と
と
も
に
所
領
を
受
領
し
た
場
合
、
彼
女
の
主
君
が
死
亡
す
る
(
あ
る
い
は
、
し
た
)
時
は
、
そ
の
女
性
は
ヘ

l
ル
シ
ル

ト
を
欠
い
て
い
る
た
め
(
新
し
い
主
君
に
)
そ
の
(
所
領
の
)
授
封
更
新
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
そ
の
家
臣
が
|
|
彼
は
ヘ

l
ル

シ
ル
ト
を
も
っ
て
い
る
か
ら
|
|
彼
の
法

(
H
権
利
)
に
従
い
(
新
し
い
主
君
に
)
そ
の
所
領
の
授
封
更
新
を
求
め
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
。

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(4・完)

彼
等
二
人
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
者
が
他
の
者
よ
り
長
く
生
き
(
延
び
)
る
な
ら
ば
、
そ
の
者
は
、
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
を
彼
等
(
二
人
)
に
封

与
し
た
主
君
に
対
し
て
、
(
ひ
き
つ
づ
き
)
そ
の
所
領
に
つ
い
て
の
レ

l
ン
法
(
上
の
権
利
H

そ
れ
を
レ
l
ン
と
し
て
占
有
・
支
配
す
る
権
利
)
を

も
っ
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
家
臣
が
そ
れ
(
日
所
領
)
を
女
性
の
手
に
受
領
し
、
女
性
の
死
後
そ
れ
以
外
の
も
の

(
H
権
利
)
を
も
た
な
い

な
ら
ば
、
彼
は
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
に
つ
い
て
(
そ
れ
を
レ
l
ン
と
し
て
占
有
・
支
配
す
る
)
権
利
を
も
た
な
い
」
。

こ
の
条
項
(
前
段
)
も
「
女
性
に
対
す
る
(
男
性
で
あ
る
家
臣
と
の
)
共
同
授
封
」
に
か
か
わ
り
、
(
実
質
上
)
女
性
に
対
し
て
(
主
君
に
異
動
が

あ
っ
た
際
の
)
授
封
更
新
請
求
権
を
認
め
よ
う
と
す
る
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
、
つ
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
、
(
そ
の
後
段
に
見
ら
れ
る
)
今
し
方

(
1
)
で
扱
っ
た
「
後
見
人
で
あ
る
家
臣
と
の
共
同
受
封
」
と
の
相
違
で
あ
る
。

女
性
が
後
見
人
で
あ
る
家
臣
と
共
同
授
封
さ
れ
た
場
合
に
は
、

(
1
)
・
(
b
)
で
述
べ
た
レ
!
ン
法
五
六
・
二
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
女
性

が
先
に
死
亡
す
れ
ば
、
「
彼
が
後
見
人
と
し
て
の
地
位
に
も
と
づ
い
て
受
領
し
た
彼
に
対
す
る
授
封
は
、
彼
に
対
し
て
(
そ
れ
と
は
別
に
)
そ

北法51(3・15)881

れ

(
H
そ
の
所
領
)
に
つ
い
て
お
各
二

g
あ
る
い
は

mas唱
が
封
与
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
終
る
」
0

(

し
た
が
っ
て
、
レ
ー
ン
法
七
五
・
一
末

尾
の
一
文
、
「
そ
れ
を
女
性
の
手
に
受
領
し
」
と
い
う
の
は
、
レ
ー
ン
法
五
六
(
・
二
)
の
ほ
ん
ら
い
の
受
封
者
が
女
性
で
あ
り
、
家
臣
は
そ
の
後
見
人

(
捌
)

に
す
ぎ
な
い
場
合
を
指
し
て
い
る
)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
条
項
(
前
段
)
の
「
家
臣
」
は
女
性
の
死
後
に
お
い
て
も
「
主
君
に
対
し
て
(
ひ
き



説

つ
づ
き
)
そ
の
所
領
に
つ
い
て
の
レ

l
ン
法
(
上
の
権
利
)
を
も
つ
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
条
項
の
「
共
同
授
封
」

が
(
後
見
人
と
の
「
共
同
授
封
」
で
は
な
く
)
文
字
通
り
の
そ
れ

(
H
学
者
の
い
わ
ゆ
る
「
総
有
」
な
い
し
「
総
手
的
授
封
」
)
で
あ
る
こ
と
が
判
る

(
捌
)

で
あ
ろ
う
。

論

(
制
)

(b)
レ
l
ン
法
七
五
・
一
二
H
H

「
あ
る
主
君

(
D
)
が
あ
る
女
性

(
A
)
|
|
あ
る
い
は
、
誰
か
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
者
ー
ー
が
ゲ
ヴ
ェ

l

レ
の
中
に
も
つ

(
H
占
有
・
支
配
し
て
い
る
)
彼
女
の
所
領
を
訴
求
し
て
、
そ
の
主
君

(
D
)
が
そ
れ
(
日
そ
の
所
領
)
は
あ
る
彼
の
家
臣

(
B
)

の
死
亡
に
よ
り
自
分
に
と
っ
て
自
由

2aEH)
に
な
っ
た

(
H
自
分
の
手
許
に
一
戻
っ
た
)
と
主
張
し
、
そ
し
て
(
あ
る
い
は
、
こ
れ
に
対
し
て
)

女
性

(
A
)
は
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
は
ま
だ
生
き
て
い
る
別
な
者
(
な
い
し
、
別
な
主
君
)
(
C
)
か
ら
自
分
に
(
授
封
さ
れ
た
)
と
主
張
す
る
場

合
、
彼
女

(A)
を
そ
の
主
君

(C)
が、

レ
ー
ン
法
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に

(
H
レ
l
ン
法
の
定
め
る
手
続
に
従
い
て
そ
の
所
領
に
つ
い
て
保

障
す
る

(
H
彼
女
に
そ
の
所
領
に
つ
い
て
追
奪
担
保
を
与
え
る
)
な
ら
ば
、
女
性

(A)
が
そ
の
所
領
(
に
つ
い
て
の
占
有
権
を
立
証
し
た
こ
と
に
な

り
、
勝
訴
し
て
そ
れ
)
を
取
得
す
る
」
。

こ
の
条
項
は
、
そ
れ
だ
け
を
独
立
に
読
む
と
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
主
君

(
D
)
が
自
分
の
家
臣

(B)
の
死
亡
を
契
機
に
問
題
の
所
領
を
訴
求

で
き
る
の
か
、
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
条
項
は
も
と
も
と

(
H
「
ド
イ
ツ
語
第
一
版
」
で
は
)
た
っ
た
今

(
a
)

で
扱
っ
た
レ

l
ン
法
七
五
・
一
の
直
後
に
つ
づ
い
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
関
連
さ
せ
て
読
む
と
、
次
の
よ
う
な
ケ
l
ス
を
想
定
し
た

も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

女
性

(
A
)
が
家
臣

(B)
と
と
も
に
主
君

(C)
か
ら
あ
る
所
領
の
「
共
同
授
封
」
を
受
け
る
。
二
人
の
う
ち
家
臣

(B)
が
先
に
死
ぬ
。

B

は
他
の
主
君

(D)
の
家
臣
で
(
も
)
あ
っ
た
(
あ
る
い
は
、
こ
の
所
領
以
外
の
レ
l
ン
は
、
少
な
く
と
も
主
に
、

D
か
ら
受
領
し
て
い
た
)
。
そ
こ

で
彼
の
主
君

(
D
)
が、

B
の
所
領
(
で
も
あ
る
こ
の
所
領
)
は
、

B
の
死
亡
に
よ
り
自
分
の
手
許
に
一
反
っ
た
は
ず
だ
と
し
て
、
現
に
そ
れ
を

占
有
(
・
支
配
)
し
て
い
る
A
に
そ
の
引
渡
し
を
求
め
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
女
性

(A)
は
、
こ
の
所
領
は

B
と
と
も
に
別
な
主
君

(C)
か

北法51(3・16)882



ら
「
共
同
授
封
」
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
(
レ
l
ン
法
七
五
・
一
に
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
)
B
が
先
に
死
亡
し
た
場
合
、
自
分
が
そ
れ
を

(
ひ
き
つ
づ
き
)
占
有
?
支
配
)
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
主
張
し
、
主
君

(
C
)
を
証
人
と
し
て
「
(
共
同
)
授
封
」
を
立
証
す
る
|
|
。

こ
の
条
項
は
、
こ
う
し
た
ケ
i
ス
に
お
い
て
は
女
性

(
A
)
が
勝
訴
し
、
主
君

(
D
)
の
主
張
は
却
け
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し

た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
女
性
だ
け
で
な
く
、
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
者
」
(
一
般
)
が
主
君

(
C
)
の
家
臣
で
(
も
)
あ
る
家
臣

(
B
)
と
と

も
に
「
共
同
授
封
」
を
受
け
た
場
合
も
同
様
、
と
し
て
い
る
(
が
、
こ
の
場
合
、
家
臣

(
B
)
は

l
l
レ
i
ン
法
五
六
(
一
・
二
・
五
)
の
ケ
l
ス

(
抑
制
)

と
は
異
な
り
|
|
、
彼
等
の
「
後
見
人
」
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
)
。

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(4‘完)

(3)
こ
の
ほ
か
に
、
第
三
章
・

A
で
分
析
し
た
(
レ
i
ン
に
つ
い
て
の
)
「
一
期
分
」
に
関
す
る
条
項
の
う
ち
、
「
ド
イ
ツ
語
第
一
版
」
に
限
つ

レ
ー
ン
法
コ
二
・
一
(
向
上
、
合
二
・
(

1

)

)

が、

(
E
2
2
R
の
語
は
姿
を
見
せ
な
い
も
の
の
)
「
女
性
に
対
す
る
授
封
」
に
か
か
わ
る
こ
と

て
も
、

は
言
、
つ
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
4
)
以
上
に
分
析
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
「
レ
l
ン
法
」
に
お
い
て
「
補
足
」
さ
れ
た
「
女
性
に
対
す
る
授
封
」
に
関
す
る
条
項
が
か
な

り
の
数
に
上
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
条
項
に
お
い
て
、
す
で
に
第
三
章
・

A
に
お
い
て
(
レ
i
ン
に
つ
い
て
の
)
「
一
期
分
」
に
関
し
て

指
摘
し
た
の
を
同
じ
よ
う
に
、
女
性
の
レ

i
ン
法
上
の
「
権
利
」
が
明
記
な
い
し
強
化
さ
れ
る

l
!
具
体
的
に
は
、
特
に
(
後
見
人
と
の
そ

れ
で
あ
れ
、
「
朋
友
」
(
な
い
し
、
親
族
)
と
の
そ
れ
で
あ
れ
)
「
共
同
授
封
」
の
場
合
に
「
授
封
更
新
請
求
権
」
が
認
め
ら
れ
る
ー
ー
ー
傾
向
を
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
第
二
章
・
(
四
)
で
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
総
じ
て
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
い
て
女
性
の

(
抑
)

(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
法
的
地
位
を
省
察
し
た
結
果
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
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(
五
)
次
に
、
家
臣
の
上
級
主
君
に
対
す
る
関
係
、
特
に
授
封
更
新
の
請
求
に
か
か
わ
る
「
改
訂
」
な
い
し
「
補
足
」
に
つ
い
て
。

(
1
)
「
私
の
家
臣
の
家
臣
(
日
又
家
臣
)
は
私
の
家
臣
で
な
い
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
上
級
主
君
と
(
又
)
家
臣
の
関
係
が
(
直
接
に
)
問



説

題
に
な
る
場
合
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
(
(
又
)
家
臣
が
同
時
に
上
級
主
君
(
か
ら
も
所
領
を
授
封
さ
れ
て
そ
)
の
家
臣
で
も
あ

論

り
、
あ
る
い
は
、
た
ま
た
ま
(
お
そ
ら
く
)
主
君
に
随
行
し
て
上
級
主
君
の
レ
i
ン
法
廷
の
席
に
列
な
っ
て
い
る
場
合
を
除
く
と
)
、
基
本
的
に
は
、

(

紛

)

レ

ン

主
君
が
家
臣
に
対
し
て
法

(
H
裁
判
)
を
拒
絶
し
た
場
合
の
ほ
か
、
主
君
が
封
相
続
人
な
し
に
死
亡
し
、
あ
る
い
は
、
主
君
が
そ
の
所
領
を

上
級
主
君
に
返
還
し
た
り
、
上
級
主
君
の
レ

l
ン
法
廷
の
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
る
な
ど
の
事
由
に
よ
り
、
家
臣
に
授
封
さ
れ
て
い
た

(
制
)

所
領
、
が
上
級
主
君
の
手
許
に
戻
り
家
臣
が
そ
の
授
封
更
新
を
上
級
主
君
に
求
め
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
(
又
)
家
臣
の
上
級
主
君
に
対
す
る
授
封
更
新
の
請
求
は
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
対
応
条
項
・
対

(

制

)

(

狐

・

a)

応
箇
所
の
な
い
「
レ

l
ン
法
」
の
一
八
条
項
に
お
い
て
明
示
的
な
言
及
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
と
並
ん
で
、

「レ

l
ン
法
」
で
(
「
改
訂
」
・
)
「
補
足
」
さ
れ
た
テ
l
マ
と
し
て
、
(
少
な
く
と
も
量
的
に
は
)
最
も
主
要
な
テ
l
マ
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
本
章
の
こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
取
り
上
げ
た
条
項
の
中
で
「
別
な

(
H
第
二
の
、
新
し
い
)
主
君
」
に
対
す
る
家
臣
の
授
封
更
新
請

求
に
か
か
わ
る
条
項
(
少
な
く
と
も
そ
の
大
部
分
)
に
つ
い
て
は
、
(
明
示
的
な
「
上
級
主
君
」
へ
の
言
及
が
な
く
て
も
)
「
上
級
主
君
」
に
対
す
る
授

(
狐
)

封
更
新
請
求
が
含
ま
れ
(
う
)
る
こ
と
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
本
節
で
は
、
ま
ず
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
以
下
本
章

で
の
課
題
に
則
し
て
、
(
又
)
家
臣
と
上
級
主
君
の
関
係
に
か
か
わ
る
条
項
の
う
ち

FRE--円
の
語
が
現
れ
る
も
の
を
順
次
検
討
す
る
。

(2)
こ
こ
で
は
、

レ
ー
ン
法
人
0
・
二
と
八
0
・
三
を
検
討
す
る
が
、
そ
の
理
解
に
資
す
る
た
め
、
ま
ず

(
E
m
a
n
-
z
の
語
は
用
い
ら
れ
て

い
な
い
が
)
そ
れ
ら
に
先
行
す
る
レ

l
ン
法
人
0
・
一
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
。

(a)
レ
l
ン
法
人
0
・一

H

「
い
ず
れ
か
の
者

(
H
家
臣
)
が
彼
の
所
領
に
つ
い
て
上
級
主
君
に
対
し
て
授
封
(
更
新
)
ま
た
は
(
新
し
い
主

君
の
)
指
定
を
希
求
し
、
そ
の
際
彼

(
H
上
級
主
君
)
が
彼

(
H
家
臣
)
に
彼
の
(
前
の
)
主
君
と
同
身
分
者
で
な
い
者

(
H
A別
の
主
君
よ
り
身
分
の

低
い
者
)
(
田
町

5
宮
司

g
s
m
2
2
)
を
(
新
し
い
主
君
と
し
て
)
指
定
す
る
(
あ
る
い
は
、
し
た
)
場
合
、
そ
の
後
家
臣
が
(
新
し
い
主
君
に
)
授
封

更
新
を
求
め
る
べ
き
年
期
内
に
そ
の
こ
と
を
は
じ
め
て
知
る
(
あ
る
い
は
、
知
っ
た
)
と
き
は
、
彼

(
H
家
臣
)
は
上
級
主
君
の
前

(
H
レ
l
ン

北j去51(3・18)884



法
廷
)
で
そ
の
(
主
君
の
)
指
定
を
拒
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
(
そ
の
場
合
)
、
主
君
が
望
む
な
ら
ば
、
彼

(
H
家
臣
)
は
直
ち
に
、
な
ぜ
彼
は
(
指

定
さ
れ
た
主
君
に
)
授
封
更
新
を
求
め
よ
う
と
し
な
い
の
か
、
を
述
べ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

彼

(
H
主
君
)
が
望
む
な
ら
ば
、
彼

し
か
し
、

ザクセンシュピーゲルにおけるヘールシルト古1](4・完)

(
H
主
君
)
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
彼

(
H
家
臣
)
(
に
裁
判
期
日
を
定
め
て
彼
)
を
彼
の
家
臣
の
前

(
H
レ
l
ン
法
廷
)
に
一
度
(
だ
け
)
召
喚
す
る

こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
判
決
が
非
難
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
(
レ
l
ン
法
廷
の
)
判
決
を
も
っ
て
(
終
局
)
判
決
の
延
期
が
定
め
ら

れ
る
(
あ
る
い
は
、
ら
れ
た
)
場
合
を
除
き
、
そ
れ

(
H
一
度
)
以
上
で
は

(
H
一
度
以
上
召
喚
す
る
こ
と
は
)
な
い
。
そ
の
場
合
家
臣
は
、
彼
が

そ
の
(
新
し
い
主
君
の
)
指
定
を
拒
む
の
は
、
(
前
の
主
君
よ
り
も
)
劣
っ
た
出
生
(
身
分
)
に
よ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
人

(
H
上
級
主
君
)
が
彼

(
H
家
臣
)
に
(
主
君
と
し
て
)
指
定
し
た
者
(
自
身
)
、
あ
る
い
は
、
彼
の
父
ま
た
は
彼
の
祖
父
が
、
(
用
身
分
者
に
対
す
る
)
臣
従
礼
(
あ
る
い
は
、

臣
従
関
係
)
に
よ
り
自
分
(
の
シ
ル
ト
)
を
引
き
下
げ
た
こ
と
に
よ
る
の
か
、
を
述
べ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
。

第
一
章
で
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
上
級
主
君
が
(
又
)
家
臣
に
新
し
い
主
君
を
指
定
す
る
場
合
、
(
も
ち
ろ
ん
、
「
(
同
じ
シ
ル
ト
を
も
っ
)

同
身
分
者
の
家
臣
に
な
る
と
シ
ル
ト
が
(
一
つ
)
下
が
る
」
と
い
う
原
則
を
前
提
に
し
て
)
、
上
級
主
君
は
「
家
臣
が
前
の
主
君
か
ら
受
領
し
て
い
た

の
と
同
じ
名
誉
を
も
っ
て
新
し
い
主
君
か
ら
所
領
を
受
領
で
き
る
よ
う
に
」
す
べ
き
こ
と
は
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
(
お
よ
び

「
レ
l
ン
法
」
の
対
応
条
項
、
具
体
的
に
は
、
A
V
一
・
五
七
H

レ
l
ン
法
二
五
・
一
、
お
よ
び
、
A
V
一
・
一
一
一
四
H

レ
l
ン
法
五
四
・
こ
に
お
い

(
抑
)

て
す
で
に
(
繰
り
返
し
)
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
レ

i
ン
法
人
0

・
一
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
上
級
主
君
が
前
の
主
君
と
同
身
分
者

で
な
い
(
具
体
的
に
は
、
シ
ル
ト
が
下
の
)
主
君
を
指
定
し
た
場
合
に
家
臣
が
そ
れ
を
拒
む
た
め
の
手
続
を
具
体
的
に
「
補
足
」
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
前
の
主
君
と
「
同
身
分
者
で
な
い
者
」
(
己
認
2
0
8
)
に
つ
い
て
ぎ
コ

(
出
生
な
い
し
出
生
身
分
)
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
条
項
に
も
、
「
レ
l
ン
法
」
で
新
た
に

「
補
足
」
さ
れ
た
箇
所
に
は
じ
め
て
明
確
な
姿
を
現
わ
す
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
の
出
生
身
分
へ
の
固
定
化
の
傾
向
」
が
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る
の

(
郷
)

で
あ
る
。
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説

(b)
レ
l
ン
法
人
0
・二
H

「
そ
れ
か
ら
(
上
級
)
主
君
は
(
家
臣
た
ち
、
な
い
し
、
レ
l
ン
法
廷
に
)
、
彼

(
H
そ
の
家
臣
)
は
何
か
彼

(
H
自

分
)
に
役
立
つ
(
宮
山
宮
足
。
)
(
H
法
的
効
果
な
い
し
「
権
利
」
を
も
た
ら
す
)
よ
う
な
陳
述
を
な
し
た
か
(
に
つ
い
て
)
判
決
を
質
問
す
べ
き
で
あ

さ"両岡

る
。
人

(
H
家
臣
た
ち
、
レ
ー
ン
法
廷
)
が
、
彼

(
H
そ
の
家
臣
)
は
そ
う

(
H
彼
に
役
立
つ
陳
述
を
)
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
判
決
を
発
見

(
H
提

案
)
す
る
な
ら
ば
、
彼

(
H
そ
の
家
臣
)
は
か
の
者

(
H
上
級
主
君
が
指
定
し
た
新
し
い
主
君
)
に
授
封
更
新
を
求
め
な
く
て
は
な
ら
ず
、
さ
も
な

け
れ
ば
、
彼

(
H
そ
の
家
臣
)
は
そ
の
判
決
を
非
難
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人

(
H
家
臣
た
ち
、
レ
ー
ン
法
廷
)
が
、
彼

(
H
そ
の
家
臣
)
は
正

し
い
陳
述
を
な
し
た
、
彼
が
そ
れ

(
H
陳
述
)
を
証
人
に
よ
り
立
証
す
る
限
り
、
と
い
う
判
決
を
発
見

(
H
提
案
)
す
る
な
ら
ば
、
彼
が
(
前
の

主
君
よ
り
)
劣
っ
た
出
生
(
身
分
)
に
よ
っ
て
(
主
君
の
)
指
定
を
拒
ん
だ
場
合
は
、
彼
は
誰
で
あ
れ
彼
等
の
(
生
得
の
)
法
に
つ
い
て
非
難
さ
れ

る
余
地
の
な
い
人
々
と
自
分
と
も
七
人
(
の
証
人
)
に
よ
り
そ
の
こ
と
を
立
証
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
(
ま
た
)
彼

(
H
そ
の
家
臣
)
が
、
人

(
H
上
級
主
君
)
が
彼
に
(
新
し
い
主
君
と
し
て
)
指
定
す
る
(
あ
る
い
は
、
し
た
)
彼
(
リ
新
し
い
主
君
自
身
)
あ
る
い
は
、
彼
の
父
ま
た
は
彼
の

祖
父
が
臣
従
礼
(
な
い
し
、
臣
従
関
係
)
に
よ
っ
て
自
分
(
の
シ
ル
ト
)
を
引
き
下
げ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
(
主
君
の
)
指
定
を
拒
ん
だ
場
合

に
は
、
彼

(
H
そ
の
家
臣
)
は
、
そ
の
(
上
級
)
主
君
の
家
臣
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
に
生
ま
れ
(
つ
い
)
て
い
る
人
々
と

自
分
と
も
三
人
(
の
証
人
)
に
よ
り
そ
の
こ
と
を
立
証
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
彼
等

(
H
証
人
)
が
そ
の
(
上
級
)
主
君
の
家
臣
で
あ
る
場
合

に
は
、
(
上
級
)
主
君
は
彼
等
を
(
彼
に
対
す
る
)
彼
等
の
忠
誠
宣
誓
に
か
け
て

(σ
ご
S
S
E
-号
ロ
)
(
具
体
的
に
は
、
改
め
て
宣
誓
を
求
め
る
ま
で

も
な
く
)
証
言
(
な
い
し
、
証
人
)
へ
と

(
H
証
人
と
な
っ
て
証
言
す
る
よ
う
)
義
務
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
。
彼
等

(
H
証
人
)
が
彼

(
H
上
級
主
君
)

の
家
臣
で
な
い
場
合
に
は
、
彼
等
は
彼
等
の
宣
誓
を
も
っ
て
、
か
の
者

(
H
そ
の
家
臣
)
の
、
人

(
H
上
級
主
君
)
が
彼

(
H
そ
の
家
臣
)
に
指
定

す
る
(
な
い
し
、
し
た
)
(
新
し
い
)
主
君
は
へ

l
ル
シ
ル
ト
に
つ
い
て
彼
の
前
の
主
君
の
同
身
分
者
(
開
5
2
R巳
g
宮
司

g
m
n
E
C
で
は
な
い
、

と
い
う
証
言
を
請
け
合
わ
(
あ
る
い
は
、
保
障
し
)
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

こ
の
条
項
が
、
前
出
レ
l
ン
法
人
0
・
一
に
ひ
き
つ
づ
き
、
(
又
)
家
臣
が
上
級
主
君
に
対
し
(
新
し
い
)
主
君
の
指
定
を
拒
む
た
め
の
具
体

北法51(3・20)886



的
な
手
続
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
コ
メ
ン
ト
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
も
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
に

生
ま
れ
(
つ
い
)
て
い
る
人
々
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
最
後
の
一
丈
か
ら
へ

l
ル
シ
ル
ト
と
の
関
連
で
な
・

伺

g
o門

(
H
O
g
gお
)
と
言
わ
れ
る
場
合
、
そ
れ
が
(
少
な
く
と
も
主
に
)
「
レ

l
ン
法
上
同
身
分
の
者
」
(
つ
ま
り
、
「
同
じ
シ
ル
ト
を
も
っ
者
」
)

(
湖
)

を
指
す
こ
と
が
判
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

(
C
)

レ
l
ン
法
人

0
・
三
H
「
そ
の
証
言
が
及
ぶ
者
(
H
上
級
主
君
か
ら
新
し
い
主
君
と
し
て
指
定
さ
れ
た
者
)
が
(
上
級
主
君
の
レ

l
ン
法
廷

に
)
出
頭
し
、
そ
し
て
彼
が
そ
れ
(
H
彼
が
前
の
主
君
よ
り
も
出
生
身
分
あ
る
い
は
シ
ル
ト
が
低
い
と
い
う
証
言
に
つ
い
て
)
彼
の
雪
菟
(
な
い
し
、

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(4・完)

否
認
)
宣
誓
を
な
す
こ
と
申
し
出
る
(
あ
る
い
は
、
申
し
出
た
)
場
合
(
あ
る
い
は
、
申
し
出
た
と
し
て
も
)
、
彼
は
彼
の
雪
菟
宣
誓
を
も
っ
て
そ

の
家
臣
の
証
言
を
破
る
こ
と
を
え
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
(
H
新
し
い
主
君
と
し
て
指
定
さ
れ
た
者
)
が
、
彼
(
H
自
分
)
は
出
生
(
身
分
)
お

よ
び
へ

l
ル
シ
ル
ト
に
つ
い
て
彼
(
日
家
臣
)
の
前
の
主
君
の
同
身
分
考

(
5
2
2己
g
-
5
q
g
m
g主
で
あ
る
、
と
い
う
旨
の
彼
の
証
言
を

提
供
す
る
場
合
(
あ
る
い
は
、
提
供
し
た
と
し
て
も
)
、
彼
(
H
新
し
い
主
君
に
指
定
さ
れ
た
者
)
は
彼
の
証
言
を
も
っ
て
か
の
者
(
H
そ
の
家
臣
)

の
証
言
を
却
け
る
こ
と
を
え
な
い
、
け
だ
し
家
臣
は
、
主
君
が
彼

(
H
家
臣
)
お
よ
び
彼

(
H
家
臣
)
の
所
領
を
彼

(
H自
分
、
主
君
)
の
証
言

を
も
っ
て
自
分
の
(
支
配
)
下
へ
引
き
戻
す
こ
と
が
で
き
る
の
に
優
っ
て
(
H
で
き
る
よ
り
も
優
る
権
利
を
も
っ
て
)
、
彼
(
H
家
臣
)
自
身
お
よ

び
彼
(
H
家
臣
)
の
所
領
を
彼
(
H
自
分
、
家
臣
)
の
証
言
を
も
っ
て
主
君
か
ら
引
き
出
す
(
あ
る
い
は
、
引
き
上
げ
る
)
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で

あ
る
」
。

こ
の
条
項
の
趣
旨
が
、
同
身
分
者
に
対
す
る
臣
従
礼
(
な
い
し
、
臣
従
関
係
)
に
よ
っ
て
シ
ル
ト
を
下
げ
た
主
君
か
ら
上
級
主
君
の
レ

l
ン

レ
ー
ン

法
廷
に
お
け
る
家
臣
に
対
す
る
(
証
明
手
続
上
の
)
対
抗
手
段
を
奪
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
場
合
の
家
臣
の
所
領
に
対
す
る
権
利
を
強

(
別
)

く
保
護
し
よ
う
と
す
る
点
に
あ
る
こ
と
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
、
「
出
生
(
身
分
)
お
よ
び
へ

l
ル

シ
ル
ト
に
つ
い
て
主
君
の
同
身
分
者
で
あ
る
」
で
い
う
表
現
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

北法51(3・21)887

へ
l
ル
シ
ル
ト
の
出
生
身
分
へ
の
固
定
化
の
傾
向
が



説

(
仙
)

(
表
現
上
、
両
者
が
ほ
と
ん
ど
一
体
化
す
る
ほ
ど
)
鮮
明
に
現
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。

論

レ
ー
ン
法
二
五
・
一
二
お
よ
び
五
四
・
一
で
も
、
上
級
主
君
に
対
す
る
授
封
更
新
請
求
に
関
連
し
て
(
対
応
す
る
A

(
m
-
a
)
 

v
一
・
六
一
お
よ
び
A
V
一
・
一
一
一
四
と
一
一
一
六
に
)
「
補
足
」
な
い
し
「
改
訂
」
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
以
下
に
お
い
て

(3)
以
上
の
ほ
か
に
、

節
を
改
め
そ
れ
ぞ
れ
別
な
関
連
に
お
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

(
六
)
以
下
、
「
レ

i
ン
法
」
で
(
新
た
に
)
F
R
笠

「
国
制
」
に
か
か
わ
る
も
の
を
ま
と
め
て
検
討
す
る
。

(
1
)
ま
ず
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
ー
ン
」
に
関
す
る
「
補
足
」
に
つ
い
て
。

(a)
レ
l
ン
法
五
回
・
一
は
、
第
三
章
・

C
、
(
四
)
・

(
2
)
・
@
お
よ
び
①
で
前
述
し
た
よ
う
に
、
(
対
応
す
る
A
V
一
・
一
一
一
回
と
一
・

一
一
一
六
を
一
つ
の
条
項
に
ま
と
め
て
)
主
君
が
(
同
じ
シ
ル
ト
を
も
っ
者
に
対
す
る
)
臣
従
礼
(
な
い
し
、
臣
従
関
係
)
に
よ
っ
て
そ
の
シ
ル
ト
を
引

き
下
げ
た
場
合
、
彼
は
家
臣
に
(
又
)
授
封
し
て
い
た
所
領
を
す
べ
て
失
い
そ
の
所
領
は
上
級
主
君
の
手
許
に
戻
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
家

臣
は
上
級
主
君
に
そ
の
授
封
更
新
(
な
い
し
、
新
し
い
主
君
の
指
定
)
を
求
む
べ
き
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
「
そ
れ
が
主

君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
場
合
を
除
き
」
と
い
う
一
句
が
補
足
さ
れ
、
(
上
級
主
君
の
存
在
し
な
い
)
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
ー
ン
」
は
(
当
然
)
そ
の
例

外
に
な
る
こ
と
に
明
示
的
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
条
項
だ
け
で
は
、
こ
の
場
合
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
」
を
授
封
さ
れ
て
い
た
所
領
(
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
家
臣
の

「
権
利
」
)
は
ど
、
つ
な
る
の
か
、
(
ま
し
て
、
こ
の
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
に
関
す
る
補
足
は
そ
も
そ
も
「
国
制
」
を
関
係
し
て
い
る
の
か
)
、
と
い
う

疑
問
が
残
る
で
あ
ろ
う
。

(
b
)
し
か
し
、
第
三
章
・

C
、
(
四
)
・

(
2
)
・
@
で
扱
っ
た
レ

l
ン
法
七
六
・
三
は
、
(
百
円
忠
告
の
語
は
姿
を
見
せ
な
い
も
の
の
)
、
主
君
が
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家
臣
に
対
し
て
一
方
的
に
主
従
関
係
を
解
約
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
彼
は
家
臣
に
(
又
)
授
封
し
て
い
た
所
領
を
す
べ
て
失
っ
た
こ
と
に
な

り
、
家
臣
は
そ
の
授
封
更
新
を
上
級
主
君
に
求
む
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
お
り
、
同
じ
よ
う
に
、
(
対
応
す
る
A
V
コ
一
・
一
五

に
)
「
そ
れ
が
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
場
合
を
除
き
」
と
い
う
「
補
足
」
を
加
え
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
こ
の
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
」
で
あ
る

所
領

(
H
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
ー
ン
」
)
(
お
よ
び
「
あ
る
教
会
に
属
す
る
」
所
領
)
に
つ
い
て
は
、
「
そ
の
所
領
を
家
臣
は
彼
の
存
命
中
(
主
君
に
対
す

る
)
勤
務
な
し
に
保
持
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
彼
の
子
に
相
続
さ
せ
、
ま
た
そ
れ
に
つ
い
て
レ

l
ン
法
を
行
う

(
H
自
分
の
家
臣
に
又

授
封
す
る
)
こ
と
も
で
き
る
」
、
と
し
て
い
る
。

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(4・完)

こ
の
条
項
か
ら
、

(a)
で
前
述
し
た
レ

i
ン
法
五
四
・
一
の
場
合
に
も
、
(
例
外
と
さ
れ
て
い
る
)
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
」
(
お
よ
び
、
そ
れ

(
幻
)

に
つ
い
て
の
家
臣
の
「
権
利
」
)
が
同
じ
よ
う
に
扱
う
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
推
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(
C
)

同
じ
く
第
三
章
・

C
で
明
ら
か
に
し
(
特
に
そ
の
つ
乙
・

(
5
)
で
ま
と
め
)
て
お
い
た
よ
う
に
、
(
こ
れ
ら
二
つ
の
条
項
を
含
め
て
)
、

「レ
l
ン
法
」
に
お
け
る
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
に
関
す
る
「
補
足
」
に
は
、
総
じ
て
、
そ
れ
が
主
君
の
「
ア
イ
ゲ
ン
」
と
し
て
も
つ
特
性
を

で
き
る
だ
け
そ
れ
を
(
ほ
ん
ら
い
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
で
あ
る

E
R
E
-
g
並
み
に
扱
お
う
と
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
が
、

維
持
し
な
が
ら
、

こ
う
し
た
傾
向
が
「
国
制
」

(
H
具
体
的
に
は
ア
イ
ゲ
ン
の
国
制
的
位
置
づ
け
)
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
本
稿
で
も
す
で
に
(
第
三
章
・

c、
会
乙
・
(
4
)
で
そ
の
後
段
に
つ
い
て
、
ま
た
、
第
三
章
・

D
、
(
四
)
・

(
l
)
・
(
3
)
で
そ
の
前
段
に
つ
い
て
)
訳
出
・
検
討
し
て
お
い
た
レ

l

(
初
)

ン
法
六
九
・
八
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。

こ
の
条
項
は
、
直
接
に
は
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
ー
ン
」
に
つ
い
て
の
判
決
が
非
難
さ
れ
た
場
合
の
こ
と
を
扱
っ
て
お
り
、
(
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
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で
あ
る
レ
l
ン
な
い
し
お

nz-g
に
つ
い
て
の
判
決
非
難
は
順
次
上
級
主
君
の
レ
l
ン
法
廷
に
持
ち
出
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
i
ン」

に
つ
い
て
は
上
級
主
君
が
存
在
せ
ず
、
国
王
も
そ
の
所
領
に
つ
い
て
は
最
高
主
君
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
)
、
そ
れ
は
「
最
後
ラ
イ
ヒ
の
前

(
H

国
王
の
主
宰
す
る
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
裁
判
所
)
に
持
ち
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
、
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
そ
の
理
由
づ
け
で



説

あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
条
項
は
、
ま
ず
「
ラ
ン
ト
法
」

H
「
ア
イ
ゲ
ン
お
よ
び
す
べ
て
の
者
の
首

(
H
生
命
刑
)
に
関
す
る
裁
判
権
」
、
「
レ
l

ン
法
」

H

「レ
l
ン
に
関
す
る
裁
判
権
」
と
い
う
「
定
義
」
を
前
提
し
た
上
で
、
国
王
が
レ

l
ン
法
上
最
高
の
裁
判
官

(
H
裁
判
権
者
)
で
あ
る

論

の
み
な
ら
ず
、
ラ
ン
ト
法
上
最
高
の
裁
判
官

(
H
裁
判
権
者
)
に
選
ば
れ
て
い
る
(
し
た
が
っ
て
、
国
王
は
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
も
(
ラ
ン
ト
法

上
)
最
高
の
裁
判
官
で
あ
る
)
こ
と
を
挙
げ
、
さ
ら
に
(
そ
れ
自
体
レ
l
ン
法
上
の
法
制
で
あ
る
)
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
(
制
)
が
、
同
時
に
(
ア
イ
ゲ
ン

お
よ
び
参
審
自
由
人
の
生
命
刑
に
関
す
る
)
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
が
(
「
裁
判
権
レ
l
ン
」
と
し
て
)
国
王
か
ら
順
次
封
与
さ
れ
る
階
梯
に
も
な
っ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
に
関
す
る
判
決
非
難
も
最
後
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
国
王
裁
判
所
に
お
い
て
決
着
を
つ
け
ら

れ
る
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
け
る
法
の
あ
り
方

(
H
規
範
構
造
)
は
、
事
実
こ
の
レ
l
ン
法
六
九
・
八
に
お
け
る
「
定
義
」
に
照
応
し
て
い
る
。
そ
こ

で
「
ア
イ
ゲ
ン
」
の
(
主
要
な
)
持
主
と
し
て
現
れ
る
の
は
(
そ
こ
で
は
じ
め
て
「
第
五
シ
ル
ト
」
を
も
つ
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
)
「
参
審
自
白
人
」
で

あ
る
。
参
審
自
由
人
は
グ
ラ
!
フ
裁
判
所
へ
の
参
廷
義
務
を
負
い
、
そ
こ
で
参
審
員
と
な
る
の
も
彼
等
で
あ
り
、
「
ア
イ
ゲ
ン
」
は
彼
等
が
こ

う
し
た
「
公
的
」
義
務
を
果
た
す
た
め
の
「
物
質
的
基
礎
」
と
さ
れ
る
。
ラ
ン
ト
法
上
の
(
流
血
)
裁
判
権
が
扱
う
事
案
の
う
ち
、
「
ア
イ
ゲ
ン

の
訴
求
」
(
H
そ
の
帰
属
)
お
よ
び
(
死
刑
に
及
び
う
る
)
「
参
審
自
由
人
の
犯
罪
」
は
特
別
な
地
位
を
占
め
、
裁
判
官
が
さ
ら
に
国
王
か
ら
直
接

に
「
国
王
罰
令
権
」
を
授
与
さ
れ
な
け
れ
ば
そ
れ
を
裁
く
こ
と
を
え
ず
、
裁
判
官
は
そ
れ
(
H
国
王
罰
令
権
の
授
与
)
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
(
こ

れ
ら
二
つ
の
事
案
を
含
む
)
「
す
べ
て
の
訴
え
」
を
裁
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
「
ラ
ン
ト
法
」

に
見
ら
れ
る
「
国
制
」
(
な
い
し
「
国
家
」
)
は
、
国
王
か
ら
「
裁
判
権
レ

l
ン
」
と
し
て
(
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
(
制
)
の
階
梯
を
下
へ
辿
っ
て
)
順
次

封
与
さ
れ
る
ラ
ン
ト
法
上
の
(
流
血
)
裁
判
権
の
系
列
を
軸
と
し
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

レ
ー
ン
法
六
九
・
八
が
こ
う
し
た
「
ラ
ン
ト
法
」
に
見
ら
れ
る
「
国
制
」
像
を
前
提
に
し
て
「
レ
l
ン
法
」
で
新
た
に
「
補
足
」
さ
れ
た
き
わ

(
制
)

め
て
重
要
な
条
項
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
、
国
制
要
因
と
し
て
の
レ
l
ン
法
の
限
界
、
お
よ
び
、

北法51(3・24)890



(
初
)

ラ
ン
ト
法
の
レ
!
ン
法
に
対
す
る
(
決
定
的
な
)
優
位
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。

(2)
次
に
、
「
国
王
」
な
い
し
「
ラ
イ
ヒ
」
に
関
す
る
「
改
訂
」
・
「
補
足
」
に
つ
い
て
。

(a)
レ
i
ン
法
二
五
・
二
一
(
後
段
)
。
す
で
に
第
一
章
・
合
乙
・
⑪
お
よ
び
前
註
(
幻
)
で
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
、
(
対
応
す
る

A
V
一
・
六
一
で
は
単
に
「
(
家
臣
に
は
)
(
所
領
が
最
上
級
の
主
君
か
ら
順
次
下
り
て
き
た
)
己
石
E
∞
の
数
と
同
じ
だ
け
多
く
の
(
上
級
主
君
に
授
封

更
新
を
求
め
る
べ
き
)
期
限
が
あ
り
、
そ
の
期
限
は
そ
れ
ぞ
れ
一
年
と
六
週
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
あ
っ
た
の
を
)
、
「
(
家
臣
に
は
そ
の
所
領
が
)
国

、
レ
ー
ン

王
か
ら
下
へ
(
下
り
て
き
た
)
シ
ル
ト
の
数
と
同
じ
だ
け
多
く
の
、
上
級
主
君
に
彼
の
所
領
の
授
封
更
新
を
求
め
る
べ
き
年
期
が
あ
り
、
(
そ

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(4・完)

れ
は
)
そ
れ
ぞ
れ
六
週
と
一
年
以
内
に
(
と
い
う
こ
と
に
な
る
)
」
、
と
(
傍
点
の
筒
所
が
)
「
改
訂
」
・
「
補
足
」
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
「
上
級
主
君
に
授
封
更
新
を
求
め
る
べ
き
」
の
一
勾
は
、
(
そ
れ
が
な
く
て
も
文
脈
か
ら
そ
れ
以
外
の
理
解
は
あ
り
え
ず
)
、
単
な
る

技
術
的
な
「
補
足
」
に
す
ぎ
な
い
、
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
国
王
か
ら
下
へ
」
と
い
う
「
補
足
」
も
、
口
戸
山
屯

mg
の
語
が
他
の
条

項
で
は
お
胴
長
田
と
い
う
形
容
調
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
(
お
り
、
A
V
で
も
「
ヘ
l
ル
シ
ル
ト
(
制
)
」
が
国
王
を
頂
点
と
す
る
身
分
秩
序
で
あ
る

こ
と
が
意
識
さ
れ
て
)
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
実
質
的
に
は
取
り
立
て
て
問
題
に
す
る
ほ
ど
の
「
補
足
」
で
は
な
い
、
と
言
っ
て
も
よ
い
か

レ
ー
ン
(
あ
る
い
は
、

B
n
z
z
g
)
は
ほ
ん
ら
い
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
で
あ
り
国
王
か
ら
(
時
に
複
数
の
)

上
級
主
君
・
主
君
を
経
て
家
臣
に
授
封
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
が
、
少
な
く
と
も
よ
り
鮮
明
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け

も
知
れ
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

は
確
か
で
あ
ろ
う
。

(b)
し
か
し
、

E
R
E
-円
の
詩
は
現
れ
な
い
が
)
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
ー
ン
」
に
か
か
わ
る
レ

i
ン
法
七
一

九
で
は
「
望
。
宝
叩
g向

Z
Z
a
m
a
z
s
(
H
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
、
な
い
し
、
ア
イ
ゲ
ン
の
授
封
)
は
第
六
の
手
ま
で
下
り
て
い
く
」
と
あ
っ
た
箇
所
に
)
、

「
(
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
の
)
授
封
は
、
ラ
イ
ヒ
の
所
領
で
あ
る
他
の
レ
l
ン
と
同
じ
く
、
第
七
の
手
ま
で
及
ぶ
」
と
い
う
「
改
訂
」
・
「
補
足
」

(

制

)

(

初

)

が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
で
あ
る
他
の
レ
l
ン
同
じ
く
」
の
一
勾
は
、
(
こ
の
条
項
の
主
題
が
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン」

六
で
も
、
「
対
応
す
る
A
V
二
・
六

北法51(3・25)891



説

で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
)
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
ー
ン
」
を
(
で
き
る
だ
け
)
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
並
み
に
扱
お
う
と
す
る
傾
向
を
(
文
言
の
上
で
も
)

(
山
)

明
示
し
た
も
の
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ーら弘、
両岡

レ
ー
ン
法
二
三
・
一
(
H
A
V
一

-五
O
)
に
対
す
る
「
補
足
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
条
項
は
、

(
C
)

も
っ
と
重
要
な
の
は
、
し
か
し
、

第
三
章
・

D
、
(
四
)
・

(
1
)
・
①
で
述
べ
た
よ
う
に
、
(
対
応
す
る
A
V
一
・
五
O
で
は
、
単
に
「
主
君
は
、

8
加
包
仲
間
己
否

mg
を
欠
く
者
の
そ
れ
を

除
い
て
、
い
か
な
る
者
の
(
捧
げ
る
)
臣
従
礼
の
授
封
を
も
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
」
、
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
)
、
主
君
が
家
臣
(
に
な
ろ
う
と

す
る
者
)
の
臣
従
礼
を
拒
む
こ
と
の
で
き
る
ケ
l
ス
を
、
さ
ら
に
「
ラ
イ
ヒ
の
ア
ハ
ト
の
中
に
あ
る
(
H
国
王
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ
て
い
る
)
者
」

と
「
同
じ

(
H
当
該
)
開
E
n
v
g
(
H
裁
判
管
区
)
の
中
で
地
方
的

(
H
当
該
裁
判
管
区
限
り
の
)
追
放
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
者
」
、
お
よ
び
、
「
彼

(
H

家
臣
)
を
同
じ

(
H
当
該
)
主
君
が
、
強
奪

(
H
強
奪
)
の
か
ど
で
ま
た
は
他
の

5mm丘
町
宮
町

(
H
犯
罪
)
の
か
ど
で
、
さ
『
号
凹

-B号田口円町内
0
5
(
H

ラ
ン
ト
(
法
上
)
の
裁
判
官
の
前
H
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
で
)
訴
え
て
、
判
決
を
も
っ
て
彼

(
H
家
臣
)
(
に
裁
判
期
日
が
定
め
ら
れ
て
、
そ
こ
へ
彼
)

(
制
)

が
召
喚
さ
れ
て
い
る
場
合
(
は
、
そ
の
審
理
が
す
む
ま
で
の
期
間
)
」
、
に
ま
で
拡
げ
て
い
る
。

主
君
が
家
臣
の
捧
げ
る
臣
従
礼
を
拒
み
う
る
事
由
と
し
て
こ
こ
に
「
補
足
」
さ
れ
た
も
の
が
す
べ
て
「
犯
罪
」
に
か
か
わ
り
、
し
た
が
っ
て

ラ
ン
ト
法
廷
の
権
限
に
属
す
る
事
由
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
念
の
た
め
に
一
言
す
る
と
、
「
地
方
的
追
放
」
お
よ
び
「
ラ
イ
ヒ
(
な
い

し
、
国
王
)
の
ア
ハ
ト
」
は
、
(
基
本
的
に
は
)
現
行
犯
が
逃
亡
し
、
あ
る
い
は
、
犯
罪
の
か
ど
で
召
喚
さ
れ
た
者
が
出
頭
し
な
い
場
合
に
、
彼

等
を
法
廷
に
出
頭
さ
せ
(
て
法
H
裁
判
に
服
さ
せ
)
る
た
め
の
強
制
手
段
で
あ
り
、
犯
罪
を
裁
く
た
め
の
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
(
裁
判
)
手
続
の
一

(
抑
)

環
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

(
d
)
先
ほ
ど

(
l
)
・
(
C
)

で
論
じ
た
よ
う
に
、
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
制
」
を
「
裁
判
権
が
国
王
か
ら
下
り
て
く
る
階
梯
と
見
る
レ

l
ン
法
六

九
・
八
に
も
、
「
国
王
」
お
よ
び
「
ラ
イ
ヒ
」
の
語
が
姿
を
見
せ
る
。
さ
ら
に
、
「
裁
判
権
レ

l
ン
」
は
(
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
職
を
除
き
)
「
第
四
の

手
」
へ
渡
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
レ

l
ン
法
七
一

-
二
は
、
(
対
応
す
る
A
V
二
・
六
七
に
)

(

a

)

で
前
述
し
た
レ

l
ン
法
二
五
・
一
二
(
後
段
)
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と
同
じ
よ
う
に
、
「
(
誰
か
)
国
王
か
ら
下
へ
(
下
っ
て
き
た
)
宮
丘
町
宮
刊
を
レ

l
ン
と
し
て
受
領
す
る
(
あ
る
い
は
、
し
た
)
者
(
が
あ
る
場
合
)
」

(
初
)

と
「
補
足
」
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
条
項
を
併
せ
考
え
る
と
、
以
上
に
述
べ
た
「
国
王
」
お
よ
び
「
ラ
イ
ヒ
」
に
関
す
る
「
補
足
」
は
、
(

(

a

)

で
扱
っ
た
レ
l
ン
法
二
五
・
三
に
お
け
る
そ
れ
を
も
含
め
て
総
じ
て
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
け
る
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
「
裁
判
権
」
お
よ
び
(
そ
の
系
列

(m) 

を
基
軸
と
す
る
)
「
国
制
」
の
記
述
・
省
察
に
よ
っ
て
必
要
と
意
識
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
も
の
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
3
)
次
に
「
諸
侯
」
お
よ
び
「
旗
レ

l
ン
」
に
関
す
る
「
補
足
」
に
つ
い
て
。

(a)
ま
ず
レ

i
ン
法
七
一

-
二

O
。
こ
の
条
項
の
前
段
は
、
第
三
章
・

B
、
さ
乙
・

(
2
)
・
①
で
立
ち
入
っ
て
検
討
し
て
お
い
た
よ
う

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(4・完)

に
、
(
直
前
に
位
置
す
る
レ
i
ン
法
七
一
・
一
九
で
、
対
応
す
る
A
V
の
百
】
町
民
町
四
諸
国
m
m
a
z
B
に
代
え
て
同
町
n
E
}
g
の
概
念
を
用
い
た
結
果
)
、
「
ア
ウ

ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
の
対
応
条
項

(
H
A
V
三
・
四
)
に
、
(
そ
こ
か
ら
、
不
要
に
な
っ
た
「
家
臣
が
臣
従
札
に
よ
っ
て
垣
R
B島
田
の
中
に
も
つ

て
い
る

(
H
占
有
・
支
配
し
て
い
る
)
」
の
一
文
を
削
除
し
、
「
他
の
家
臣
に
関
し
て
(
判
決
を
発
見
し
証
言
を
す
る
)
資
格
の
あ
る
者
」
と
い
う
具
体
的

で
な
い
言
い
回
し
を
「
ヘ

i
ル
シ
ル
ト
に
つ
い
て
完
全
な
者
」
と
い
う
簡
潔
で
明
確
な
表
現
に
改
め
る
な
ど
)
、
か
な
り
大
幅
な
「
改
訂
」
を
加
え
た

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
末
尾
に
は
、
「
た
だ
し
諸
侯
の
(
も
つ
)
旗
レ

i
ン
に
関
す
る
場
合
は
除
く
」
、
さ
ら
に
ひ
き
つ
づ
き
後
段
で
、
「
し
か

し
、
諸
侯
は
ラ
イ
ヒ
(
内
)
の
あ
ら
ゆ
る
家
臣
に
関
し
て
判
決
を
発
見
し
ま
た
証
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
一
文
が
「
補
足
」
さ
れ

(m) 

て
い
る
。

(
b
)
こ
の
「
補
足
」
は
、

レ
ー
ン
法
七

-
二
二
、
七
一

-
二
三
、
七
二
・
一
(
の
一
部
)
へ
と
つ
づ
く
一
連
の
「
補
足
」

-
一
一
一
、
七
一

の
口
火
を
切
る
も
の
に
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
ら
「
レ

l
ン
法
」
で
(
新
た
に
)
補
足
さ
れ
た
条
項
の
中
に
、
「
諸
侯
」
に
関
す
る
「
定
義
」
的
条

項
と
も
一
言
う
べ
き
レ

l
ン
法
七
一
・
一
一
一

(
H
「
諸
侯
が
ラ
イ
ヒ
の
諸
侯
と
称
ば
れ
る
の
は
、
彼
が
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
諸
侯
に
な
ろ
う
と
す
る
旗
レ

ー
ン
を
、
な
ん
ぴ
と
も
彼
以
前
に
(
レ
i
ン
と
し
て
)
受
領
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

(
H
旗
レ
l
ン
)
を
彼
以
前
に
別
な

北法51(3・27)893

者
が
受
領
し
そ
の
者
が
そ
れ
を
彼
に
封
与
す
る
場
合
に
は
、
彼
は
(
H
旗
レ
l
ン
の
)
授
封
(
な
い
し
、
受
封
)
に
お
い
て
第
一
の
者
(
円
甘
さ
三
q
m
B
H



説

円
甘
さ

E
m
の
語
原
)
で
は
な
い
(
あ
る
い
は
、
な
く
な
る
)
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
こ
う
し
た
レ
l
ン
を
も
と
に
諸
侯
に
な
る
こ
と
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
(
し

た
が
っ
て
)
ま
た
、
旗
レ
l
ン
を
も
ち
(
あ
る
い
は
、
受
領
し
)
(
そ
れ
に
よ
っ
て
)
諸
侯
に
な
る
(
あ
る
い
は
、
諸
侯
で
あ
る
)
者
は
、
国
王
の
ほ
か
は

(
鉛
)

い
か
な
る
俗
人
を
も
主
君
に
戴
い
て
は
な
ら
な
い
」
)
も
含
ま
れ
て
い
る
。

論

(
C
)
(
E
R
R
-
-同
の
語
が
現
れ
る
)
レ

l
ン
法
七
一
-
一
一
一
一
は
、
こ
れ
に
ひ
き
つ
づ
き
、
「
旗
レ

l
ン
の
ほ
か
は
、
諸
侯
の
(
も
つ
)
い
ず
れ
の

レ
l
ン
に
関
し
て
も
、
(
そ
れ
を
)
そ
の
(
直
接
の
)
主
君
か
ら
授
封
さ
れ
て
い
る
い
ず
れ
の
家
臣
も
、
彼
が
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
に
つ
い
て
完
全
で

あ
る
な
ら
ば
、
証
人
に
な
り
ま
た
判
決
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
、
と
言
う
。
こ
れ
が
前
述
し
た
レ

l
ン
法
七
一

-二
O
お
よ
び
七
一

一
一
一
を
承
け
た
「
技
術
的
」
補
足
、
あ
る
い
は
、
「
注
意
規
定
」
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
緩
説
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

(

部

)

(

泌

)

(
d
)
さ
ら
に
、
(
一
つ
置
い
て
)
レ

l
ン
法
七
二
・
一
は
、
(
基
本
的
に
は
)
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
(
一
二
・
五
)
を
承
け
た
後
段
の

前
に
、
次
の
よ
う
な
「
補
足
」
を
施
し
て
い
る
。
「
国
王
は
あ
る
諸
侯
を
(
問
責
す
べ
く
て
レ

l
ン
法
廷
に
、
六
週
前
に
彼
の
書
簡
と
彼
の
印

璽
を
も
っ
て
特
定
の
場
所
(
な
い
し
、
村
や
町
)
へ
と
、
召
喚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
そ
の
際
)
彼
は
彼
の
裁
判
集
会
が
聞
か
れ
る
場
所
を

(
具
体
的
に
)
挙
示
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
、
け
だ
し
ど
こ
で
あ
れ
国
王
が
公
然
と

(
H
閉
じ
ら
れ
て
い
な
い
場
所
で
)
裁
判
集
会
を
聞
く
と
こ

ろ
、
そ
こ
に
吉
岡
(
宮
廷
、
こ
の
場
合
は
法
廷
)
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
禁
制
日

(
H
平
和
日
)
内
に
(
あ
る
い
は
、
内
で
も
)
、
ま
た
、
教
会
を
除

(
初
)

く
す
べ
て
の
場
所
に
お
い
て
、
国
王
は
彼
の
レ

l
ン
法
廷
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。
こ
こ
で
「
禁
制
日
」
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

(
狐
)

お
よ
び
、
ラ
ン
ト
法
三
・
六
四
・
一
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
補
足
」
は
間
違
い
な
く
「
ラ
ン
ト
法
」
が
書
か
れ
た
後
に
そ
れ
に

触
発
さ
れ
て
行
わ
れ
た
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
e
)
最
後
に
、

2
2
5円
円
の
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
)
、
「
裁
判
権
レ

l
ン
」
の
分
割
・
又
授
封
の
原
則
的
禁
止
を
説
い
た
レ

i
ン
法
七
一

三
は
、
第
三
章
・

D
、
2
c
・
①
お
よ
び
前
註

(m)
で
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
「
例
外
」
に
つ
い
て
、
対
応
す
る
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l

ト
ゥ
ス
」
(
二
・
六
人
)
に
次
の
よ
う
な

(
H
傍
点
を
付
し
た
箇
所
の
)
「
補
足
」
を
行
っ
て
い
る
。
「
た
だ
し
、
そ
れ
が
、
辺
境
領

(
H
マ
ル
ク
)
お
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よ
び
そ
の
他
の
旗
レ
ー
ン
に
グ
ラ

l
フ
シ
ャ
フ
ト
が
そ
う
し
て

(
H
属
し
て
)
い
る
よ
う
に
、
彼
の

(
H
彼
に
授
封
さ
れ
た
)
明
江
口
町
円
相

(
H
裁
判

管
区
)
に
属
し
て
い
る

Z
E
mユ
芥
開
包
n
z
g
(
H
特
別
な
、
つ
ま
り
ラ
ン
ト
法
上
の
そ
れ
と
し
て
特
定
さ
れ
た
裁
判
管
区
)
で
あ
る
場
合
は
別
で
あ

り
、
そ
れ
を
彼
は
封
与

(
H
又
授
封
)
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
を
適
法
に
は
一
年
を
こ
え
て
自
由
な

(
H
授
封

し
な
い
)
状
態
で
保
持
す
る
こ
と
を
え
な
い
。
同
じ
よ
う
に
国
王
は
い
か
な
る
旗
レ

l
ン
を
も
(
そ
う
す
る
、
つ
ま
り
一
年
以
上
授
封
せ
ず
に
保

持
す
る
こ
と
が
)
で
き
な
い
」
。

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(4・完)

こ
の
条
項
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
上
に
検
討
し
て
き
た
「
諸
侯
」
・
「
旗
レ

l
ン
」
に
関
す
る
「
補
足
」
が
、
先
ほ
ど
見
た
「
国
王
」
・

「
ラ
イ
ヒ
」
に
関
す
る
「
補
足
」
と
同
じ
く
、
「
裁
判
権
レ

i
ン
」
の
系
列
を
基
軸
と
す
る
「
国
制
」
像
を
前
提
に
し
た
上
で
一
貫
し
て
行
わ
れ

(
羽
)

た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
さ
ら
に
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(
七
)
レ
!
ン
法
七
七

H
「
(
封
与
さ
れ
た
)
パ
ウ
ア

l
マ
イ
ス
タ
i
(
H
村
長
)
職
・
レ
ー
ン
を
(
原
語
は

-
g
s
σ
R
g
o
a
a汚
名
句
ぽ
窓
口
で
、

「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
職
に
も
と
づ
き
(
そ
れ
を
も
っ
者
に
対
し
て
)
封
与
さ
れ
る
レ
l
ン
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
職
と
し

て
(
そ
の
職
そ
の
も
の
が
)
封
与
さ
れ
る
レ
i
ン
」
な
の
か
、
そ
の
読
み
方
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
)
、
パ
ウ
ア
l

マ
イ
ス
タ
ー
は
、
彼
が
へ
!
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
息
に
相
続
さ
せ
、
ま
た
(
主
君
に
異
動
が
あ
っ
た
際
)
別
な

(
H
新

し
い
、
あ
る
い
は
、
上
級
)
主
君
に
そ
れ
に
つ
い
て
授
封
更
新
を
求
め
る
(
こ
と
が
で
き
る
)
。
彼
は
し
か
し
そ
れ
を
封
与

(
H
又
授
封
)
す
る
こ

と
を
え
な
い
。
ま
た
こ
の
(
パ
ウ
ア
1
マ
イ
ス
タ
i
職
・
)
レ

i
ン
に
つ
い
て
、
人

(
H
授
封
更
新
を
求
め
ら
れ
た
上
級
主
君
)
は
彼
に
別
な

(
H

北法51(3・29)895

新
し
い
)
主
君
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
〈
。
-
m
m
(
H
授
封
更
新
の
請
求
、
特
に
新
し
い
主
君
の
指
定
)
に
つ
い
て
(
あ
る
い
は
、
に
際
し

て
)
彼

(
H
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
)
は
、
そ
れ
が
女
性
で
あ
れ
男
性
で
あ
れ
、
い
か
な
る
(
新
し
い
)
主
君
を
も
拒
む
こ
と
を
え
な
い
。
彼

(
H

パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
)
は
こ
の
レ

i
ン
に
も
と
づ
き
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
に
つ
い
て
完
全
な
あ
る
家
臣
に
関
し
て
証
人
に
な
り
、
ま
た
判
決
を
発



説

見
す
る
こ
と
を
え
な
い
」
に
つ
い
て
。

論

は
、
こ
の
条
項
で
明
示
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

(
1
)
ま
ず
、
こ
の
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
職
・
レ

l
ン
」
を
授
封
さ
れ
る
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
ー
が
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
」
こ
と

(
制
)

レ
l
ン
法
二
・
一
の
規
定
と
も
合
致
す
る
。
(
し
た
が
っ
て
、
こ
の
条
項
は
本

北法51(3・30)896

章
・
(
三
)
で
扱
っ
た
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
も
た
な
い
者
の
レ
l
ン
法
上
の
権
利
な
い
し
地
位
」
に
関
す
る
「
補
足
」
で
も
あ
る
)
。

L

V

I

ー
し
〆

(a)
し
か
し
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
者
」
が
(
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
)
所
領
を
授
封
さ
れ
た
場
合
、

は
「
相
続
」
権
や
授
封
更
新
請
求
権
は
認
め
ら
れ
な
い
(
レ
i
ン
法
二
・
二
)
の
に
こ
の
場
合
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
逆
に
、

(
知
)

又
授
封
権
は
一
般
に
は
認
め
ら
れ
て
い
る
(
と
推
定
さ
れ
る
)
の
に
対
し
て
こ
の
「
パ
ウ
ア

l
マ
イ
ス
タ
l
職
・
レ
ー
ン
」
に
つ
い
て
は
そ
れ

自主

パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
ー
が
こ
の
レ

l
ン
に
つ
い
て
も
つ
「
権
利
」
は
こ
の
点
、

「
ヘ
!
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
授
封
さ
れ
た
者
」
(
一
般
)
の
場
合
と
は
正
反
対
に
な
っ
て
(
お
り
、
偶
然
に
も
せ
よ
、
「
特
別
な
レ
l

(
m
-
a
)
 

ン
」
の
一
つ
と
し
て
の
「
裁
判
権
レ
l
ン
」
の
場
合
と
軌
を
一
に
し
て
)
い
る
の
で
あ
る
。

が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
中
ま
れ
〆
、

(
b
)
た
だ
し
、
こ
の
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ

l
職
・
レ

l
ン
」
の
授
封
更
新
の
請
求
に
際
し
て
、
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
ー
が
(
「
そ
れ
が
男

(
総
)

性
で
あ
れ
女
性
で
あ
れ
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
た
と
え
新
し
い
主
君
が
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
者
」
で
あ
っ
て
も
)
「
い
か
な
る
主
君
を
も
拒

(
鈎
)

む
こ
と
を
え
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
(
「
レ

l
ン
法
」
で
新
た
に
「
補
足
」
さ
れ
た
)
レ

l
ン
法
二
・
五
の
規
定
に
照
応
し
て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
レ

l
ン
を
授
封
さ
れ
た
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
ー
が
(
主
君
の
レ
l
ン
法
廷
に
お
い
て
)
証
人
に
な
り
判
決
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

(
制
)

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
(
基
本
的
に
は
)
レ

l
ン
法
二
・
四
の
規
定
と
合
致
し
て
い
る
。

(
C
)

ホ
l
マ
イ
ヤ
l
は
、
こ
の
条
項
の

-
g
S
E
5
2
5忠
告
(
官
庁

mg)
に
つ
い
て
、
「
パ
ウ
ア
i
マ
イ
ス
タ
l
職
に
授
封
さ
れ
る
レ

l

つ
ま
り
(
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
職
」
そ
の
も
の
が
授
封
の
対
象
な
の
で
は
な
く
)
、
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
授
封
さ
れ
る
レ

l
ン

(
知
)

財
、
と
い
う
解
釈
を
採
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
に
は
重
大
な
疑
問
が
残
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
解
釈
を
前
提
に
す
れ
ば
、
(
主
君
に

ン」、



異
動
が
あ
っ
た
際
の
)
授
封
更
新
請
求
権
は
と
も
か
く
、
あ
る
パ
ウ
ア
i
マ
イ
ス
タ
ー
が
死
亡
し
た
場
合
、
(
こ
の
レ
l
ン
は
当
然
新
し
い
パ
ウ

ア
i
マ
イ
ス
タ
i
に
授
封
さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
た
と
え
前
任
者
の
息
が
亡
父
の
職
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
て
も
)
、
(
法
的
に
は
)
そ
の
「
相
続
」
権
が

問
題
に
な
る
余
地
は
な
い
、
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
私
は
、
今
の
と
こ
ろ
(
こ
の
ホ
l
マ
イ
ヤ
l
説
に
か
か
わ
ら
ず
)
、
こ
の

(
羽
)

レ
l
ン
は
「
パ
ウ
ア
i
マ
イ
ス
タ
l
職
」
そ
の
も
の
を
対
象
に
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(4・完)

(
2
)
こ
う
し
た
解
釈
を
前
提
に
し
て
、
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
職
」
の
国
制
上
の
地
位
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
問

(
初
)

題
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

(a)
こ
の
条
項
に
よ
る
と
、
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
職
・
レ

l
ン
」
に
は
「
相
続
」
権
も
授
封
更
新
請
求
権
も
あ
る
か
ら
、
パ
ウ
ア
l
マ

パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
ー
が
(
封
)
相
続
人

(
H
息
)
を
も
っ
限
り
、
事
実
上
特
定
の
家
系
に
「
世
襲
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

イ
ス
タ

1
職
は
、

し
か
し
、
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
!
職
」
に
言
及
し
た
条
項
は
こ
の
レ

l
ン
法
七
七
の
み
で
あ
っ
て
、
「
レ
1
ン
法
」
の
記
述
か
ら
は
、
そ
も
そ

も
い
か
な
る
(
身
分
の
)
主
君
が
い
か
な
る
目
的
で
そ
れ
を
授
封
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
さ
え
判
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
「
ラ
ン
ト
法
」

に
拠
り
な
が
ら
、
そ
の
国
制
上
の
地
位
に
つ
い
て
問
題
に
な
る
点
を
二
・
一
一
一
摘
記
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

(
b
)
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
」
は
、
も
と
も
と
村
民
多
数
の
意
向
に
従
っ
て
「
村
の
利
益
」
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
決
め
を
行
い

(
ラ
ン
ト
法
二
・
五
五
)
、
そ
の
執
行
に
当
た
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
村
の
中
で
日
中
に
三
シ
リ
ン
グ
よ
り
も
少
額
の
窃
盗
が
起
き

た
場
合
に
は
、
(
窃
盗
犯
は
一
般
に
は
斬
首
刑
に
処
せ
ら
れ
る
が
)
、
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
i
」
は
そ
の
日
の
う
ち
な
ら
ば
こ
れ
を
裁
き
、
皮
髪

刑
(
ま
た
は
二
一
シ
リ
ン
グ
の
罰
金
)
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
(
同
二
・
一
二
一
・
こ
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
(
お
そ
ら
く
叫
喚
告
訴
に
よ
っ
て
)
訴
え
ら

れ
て
か
ら
一
夜
を
越
え
る
と
、
そ
れ
は
も
は
や
彼
の
裁
判
権
に
は
属
さ
な
い
(
同
二
・
二
一
了
二
)
。
こ
の
場
合
、
お
よ
び
、
そ
れ
以
外

(
H

北法51(3・31)897

そ
れ
よ
り
も
重
い
犯
罪
)
に
つ
い
て
、
「
パ
ウ
ア
1
マ
イ
ス
タ
l
」
は
、
「
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
」
(
あ
る
い
は
、
お
そ
ら
く
教
会
領
に
あ
っ
て
は
「
フ
ォ

l

ク
ト
」

i
l
以
下
に
お
い
て
は
省
略
す
る
)
の
裁
判
集
会
で
弾
訴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
同
一
・
二
・
四
)
。



説

「ゴ

i
グ
ラ
l
フ
」
は
ラ
ン
ト

(
H
裁
判
管
区
)
民
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
任
期
を
定
め
て
選
、
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
(
同
一
・
五
五
・
二
)
、

号也
白岡

窃
盗
ま
た
は
強
盗
の
現
行
犯
が
生
じ
犯
人
が
(
そ
の
場
で
)
逮
捕
さ
れ
た
場
合
、
「
授
封
さ
れ
た
裁
判
官
」
(
お
そ
ら
く
グ
ラ
l
フ
)
が
居
合
わ
せ

な
い
時
は
、
そ
の
犯
人
を
裁
く
た
め
に
そ
の
都
度
「
ゴ

1
グ
ラ
l
フ
」
を
選
ぶ
こ
と
も
で
き
る
(
同
ラ
ン
ト
法
一
・
五
五
・
二
、
一
・
五
六
)
。

こ
の
場
合
、
「
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
」
は
「
少
な
く
と
も
三
つ
の
村
か
ら
選
ば
れ
る
」
か
ら
、
あ
る
「
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
」
に
は
「
少
な
く
と

も
三
つ
の
村
」
が
下
属
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
(
同
一
・
五
五
・
二
)
。

「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
1
」
は
さ
ら
に
、
(
上
級
の
裁
判
官
H
お
そ
ら
く
グ
ラ
l
フ
の
下
で
)
現
行
犯
(
そ
れ
も
強
奪
を
働
い
た
上
、
城
寒
一
に
逃
げ

い
わ
ゆ
る
「
盗
賊
騎
士
」
)
の
追
跡
に
加
わ
り
(
同
二
・
七
一
・
五
)
、
ま
た
、
(
ア
イ
ケ
以
後
の
補
遺
に
か
か
る
条
項
で
あ
る
が
)
、

こ
ん
だ
犯
人
、

相
続
人
に
よ
る
相
続
放
棄
の
誓
約
に
つ
い
て
(
上
級
の
)
裁
判
官
(
お
そ
ら
く
グ
ラ
l
フ
)
に
代
わ
っ
て
証
人
に
な
る
(
同
一
・
六
八
・
二
)
な
ど
、

(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
裁
判
権
の
行
使
に
か
か
わ
る
活
動
に
従
事
し
た
ほ
か
、
お
そ
ら
く
そ
の
職
責
上
、
常
時
(
ゴ
l
グ
ラ
l
フ
の
そ
れ
は
も
ち
ろ

ん
、
も
し
か
す
る
と
グ
ラ
l
フ
の
そ
れ
を
も
含
め
て
)
(
上
級
の
)
裁
判
集
会
に
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
推
定
さ
れ
る
(
同
三
・
五

(
叩
州
)

ムハ・
2

一)。

(
C
)

以
上
の
よ
う
な
「
ラ
ン
ト
法
」
の
史
料
的
所
見
か
ら
す
る
と
、
「
パ
ウ
ア
i
マ
イ
ス
タ
l
(
職
)
」
は
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
系
列

(
に
組
み
込
ま
れ
、
そ
)
の
最
末
端
・
最
底
辺
に
位
置
し
て
は
い
る
も
の
の
、
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
」
が
流
血
裁
判
権
を
も
っ
て
い
な
い
こ

(
抑
)

と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
系
列
か
ら
は
、
「
ゴ

1
グ
ラ
l
フ
」
と
「
グ
ラ
l
フ
」
が
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
ー

職
・
レ
l
ン
」
を
授
封
す
る
可
能
性
の
あ
る
「
(
上
級
の
)
裁
判
官
」
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
が
、
「
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
」
の
「
出
生
身
分
」

(
測
)

は
(
し
た
が
っ
て
、
そ
の
へ

l
ル
シ
ル
ト
制
上
の
地
位
も
)
判
然
と
し
な
い
し
、
「
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
」
や
「
グ
ラ
l
フ
」
が
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
」

(
如
)

の
主
君
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
も
見
当
た
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
第
三
章
・

D
、
(
一
二
)
・
①
で
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
レ

l
ン
法
」

(
一
一
・
二
H
A
V
一
・
三
四
)
で
は
、
「
主
君
が
あ
る
場
所
(
H
村
や
町
)
に
自
由
な
状
態
で
(
H
授
封
す
る
こ
と
な
く
)
も
っ
て
い
る
も
の
を
す

北法51(3・32)898



ベ
て
(
一
括
し
て
)
封
与
す
る
」
ケ
i
ス
の
中
に
、
「
村
」
が
明
白
岳
お

(
H
裁
判
管
区
・
裁
判
権
)
と
肩
を
並
べ
て
登
場
し
て
く
る
。
し
か
し
、
こ

の
場
合
の
「
村
」
が
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
職
・
レ
1
ン
」
と
関
係
す
る
(
あ
る
い
は
、
後
者
の
形
を
と
る
)
可
能
性
(
は
否
定
で
き
な
い
も
の

(ω) 

の
、
そ
れ
)
に
つ
い
て
も
定
か
な
こ
と
は
判
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
職
・
レ
i
ン
」
を
「
裁
判
権
レ

i
ン」

(
H
ラ

ン
ト
法
上
の
流
血
裁
判
権
)
を
基
軸
と
す
る
「
国
制
」
像
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
自
体
、
こ
の
条
項
の
「
補
足
」
が
、

「
国
制
」
に
関
す
る
著
者
(
ア
イ
ケ
)
の
「
理
想
像
」
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
(
当
時
の
)
レ

l
ン
法
(
な
い
し
、
レ
ー
ン
制
)
の
現

(
紛
)

実
に
引
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
、
と
言
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(4・光)

終
章

l
l
結
論

(
一
)
わ
れ
わ
れ
は
、
以
上
に
お
い
て
、
本
稿
の
冒
頭
に
引
用
し
た
レ
l
ン
法
五
四
・
二
だ
け
を
除
き
、

ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
諸
条
項
の
検
討
を
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
と
の
対
応
関
係
を
も
含
め
て
す
べ
て
す
ま
せ
た
こ
と
に

な
る
。
そ
こ
で
こ
の
「
終
章
」
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
「
序
章
」
で
提
起
し
た
問
題
に
立
ち
戻
っ
て
、
著
者
ア
イ
ケ
は
な
ぜ
「
ラ
ン
ト
法
」
、
特

に
「
国
制
」
と
か
か
わ
る
諸
条
項
と
同
時
に
そ
の
建
前
と
矛
盾
す
る
か
に
見
え
る
こ
の
条
項
を
「
補
足
」
し
た
の
か
(
あ
る
い
は
、
「
補
足
」
す
る

へl
ル
シ
ル
ト
(
制
)
に
関
す
る

必
要
が
あ
っ
た
の
か
)
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
く
。

(
1
)
 
レ
ー
ン
法
五
四
・
二
は

(
A
V
に
は
対
応
条
項
が
な
く
)
レ

l
ン
法
五
四
・
一
の
直
後
に
「
レ

l
ン
法
」
で
新
た
に
「
補
足
」
さ
れ
た

条
項
で
あ
り
、
真
先
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
直
前
に
位
置
す
る
レ
l
ン
法
五
回
・
一
と
の
関
係
で
あ
る
。

レ
ー
ン
法
五
四
・
一
は
、
第
三
章
・

C
、
(
四
)
・

(
2
)
・
(
b
)
お
よ
び
①
で
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
(
必
ず
し
も
論
旨
の
一
貫
し
て
い
な
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説

か
っ
た
)
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
の
二
つ
の
条
項

(
H
A
V
・
一
二
四
と
一
・
一
一
一
六
)
を
一
つ
に
ま
と
め
、
主
君
が
(
同
じ
シ
ル
ト

苦ゐ

肩岡

を
も
っ
者
へ
の
)
臣
従
札
(
な
い
し
、
臣
従
関
係
)
に
よ
っ
て
そ
の
シ
ル
ト
を
下
げ
た
場
合
、
主
君
は
家
臣
に
授
封
し
て
い
た
レ
l
ン
を
す
べ
て

レ
ー
ン

失
い
、
家
臣
の
所
領
は
直
ち
に
上
級
主
君
の
手
許
に
戻
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
る
よ
う
「
改
訂
」
な
い
し
「
是
正
」
を
施
し
た
条
項
で

あ
る
。
レ
l
ン
法
五
四
・
二
は
、
こ
う
し
た
原
則
に
対
す
る
「
例
外
」
を
設
け
た
も
の
で
あ
り
、
レ

l
ン
法
五
四
・
一
の
論
旨
が
(
主
君
に
と
っ

て
)
き
び
し
く
「
改
訂
」
・
「
是
正
」
さ
れ
た
こ
と
が
そ
れ
を
「
補
足
」
す
る
(
必
要
を
感
じ
さ
せ
た
)
一
つ
の
契
機
に
な
っ
た
こ
と
は
十
分
に
考

(
制
)

え
ら
れ
る
。

レ
ー
ン
法
五
回
・
二
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
す
べ
て
ラ
ン
ト
法
の
「
建
前
」
に
反

し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
末
尾
に
は
「
そ
の
臣
従
関
係
が
(
一
代
の
う
ち
に
終
り
、
そ
の
主
君
の
封

相
続
人
に
)
相
続
さ
れ
な
い
限
り
」
と
い
う
留
保
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
息

(
H
封
相
続
人
)
は
(
単
に
「
レ
l
ン
能
力
」
と
い
う
意
味
で

の
へ

l
ル
シ
ル
ト
だ
け
で
は
な
く
)
父
の
シ
ル
ト

(
H
父
が
も
っ
て
い
た
特
定
の
へ

l
ル
シ
ル
ト
)
を
承
継
す
る
」
と
い
う
原
則
を
前
提
し
た
も
の

で
あ
っ
て
、
こ
の
原
則
は
、
第
四
章
・
(
二
)
・

(
l
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
レ
l
ン
法
」
で
「
補
足
」
さ
れ
た
レ
l
ン
法
一
一
一
・
一
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
じ
く
第
四
章
・
(
二
)
・

(
3
)
で
も
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
の
出
生
身
分
へ
の
固
定

(
初
)

化
の
傾
向
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

(
2
)
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
し
か
し
、

(
3
)
さ
ら
に
、
(
同
じ
シ
ル
ト
を
も
っ
者
へ
の
)
臣
従
礼
(
な
い
し
、
臣
従
関
係
)
に
よ
っ
て
シ
ル
ト
を
引
き
下
げ
た
者
へ
の
「
一
代
限
り
の
」

例
外
的
な
配
慮
は
、
「
レ
l
ン
法
」
、
特
に
そ
の
新
た
に
「
補
足
」
さ
れ
た
条
項
に
お
い
て
は
決
し
て
突
出
し
た
も
の
で
は
な
い
。
第
四
章
・

(
三
)
と
(
四
)
で
扱
っ
た
「
(
ほ
ん
ら
い
)
レ
l
ン
法
(
上
の
能
力
)
を
欠
く
者
」
、
特
に
「
女
性
」
に
対
す
る
授
封
に
関
す
る
諸
条
項
は
も
ち
ろ

ん
、
す
で
に
第
二
章
・
(
四
)
と
(
五
)
で
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
へ
!
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
「
聖
職
者
」
や
「
女
性
」
か
ら
授
封
さ
れ
た
家
臣

は
そ
の
シ
ル
ト
が
下
が
っ
た
り
失
っ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
事
実
の
中
に
も
、
同
じ
配
慮
な
い
し
同
じ
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
の
で
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レ
ー
ン
法
五
四
・
二
の
「
例
外
」
は
、
こ
う
し
た
(
へ
|
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
主
君
に
一
代
限
り
仕
え
て
も
家
臣
の
シ
ル
ト

は
変
わ
ら
な
い
、
と
い
う
)
事
実
と
の
均
衡
に
も
配
慮
し
た
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

(4)
し
か
し
、
レ

l
ン
法
五
四
・
二
の
「
例
外
」
は
、
一
代
に
限
っ
て
シ
ル
ト
を
下
げ
た
主
君
す
べ
て
で
は
な
く
、
「
故
殺
」
に
よ
っ
て

(
そ
れ
を
償
う
た
め
に
)
同
身
分
者
の
家
臣
に
な
っ
た
者
に
だ
け
適
用
さ
れ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
序
章
」
(
二
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
「
刑
事
法
」
的
諸
規
定
日
「
平
和
の
法
」
に
よ
れ
ば
、
「
故
殺
」
の
罪
を
犯
し
た
者
も
、

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(4・完)

有
罪
を
立
証
さ
れ
れ
ば
斬
首
刑
に
処
せ
ら
れ
る
。
同
書
の
裁
判
は
し
か
し
、
ま
だ
「
原
告
な
け
れ
ば
裁
判
(
官
)
な
し
」
と
い
う
原
則
に
立
っ

て
い
た
。
レ
ー
ン
法
五
四
・
二
は
、
「
同
身
分
者
」
の
親
族
を
(
あ
ら
か
じ
め
殺
意
な
し
に
)
誤
っ
て
、
あ
る
い
は
、
結
果
と
し
て
殺
し
て
し
ま

ぃ
、
「
同
身
分
者
」
が
(
ラ
ン
ト
)
法
廷
で
そ
れ
を
訴
え
る
こ
と
な
く
「
示
談
」
に
し
た
ケ
l
ス
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
ラ
ン
ト
法
」
に
は
、
窃

盗
や
強
盗
を
働
い
て
「
示
談
」
に
し
た
者
も
、
円
。
n
E
S
と
宣
告
さ
れ
ア
イ
ゲ
ン
と
レ

l
ン
が
剥
奪
さ
れ
る
、
と
い
う
「
原
則
」
が
掲
げ
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
「
窃
盗
や
強
盗
」
の
語
は
、
し
ば
し
ば
「
犯
罪
」
(
一
般
)
を
代
表
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、
文
言
上
は
他
人
の
財
物
を
奪
う

行
為
に
限
ら
れ
、
「
故
殺
」
は
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
「
刑
事
法
」
的
諸
規
定
は
、
(
当
時
の
あ
る
「
ラ
ン
ト
平
和

令
」
か
ら
採
ら
れ
た
)
「
理
想
像
」
的
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
り
、
「
平
和
の
法
」
と
い
う
称
ぴ
方
が
示
す
よ
う
に
、
総
じ
て
そ
れ
に
よ
っ
て
「
平

(
純
)

和
」
の
維
持
・
確
立
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
(
あ
ら
か
じ
め
明
確
な
殺
意
な
し
に
、
ま
た
、
財
物
の
強
奪
を
伴
、
つ
こ
と
な
し
に
、
し
た
が
つ

て
ま
た
、
被
害
者
の
親
族
か
ら
事
実
上
謝
罪
を
受
け
容
れ
ら
れ
フ
ェ

l
デ
に
及
ば
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
)
「
故
殺
」
に
つ
い
て
は
当
時
者

の
和
解
に
任
せ
、
当
時
に
あ
っ
て
は
お
そ
ら
く
ま
だ
ほ
と
ん
ど
実
効
性
の
な
か
っ
た
「
原
則
」
に
固
執
し
て
わ
ざ
わ
ざ
事
を
荒
立
て
る
に
は

及
ぶ
ま
い
o
s
-
-
レ
l
ン
法
五
四
・
二
の
「
補
足
」
に
当
た
っ
て
は
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
(
消
極
的
に
で
は
あ
る
が
)
一
種
の
「
平
和
」
へ
の

北法51(3・35)901

配
慮
が
働
い
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

(5)
こ
う
し
た
推
定
を
間
接
的
に
、
あ
る
い
は
、
側
面
か
ら
支
え
て
く
れ
る
の
は
、
直
前
の
レ

l
ン
五
四
・
一
に
施
さ
れ
た
も
う
一
つ



説

レ
ー
ン

の

l
l
「
そ
れ

(
H
主
君
が
家
臣
に
授
封
し
た
所
領
)
が
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
場
合
を
除
き
」
と
い
う
|
|
「
補
足
」
で
あ
る
。

レ
ー
ン
法

五
回
・
一
そ
の
も
の
は
、
こ
の
場
合
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
(
お
よ
び
、
そ
れ
を
授
封
さ
れ
て
い
た
家
臣
の
「
権
利
」
)
が
ど
う
な
る
か
に
つ
い

~~ 
U冊

て
何
も
述
べ
て
い
な
い
が
、
第
四
章
・
(
六
)
・

(
1
)
で
も
改
め
て
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
こ
れ
と
同
じ
「
補
足
」
を
施
し
た
レ
!
ン
法
七

六
・
三
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
(
主
君
が
一
方
的
に
主
従
関
係
を
解
約
し
た
場
合
と
同
じ
く
)
、
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
所
領
」

(
H
「ア

レ
ー
ン

イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
)
を
授
封
さ
れ
て
い
た
家
臣
は
、
彼
の
存
命
中
、
そ
の
所
領
を
「
(
主
君
に
対
す
る
)
勤
務
な
し
に
」
保
持
で
き
る
だ
け
で

な
く
、
そ
れ
を
(
彼
の
息
に
)
「
相
続
」
さ
せ
ま
た
(
彼
自
身
の
家
臣
に
)
又
授
封
す
る
こ
と
も
で
き
た
、
と
推
定
さ
れ
る
。

す
で
に
、
第
三
章
・

C
、
(
四
)
・

(
2
)
・
③
で
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
レ
ー
ン
法
七
六
・
三
の
こ
う
し
た
(
主
君
に
と
っ
て
)
き
ぴ
し

い
規
定
に
は
、
主
従
関
係
の
解
約
が
事
実
上
「
フ
ェ

l
デ
宣
告
」
の
意
味
を
も
ち
う
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
を
で
き
る
だ
け
回
避
し
よ

う
と
い
う
「
平
和
」
へ
の
関
心
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
著
者
(
ア
イ
ケ
)
が
レ

i
ン
法
五
四
・
一
に
同
じ
「
補
足
」
を

施
す
際
に
こ
の
レ
l
ン
法
六
七
・
三
の
規
定
が
念
頭
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
レ
ー
ン
法
五
四
・
一
が
(
レ
l
ン
法
七
六
・
一
二
を
介
し
て
)
間
接

的
に
「
平
和
」
へ
の
関
心
に
か
か
わ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
(
「
故
殺
」
の
当
事
者
な
い
し
親
族
が
相
互
の
フ
ェ

l
デ
を
認
め
ら
れ
な
い
主
従
関
係

(
初
)

を
結
び
易
く
し
よ
う
す
る
)
レ
l
ン
法
五
四
・
二
に
も
む
し
ろ
(
な
に
が
し
か
)
「
平
和
」
へ
の
関
心
が
働
い
て
い
た
、
と
見
て
よ
い
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

(6)
「レ
l
ン
法
」
に
お
け
る
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
に
関
す
る
「
補
足
」
に
は
、
第
三
章
・

C
、
(
五
)
で
概
括
的
に
述
べ
て
お
い
た
よ

う
に
、
総
じ
て
、
主
君
の
「
ア
イ
ゲ
ン
」
と
し
て
の
特
性
を
維
持
し
な
が
ら
も
、

で
き
る
だ
け
そ
れ
を
(
国
王
か
ら
出
発
し
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」

を
レ
l
ン
財
と
す
る

)anz-g並
み
に
扱
お
う
と
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
傾
向
は
さ
ら
に
、
特
に
第
三
章
・

D
、
(
四
)
・

(
2
)
で

扱
っ
た
レ

l
ン
法
六
九
・
八
(
前
段
)
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
裁
判
権
レ
l
ン
」
の
あ
り
方
|
|
具
体
的
に
は
、
へ

l
ル
シ
ル

ト
(
制
)
は
同
時
に
そ
の
内
実
で
あ
る
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
「
(
流
血
)
裁
判
権
」
が
国
王
か
ら
諸
侯
へ
、
諸
侯
か
ら
グ
ラ
l
フ
へ
と
、
(
原
則
と
し

北法51(3・36)902



て
)
「
第
三
の
手
」
ま
で
下
り
て
い
く
階
梯
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
|
|
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
(
レ
l
ン
法
上
の
)
同
身

分
者
の
家
臣
に
な
る
と
シ
ル
ト
が
(
一
つ
)
下
が
る
」
と
い
う
原
則
が
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
(
流
血
)
裁
判
権
の
系
列
と
ど
う
関
係
す
る
か
を
、
さ

ら
に
二
つ
の
具
体
的
な
ケ
!
ス
に
即
し
て
考
え
て
み
た
い
。

ザクセンシュピーゲルにおけるヘールシルト制(4・完)

(
a
)
「
序
章
」
、
お
よ
び
、
第
二
章
・
士
乙
・
④
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ラ
ン
ト
法
=
了
六
五
・
二
は
、
あ
る
家
臣
が
(
同
じ
シ
ル
ト
を
も
っ

者
へ
の
)
臣
従
札
(
な
い
し
、
臣
従
関
係
)
に
よ
っ
て
そ
の
シ
ル
ト
を
引
き
下
げ
て
も
、
「
彼
は
(
そ
れ
に
よ
っ
て
)
彼
の
出
生
(
身
分
)
を
も
ま
た

彼
の
ラ
ン
ト
法
(
上
の
能
力
)
を
も
損
な
っ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
、
こ
う
し
た
準
則
が
存
在
し
な
い
(
日
つ
ま
り
、
こ
の
家

臣
が
シ
ル
ト
だ
け
で
な
く
、
出
生
身
分
や
ラ
ン
ト
法
(
上
の
能
力
)
を
も
引
き
下
げ
た
こ
と
に
な
る
)
と
す
れ
ば
、
「
裁
判
権
レ

l
ン
」
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
こ
の
家
臣
が
「
参
審
自
由
人
」
で
あ
る
と
す
る
。
「
ラ
ン
ト
法
」
(
三
・
五
四
・

こ
に
は
コ
g
s
m
n
ユn
z
n
(
H
裁
判
権
レ
l
ン
)
は
、
彼
が
参
審
自
由
人
で
な
い
限
り
、
な
ん
ぴ
と
も
受
領
す
る
こ
と
を
え
な
い
」
と
い
う
規

(
湖
)

定
が
あ
(
り
、
「
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
」
は
参
審
自
由
人
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
と
推
定
さ
れ
)
る
か
ら
、
も
し
そ
の
参
審
自
白
人
が
「
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ

ス
」
で
あ
り
(
例
外
的
に
「
第
四
の
手
」
と
し
て
)
「
裁
判
権
レ
l
ン
」
を
受
領
し
て
い
れ
ば
、
彼
の
へ

i
ル
シ
ル
ト
上
の
地
位
の
変
動
は
、
直
ち

に
ラ
ン
ト
法
上
の
(
流
血
)
裁
判
権
の
系
列
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
参
審
自
由
人
は
一
般
に
グ
ラ
l
フ
の
裁
判
集
会
へ
の

参
廷
義
務
を
も
つ
か
ら
、
グ
ラ
l
フ
の
裁
判
権
は
そ
の
(
共
同
の
)
担
い
手
の
一
人
を
失
い
、
少
な
く
と
も
そ
の
限
り
で
打
撃
を
受
け
る
こ

と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
条
項
が
、

レ
ー
ン
法
(
具
体
的
に
は
、
ヘ
l
ル
シ
ル
ト
制
)
上
の
身
分
の
変
動
に
よ
っ
て
ラ
ン
ト
法
上
の
(
流
血
)

裁
判
権
の
機
能
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
歯
止
め
を
か
け
る
役
割
り
を
果
た
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

(b)
し
か
し
、
(
レ
l
ン
法
上
の
)
同
身
分
者
へ
の
臣
従
礼
(
な
い
し
、
臣
従
関
係
)
に
よ
っ
て
シ
ル
ト
が
(
一
つ
)
下
が
る
と
い
う
原
則
に
よ
っ

て
ラ
ン
ト
法
上
の
(
流
血
)
裁
判
権
の
機
能
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
歯
止
め
は
、
果
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
か
。

こ
ん
ど
は
、
レ

l
ン
法
五
回
・
二
の
準
則
が
存
在
し
な
い
場
合
に
生
じ
る
問
題
を
、
具
体
的
に
家
臣
が
(
第
四
シ
ル
ト
を
も
っ
)
「
フ
ラ
イ
エ
・

北法51(3・37)903



説

(
抑
)

ヘ
レ
ン
」
の
(
出
生
)
身
分
に
属
す
る
「
グ
ラ
l
フ
」
で
あ
っ
て
、
向
じ
「
フ
ラ
イ
エ
・
ヘ
レ
ン
」
の
身
分
に
属
す
る
者
の
家
臣
に
臣
従
し
た
場

合
を
例
に
と
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
場
合
、
(
ラ
ン
ト
法
三
・
六
五
・
二
の
準
則
に
よ
っ
て
)
「
グ
ラ
l
フ
」
の
出
生
身
分
が
損
な
わ
れ
る
こ

論

と
は
な
い
か
ら
、
彼
が
「
グ
ラ
l
フ
」
と
し
て
裁
判
権
レ

l
ン
H

ラ
ン
ト
法
上
の
(
流
血
)
裁
判
権
を
ひ
き
つ
づ
き
保
持
す
る
こ
と
は
「
法
的

に
は
」
可
能
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
し
レ

l
ン
法
五
四
・
二
の
準
則
が
な
け
れ
ば
、
彼
が
そ
の
家
臣
に
授
封
し
て
い
た
レ

l
ン
は
す

べ
て
i
ー
ー
し
た
が
っ
て
、
「
参
審
自
由
人
」
身
分
の
家
臣
に
与
え
て
い
た
「
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
職
」
も
|
|
失
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、

(
仰
)

(
「
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
」
を
欠
く
)
彼
は
も
は
や
そ
の
裁
判
集
会
を
開
催
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
(
し
、
た
と
え
彼
が
短
期
間
の
う
ち

に
償
い
を
す
ま
せ
て
元
の
シ
ル
ト
に
一
戻
っ
て
も
、
お
そ
ら
く
「
グ
ラ
l
フ
職
」
は
す
で
に
別
な
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
て
、
「
裁
判
権
レ
l
ン
」
の

系
列
の
中
に
は
も
は
や
彼
の
復
帰
す
べ
き
場
所
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
)
。

以
上
二
つ
の
具
体
例
を
考
え
て
み
れ
ば
、
ラ
ン
ト
法
上
の
(
流
血
)
裁
判
権
が
お
よ
そ
「
裁
判
権
レ

l
ン
(
の
系
列
ご
と
し
て
存
在
す
る
限

り
、
そ
の
担
い
手
の
レ

l
ン
法
上
の
身
分
の
変
動
に
よ
っ
て
そ
の
機
能
に
支
障
を
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
、
(
ラ
ン
ト
法
三
・
六
五
・
二

の
よ
う
な
)
ラ
ン
ト
法
上
の
歯
止
め
だ
け
で
は
足
り
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
イ
ケ
は
「
ラ
ン
ト
法
」
を
執
筆
し
(
特
に
「
出
生
身
分
」
・

「
ア
イ
ゲ
ン
」
・
「
(
流
血
)
裁
判
権
」
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
省
察
し
)
た
結
果
、
そ
の
こ
と
に
気
が
つ
い
て
レ

i
ン
法
五
四
・
二
を
「
補
足
」
し

た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
「
前
稿
」
(
の
あ
る
註
の
中
)
で
す
で
に
述
べ
て
お
い
た
私
見
(
序
章
・
(
五
)
を
参
照
)
は
(
基
本
的
に
は
)
間
違
つ

(
知
)

て
い
な
か
っ
た
、
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(
ニ
)
し
か
し
、
本
稿
に
お
け
る
検
討
の
成
果
と
し
て
も
っ
と
重
要
な
の
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
(
テ
キ
ス
ト
)
成
立
史
に
つ
い
て

は
(
本
稿
「
序
章
」
に
お
い
て
も
と
り
あ
え
ず
「
作
業
仮
説
」
と
し
て
紹
介
し
て
お
い
た
)
異
説
の
方
が
正
し
い
、
と
い
う
こ
と
を
、
(
ほ
ぼ
)
決
定
的

な
形
で
論
証
で
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
私
自
身
は
、
本
稿
に
お
け
る
検
討
に
よ
っ
て
、
①
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」

北法51(3・38)904



は
(
ア
イ
ケ
自
身
の
手
に
成
る
)
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
・
レ
ー
ン
法
」
の
ラ
テ
ン
語
版
原
本
で
あ
る
こ
と
、
②
同
書
は
も
と
も
と
「
レ
l

ン
法
」
↓
「
ラ
ン
ト
法
」
の
順
に
書
か
れ
、
③
「
一
フ
ン
ト
法
」
執
筆
の
後
に
「
レ
l
ン
法
」
に
補
筆

(
H
「
改
訂
」
・
「
補
足
」
)
が
加
え
ら
れ
た
こ

と
、
以
上
の
三
点
は
も
は
や
動
く
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
確
信
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
念
の
た
め
に
以
下
そ
の
主
要
な
論
拠

(
奴
)

を
摘
記
し
て
本
稿
全
体
の
結
び
に
し
た
い
。

(
1
)
「レ
l
ン
法
」
で

ERR--円
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
条
項
は
、

A
V
で
n-
若
宮
田
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
条
項
よ
り
も
は
る
か
に

(
紛
)

多
い
。

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(4・完)

A
V
の
対
応
条
項
で
(
ま
だ
)
己
弓

2
聞
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
(
あ
る
い
は
、
い
な
か
っ
た
)
の
に
、

「レ

1
ン
法
」
で
は
}
】
man--同
の
語
が
用
い
て
い
る
条
項
が
幾
つ
か
あ
り
、
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
」
概
念
の
統
一
・
確
立
が
認
め
ら
れ
る
。

(
2
)
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、

(
3
)
A
V
に
対
応
条
項
の
あ
る
「
レ
l
ン
法
」
の
条
項
の
中
に
は
(
単
な
る
言
葉
の
置
き
換
え
に
は
止
ま
ら
ず
)
実
質
的
な
「
改
訂
」
・
「
補
足
」

を
施
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
二
・
二
一
あ
り
、
そ
れ
は
い
ず
れ
も

(
A
V
で
は
論
旨
が
不
明
確
で
あ
り
あ
る
い
は
一
貫
し
て
い
な
か
っ
た
点
を
)

「
是
正
」
し
(
て
、
特
に
「
法
的
論
理
」
と
し
て
一
貫
し
た
も
の
に
し
)
た
も
の
で
あ
る
。
(
特
に
、

A
V
で
は
二
つ
の
条
項
に
分
か
れ
て
い
て
必
ず
し
も

相
互
に
一
貫
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
を
一
つ
の
条
項
に
ま
と
め
て
首
尾
一
貫
さ
せ
た
ケ
l
ス
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
「
テ
キ
ス
ト
成
立
史
」
の
問
題
に
と
っ

て
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
)
。

(
4
)
「レ
l
ン
法
」
の
関
係
条
項
が
ふ
え
た
も
う
一
つ
の
理
由
は
、

A
V
に
対
応
条
項
の
な
い
関
係
条
項
が
(
新
た
に
)
「
補
足
」
さ
れ
た
こ

と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
(
新
た
に
)
「
補
足
」
さ
れ
た
条
項
を
も
含
め
る
と
次
の
よ
う
な
事
実
が
認
め
ら
れ
る
。

(

a

)

}

同man--円
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
条
項
に
姿
を
見
せ
る
お
各
二

g
、同開

g、
m
n
a
n
Z刊
の
語
・
な
い
し
概
念
に
つ
い
て
も
、
右
の

(
1
)

と

(
2
)
で
述
べ
た
の
と
ま
っ
た
く
閉
じ
こ
と
が
言
え
る
。

北法51(3・39)905

(
b
)
こ
れ
ら
の
(
新
た
に
)
「
補
足
」
さ
れ
た
条
項
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
問
題
は
幾
つ
か
の
主
題
に
集
中
し
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
主
題
は



説

(
同
一
条
項
の
中
に
)
相
互
に
交
差
し
て
現
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
条
項
の
「
補
足
」
が
(
あ
る
統
一
的
な
観
点
か
ら
)
意
識
的
・
自
覚
的

に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。

吾i恥

両岡

(
C
)
そ
う
し
た
「
改
訂
」
・
「
補
足
」
の
中
で
、
特
に
「
出
生
(
身
分
こ
や
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
そ
れ
に
肘

g
s
g
(
H
「
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
(
流
血
)

裁
判
権
)
な
ど
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
中
心
的
主
題
に
属
す
る
も
の
が
大
き
な
比
重
を
占
め
、
そ
れ
ら
の
「
補
足
」
が
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
け
る
記

述
・
省
察
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
(
「
ラ
ン
ト
法
」
の
後
に
書
か
れ
た
)
た
こ
と
が
判
る
o
(
特
に
、

m
g
n
z
g、
ユ
円
宮
門
旬
、
日

z
g
の
語
を
ラ
ン
ト
法
上

の
「
裁
判
」
と
関
連
す
る
場
合
に
限
っ
て
用
い
る
用
語
法
、
お
よ
び
、
ロ
ロ

mgsg
の
概
念
が
、
こ
れ
ら
「
レ
l
ン
法
」
に
お
い
て
「
改
訂
」
・
「
補
足
」
さ

れ
た
筒
所
な
い
し
条
項
に
(
は
じ
め
て
)
姿
を
見
せ
る
こ
と
は
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
)
0

(5)
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
お
よ
び
「
レ

l
ン
法
」
の
関
連
条
項
に
見
ら
れ
る
(
使
用
頻
度
の
高
い
)
キ

l
・
ワ
ー
ド
の
う
ち
、

本
稿
で
(
ほ
と
ん
ど
)
ま
っ
た
く
検
討
で
き
な
か
っ
た
も
の
は
、
吉
田
8
2
0
と
者
向
自
門
出
血
お
よ
び
(
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
)
名
目
お
な
い
し

(
山
川
)

明
白
老
町
円
四
だ
け
で
あ
る
、
と
言
っ
て
も
よ
く
、
本
稿
に
お
け
る
検
討
の
結
果
が
(
そ
れ
ら
の
語
の
検
討
に
よ
っ
て
も
)
も
は
や
動
く
こ
と
が
な
い
、

(
初
)

と
い
う
こ
と
は
(
あ
ら
か
じ
め
)
確
信
を
も
っ
て
断
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

註
(
制
)
第
一
章
・
さ
C

・
(
9
)
・
(
b
)
を
参
照
。
念
の
た
め
に
「
レ
l
ン
法
」
の
条
項
に
則
し
て
再
掲
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
レ
ー
ン
法
一
、

二
・
二
、
二
・
四
(
二
回
)
、
二
・
六
(
三
回
)
、
二
一
ニ
・
一
、
四
七
・
二
、
六
九
・
一
(
一
一
回
)
、
七
一
・
二
O
。

(
出
)
第
一
章
・

2
一)・

(
9
)
・
(
a
)
を
参
照
。
レ
ー
ン
法
一
、
二
五
・
一
二
、
五
四
・
一
。
た
だ
し
、
レ
ー
ン
法
七
八
・
一
の

E
Z
(
お
よ
び

E-22)

の
語
は
省
略
し
て
あ
る
(
前
註
(
日
)
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

(
制
)
レ
l
ン
法
二
・
五
(
三
回
)
、
二
・
七
、
五
四
・
二
、
五
六
・
一

(二回)、

五
六
・
五
、
六
九
・
八
、
七
一

-
二
二
、
七
五
・
一
(
二
回
)
、
七
五
・

北法51(3・40)906
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一
二
、
八
0
・
二
(
二
回
)
、
八
0
・
三
、
七
七
(
二
回
)
0

(
加
)
レ

i
ン
法
一
二
・
一
、
一
二
・
二
(
二
回
)
。

(
拙
)
し
た
が
っ
て
、
「
レ

l
ン
法
」
全
体
で
は
、

zan--円
の
語
は
二
O
条
項
中
の
三
O
箇
所
で
、
ま
た
、
お
昨
日
開
の
語
は
五
条
項
中
の
六
箇
所
で
(
た
だ

し
、
前
註
(
加
)
の
末
尾
を
参
照
)
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(
加
)
レ
l
ン
法
二
・
六
(
前
註

(
M
)
を
参
閉
じ
、
一
一
三
・
一
(
前
註
(
お
)
を
参
照
)
、
四
七
・
二
(
前
註
(
お
)
を
参
照
)
、
五
回
・
一
(
比
例
註

(m)、
お
よ

び
、
第
三
章
・

c、
(
四
)
・

(
2
)
・
(
b
)
お
よ
び
①
を
参
照
)
、
七
一
・
二
O
(
前
註
(
明
記
)
、
お
よ
び
、
第
三
章
・

B
、
(
三
)
・

(
2
)
・
①
を
参
照
)
。
な
お
、

本
文
に
「
(
少
な
く
と
も
)
」
の
一
語
を
加
え
た
の
は
、
レ
ー
ン
法
二
・
四
で
は
(
実
質
的
に
は

A
V
一
・
六
の
「
n
q胃
5
5包
宮
を
欠
く
者
」
に
対
応

し
て

)
E
R
E
-円
に
生
ま
れ
(
つ
い
)
て
い
な
い
者
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
(
前
註
(
辺
)
を
参
照
)
、
こ
の
表
現
は
、
や
が
て
後
述
す
る

よ
う
に
、
単
な
る
「
言
葉
の
置
き
換
え
」
と
は
言
え
な
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(
捌
)
レ

l
ン
法
二
五
・
一
一
一
(
前
註
(
幻
)
を
参
照
)
。

(加
)
A
V
一
・
四

(
H
レ
l
ン
法
二
・
こ
。
前
出
、
第
一
章
・
つ
二
・
③
を
参
照
。

(
m
)
A
V
一・一一一

(
H
レ
l
ン
法
ニ
。
前
出
、
第
一
章
・
(
二
)
・
②
お
よ
び
前
註
(
ゆ
)
を
参
照
。

(
却
)
前
出
、
第
一
章
・
さ
乙
・

(
8
)
、
お
よ
び
、
第
二
章
・

2
乙・

(
l
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
本
文
中
に
「
家
臣
が
(
祖
父
や
)
父
と
同
じ
シ

ル
ト
を
承
継
す
る
」
と
し
て
、
「
祖
父
」
を
(
)
で
く
る
ん
だ
の
は
次
の
理
由
に
よ
る
。
た
と
え
ば
、
祖
父
が
(
「
フ
ラ
イ
エ
・
へ
レ
ン
」
に
属
し
て
)

第
四
シ
ル
ト
を
も
っ
て
い
て
も
、
父
が
同
じ
第
四
シ
ル
ト
を
も
っ
者
の
家
臣
に
な
っ
て
第
五
シ
ル
ト
に
下
が
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
。

こ
の
場
合
、
怠
は
「
祖
父
(
の
代
)
か
ら
「
騎
士
の
出
自
」
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
息
が
「
レ
l
ン
法
(
上
の
能
力
)
」
を
も
つ
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な

い
が
、
息
の
シ
ル
ト
は
(
祖
父
と
で
は
な
く
)
父
と
(
だ
け
)
同
じ
こ
と
に
な
る
。
因
み
に
こ
の
問
題
は
、
本
稿
で
の
問
題
の
出
発
点
と
な
っ
た
レ
ー

ン
法
五
四
・
二
(
に
お
い
て
、
「
臣
従
関
係
が
相
続
さ
れ
な
い
限
り
は
」
と
い
う
限
定
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
)
と
も
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
出
)
こ
の
条
項
が
ま
ず
述
べ
て
い
る
の
は
、
字
義
通
り
に
は
、
「
息
が
(
亡
)
父
に
代
わ
っ
て

(
H
亡
父
の
主
君
の
)
家
臣
に
な
る
こ
と
を
望
ま
な
い
場

合
」
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
論
理
的
に
は
、
息
が
誰
の
家
臣
に
も
な
ろ
う
と
し
な
い
場
合
も
当
然
そ
れ
に
含
ま
れ
(
う
)
る
。
じ
か
し
、

そ
の
場
合
に
は
、
息
の
(
へ
l
ル
)
シ
ル
ト
を
変
動
さ
せ
る
要
因
は
お
よ
そ
存
在
し
な
い
し
、
こ
の
条
項
(
少
な
く
と
も
そ
の
後
段
)
の
論
旨
が
、
家

臣
の
も
つ
(
へ

l
ル
)
シ
ル
ト
が
上
が
る
の
は
(
国
王
か
ら
直
接
に
)
「
旗
レ
l
ン
」
を
授
封
さ
れ
て
「
(
世
俗
)
諸
侯
」
に
昇
格
し
た
場
合
に
限
ら
れ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
本
文
に
掲
げ
た
試
訳
に
「
(
そ
し
て
、
亡
父
の
主
君
よ
り
も
シ
ル
ト
の
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高
い
主
君
の
家
臣
、
多
く
の
場
合
亡
父
の
上
級
主
君
の
直
臣
に
な
る
と
と
い
う
禎
訳
を
加
え
て
お
い
た
。
な
お
、
「
旗
レ
l
ン
」
(
の
内
実
が
「
(
ラ

ン
ト
法
上
の
)
流
血
裁
判
権
」
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
れ
が
「
(
世
俗
)
諸
侯
」
で
あ
(
り
う
)
る
た
め
の
決
定
的
要
因
で
あ
る
こ
と
)
に
つ
い
て
は
、
前

稿
(
二
)
、
(
五
)
・
(

1

)

(

八
O
八
・
八
O
九
頁
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
加
)
こ
の
条
墳
に
お
け
る

R
Z
E
の
語
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
出
)
で
述
べ
た

5
ぉ
2
2
の
語
の
用
法
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で

も
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
先
行
す
る
レ
l
ン
法
六
・
二
は
、
「
息
を
も
た
な
い
い
ず
れ
の
家
臣
も
、
主
君
が
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
に
つ
い
て

(
別
な
家
臣
に
)
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
を
封
与
し
て
い
た
場
合
を
除
き
、
所
領
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
(
リ
占
有
権
)
を
主
君
に
相
続
さ
せ
る
(
刊
み
岳
母
ロ
宮
司

g)」

と
言
っ
て
お
り
、
こ
の
レ

l
ン
法
一
一
一
・
三
と
文
言
上
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、

A
V
の
テ
ス
ス
ト
と
の
対
応
関
係
の
有
無
、
お
よ
び
、

(
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
」
で
新
た
に
用
い
ら
れ
た

)
5
8
2
2
の
用
語
法
を
併
せ
考
え
る
と
、
レ
ー
ン
法
六
・
二
の
町
三
宮
の
誇
は
対
応
す
る
A

V
一
・
二
五
の

E
R
a
-箆
を
直
訳
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
レ

l
ン
法
」
に
お
け
る
「
改
訂
」
・
「
補
足
」
の
流
れ
か
ら
言
え
ば
、
当
然

5
ぉ
2
2
の
語

に
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
(
「
レ
l
ン
法
」
の
巻
頭
近
く
に
位
置
す
る
た
め
、
ま
だ
「
改
訂
」
の
方
針
が
確
立
さ
れ
て

お
ら
ず
)
「
改
-
訂
洩
れ
」
の
ま
ま
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、

5
8
2
2
の
語
に
つ
い
て
は
、

前
註
(
m
m
)

・
(
則
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
制
)
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
(
同
等
出
生
身
分
の
)
息
が
父
の
(
へ
!
ル
)
シ
ル
ト
と
同
じ
そ
れ
を
も
っ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
同
じ
「
出
生

身
分
」
の
者
へ
と
「
世
襲
」
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
レ
ー
ン
法
一
二
・
二
一
が
父
か
ら
息
へ
の
所
領
の
「
相
続
」
を
l
|
六
・
二

(
H
A
V
一
-
一
一
五
)

と
は
異
な
り
|
|
主
君
へ
の
「
死
因
帰
属
」
と
明
確
に
区
別
す
る
に
い
た
っ
た
の
も
、
こ
の
こ
と
と
の
関
連
で
は
む
し
ろ
当
然
の
帰
結
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
加
)
を
も
う
一
度
参
照
さ
れ
た
い
。

(
加
)
前
出
、
第
一
章
・
(
二
)
の
⑤
と
前
註
(
辺
)
、
お
よ
び
、
⑬
と
前
註
(
犯
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
抑
)
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
「
法
」
の
規
範
構
造
か
ら
言
え
ば
、
各
人
は
部
族
毎
・
身
分
毎
に
異
な
る
「
(
ラ
ン
ト

法
上
の
)
法
」
に
「
生
ま
れ
る
」

(
H
「
各
人
生
得
の
法
」
)
の
で
あ
っ
て
、
各
人
の
も
つ
へ

l
ル
シ
ル
ト
は
そ
の
レ
l
ン
法
上
の
地
位
を
示
す
も
の
に

す
ぎ
ず
、
現
に
そ
れ
は
(
例
外
的
に
で
は
あ
れ
)
各
人
の
レ
!
ン
法
上
の
地
位
(
の
変
更
)
に
伴
っ
て
変
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
(
「
レ
ー
ン
法
」
で
新
た
に
)
「
(
あ
る
)
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
に
生
ま
れ
(
つ
い
)
て
い
る
(
な
い
し
、
い
な
い
こ
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
注
意
さ
れ
た
い
。

(
抑
)
前
出
、
(
二
)
・

(3)
を
参
照
。
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ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト市IJ(4・完)

(
捌
)
第
一
章
・
(
二
)
、
③
・
④
・
⑤
お
よ
び
前
註
(
却
)
L
(
お
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
似
)
前
註
(
初
)
を
参
照
。
こ
こ
で
は
、
さ
し
あ
た
り

(
A
V
一
・
五
の
ず
B
o
p
s
E
E
E
と
い
う
表
現
に
則
し
て
)
、
「
レ
l
ン
と
し
て
占
有
・
支
配
す

る
権
利
」
、
特
に
小
作
人
に
小
作
地
と
し
て
貸
し
出
す
権
利
(
だ
け
)
を
問
題
に
し
、
「
又
授
封
権
」
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
後
述
す
る
。

(抑

)g-加
刊
の
語
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
伺
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
加
)
前
出
、
(
二
)
・

(
3
)
を
参
照
。

(
捌
)
第
一
章
・
合
二
・
⑦
を
参
照
。
な
お
、
レ
ー
ン
法
二
三
・
一

(
H
A
V
一
・
五
O
)
は
、
そ
こ
で
も
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
置
か
れ
て

い
る
文
脈
か
ら
は
(
主
に
)
レ
l
ン
の
「
相
続
」
に
か
か
わ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
二
・
五
の
よ
う
な
「
特
則
」
が
「
補
足
」
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
逆
に
、
「
授
封
更
新
請
求
」
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
こ
と
を
推
定
で
き
る
形
に
な
っ
て
い
る
。

(
加
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
・
(
一
二
)
・

(
7
)
お
よ
び
そ
の
(

a

)

(

本
稿
(
二
、
二
二
七
二
頁
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
加
)
向
上
で
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
こ
う
し
た
(
又
)
家
臣
の
権
利
(
な
い
し
、
地
位
)
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
た
の
は
、
直
後
に
つ
づ

く
レ
l
ン
法
二
・
六

(
H
A
V
一
・
七
)
だ
け
で
あ
っ
た
。

(
加
)
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
第
三
章
・

A
、
合
乙
・

(
3
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
イ
ケ
以
後
の
補
遺
に
か
か
る
レ

i
ン
法
二
・
三
で
は
、
「
彼
女
の

存
命
中
」
と
い
う
こ
と
を
明
示
し
て
レ
l
ン
に
設
定
さ
れ
た
一
期
分
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
占
有
(
・
支
配
)
し
て
い
る
女
性
(
日
妻
)
の
授
封
更
新

請
求
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
想
起
し
て
お
き
た
い
。

(
抑
)
前
註
(
お
)
・
(
担
)
・
(
町
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
捌
)
第
一
章
・
つ
乙
・
⑤
を
参
照
。

(
別
)
第
二
章
・
つ
乙
・
@
、
お
よ
び
、
前
註
(
町
)
を
参
照
。

(m)
前
註

(μ)
・
(
臼
)
を
参
照
。

(m)
第
一
章
・
さ
C

・
(
7
)
を
参
照
。

(m)
向
上
、

(a)
を
参
照
。

(
別
)
こ
の
点
に
つ
い
て
、
教
会
諸
侯
で
あ
る
「
聖
職
者
ま
た
は
女
性
」
か
ら
授
封
さ
れ
た
家
臣
に
つ
い
て
は
、
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
が
授
封
さ
れ
る
(
建

前
に
な
っ
て
い
る
)
の
だ
か
ら
、
当
然
、
又
授
封
権
も
「
相
続
」
権
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
を
も
た
な

い
主
君
」
か
ら
授
封
さ
れ
た
「
ヘ

i
ル
シ
ル
ト
に
つ
い
て
完
全
な
家
臣
」
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
推
定
す
る
こ
と
を
支
持
す
る
方
向
に
働
く
で
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5岡

あ
ろ
う
。
な
お
、
次
註
(
抗
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
抗
)
第
三
章
・

B
で
検
討
し
て
お
い
た
よ
う
に
、

B
n
y

ニg
に
つ
い
て
家
臣
は
、
又
授
封
権
と
授
封
更
新
請
求
権
だ
け
で
な
く
、
当
然
「
相
続
」
権

を
も
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
箇
所
の
巴

g
の
語
は
(
単
に
(
自
分
の
家
臣
に
)
「
又
授
封
す
る
」
場
合
だ
け
で
な
く
て
「
家
臣
の
封
相
続
人
に

対
し
て
亡
父
の
レ
l
ン
を
(
改
め
て
)
封
与
す
る
」
場
合
を
も
含
む
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
同
じ
こ
と
は
、

(
3
)
で
述
べ
る
レ
l
ン
法

(
ニ
・
六
へ
の
「
改
訂
」
と
同
時
に
「
補
足
」
さ
れ
た
と
目
さ
れ
る
)
二
・
七
に
お
け
る

z
g
の
語
に
つ
い
て
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
(
因
み
に
、
レ
ー
ン
法

二
・
六
の
最
初
の
文
章
中
、
「
:
:
:
あ
る
家
臣
が
:
:
:
授
封
さ
れ
る
」
と
訳
し
た
箇
所
の
原
語
は
σ己
2
2
5
3
で
あ
る
)
。

(抗・

a)
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
一
二
・

C
、
(
四
)
・

(
5
)
で
も
分
析
し
て
お
い
た
。
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

(
別
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
却
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
加
)
前
出

(
1
)
・
(

C

)

で
述
べ
た
疑
問
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
関
連
し
て
前
註
(
加
)
で
述
べ
た
こ
と
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
こ
こ
で
述
べ
て

い
る
私
見
を
前
提
に
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
推
定
す
る
こ
と
も
強
ち
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
、
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
レ

l
ン
法
」
の
ラ

テ
ン
語
版
原
本
H

「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
が
書
か
れ
た
後
に
そ
れ
を
ド
イ
ツ
語
に
移
す
際
に
、
ま
ず
レ
l
ン
法
二
・
六
に
「
改
訂
」
・

「
補
足
」
が
施
さ
れ
、
次
い
で
そ
れ
を
前
提
に
し
て
、
(
あ
る
い
は
「
ラ
ン
ト
法
」
を
独
訳
し
そ
れ
に
「
改
訂
」
・
「
補
足
」
を
加
え
た
後
で
)
、
レ

i
ン
法

二
・
五
と
こ
・
七
(
前
半
)
を
「
補
足
」
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
定
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
定
か
な
こ
と
は
判
ら
な
い
。

(
別
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
の
さ
乙
・

(
4
)
お
よ
び
(
特
に
)
(
四
)
で
詳
細
に
検
討
し
て
お
い
た
。

(
別
)
「
教
会
領
」

(
H
教
会
に
属
し
て
い
る
所
領
)
に
つ
い
て
は
、
レ
ー
ン
法
七
一
・
七
(
第
三
章
・

C
、
(
囚
)
・

(
3
)
・
①
)
お
よ
び
七
六
・
2

一
(
向
上
、

(四)・

(
2
)
・
①
、
お
よ
び
、
前
註

(m)
の
②
・
①
)
に
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
笛
所
は
い
ず
れ
も
「
レ

l
ン
法
」
で
「
補
足
」
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
そ
こ
で
は
い
ず
れ
も
哲
在
何
回
吉
田
が
所
領
の
持
主
な
い
し
授
封
者
と
し
て
現
れ
る
(
な
お
、
ほ
か
に
レ
l
ン
法
二
0

・
五
で
は

E
m
g克
明

去

の
語
が
「
司
教
領
H
教
会
諸
侯
領
」
な
い
し
「
教
会
諸
侯
権
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
)
が
、
(
「
聖
職
者
は
母
の
ゲ
ラ
1
デ
に
つ
い
て
姉
妹
と
均
等
の
分

を
取
得
す
る
」
と
す
る
)
ラ
ン
ト
法
一
・
五
・
一
二
(
第
二
章
・
(
二
)
・
②
)
の
末
尾
で
「
(
ま
だ
嫁
資
と
し
て
)
ゲ
ラ
l
デ
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
姉
妹
は
、

彼
女
の
ゲ
ラ
l
デ
を
、
宮
再
開
口
ま
た
は
聖
職
禄
(
℃
8
5
E
m
)
を
も
っ
(
あ
る
い
は
、
受
領
し
て
い
る
)
(
Z
2
2
)
聖
職
者
と
分
か
つ
こ
と
は
な
い
」

と
述
べ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
教
会
」
(
特
に
そ
の
収
益
)
が
聖
職
者
に
レ

l
ン
と
し
て
封
与
さ
れ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
(
前
註

(
日
)
を
参
照
)

0

(

こ
う
し
た
解
釈
が
当
た
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
の
場
合
)
「
教
会
(
の
収
益
)
」
を
授
封
さ
れ
た
聖
職
者
が
ラ
イ
ヒ
に
対
し
て
い
か
な

る
義
務
を
負
う
か
(
あ
る
い
は
、
負
わ
な
い
か
)
に
つ
い
て
は
(
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
全
巻
を
通
じ
て
)
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
城
塞

北法51(3・44)910
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レ
ー
ン
」
に
つ
い
て
は
、
レ
ー
ン
法
七
一
・
一
人

(
H
「
城
塞
レ
l
ン
を
も
と
に
彼
(
H
城
臣
)
は
主
君
に
対
し

Z
F
E
を
行
う
義
務
も
F
0
8
〈
皇
(
を
行

う
義
務
)
を
も
負
う
こ
と
が
な
く
、
彼
は
城
塞
に
住
ん
で
、
そ
れ

(
H
城
塞
)
が

(
H
防
禦
を
)
必
要
と
す
る
場
合
、
そ
れ

(
H
城
塞
)
を
防
禦
し
な
く
て
は
な

ら
ず
、
ま
た
、
彼
の
主
君

(
H
城
主
)
の
た
め
に
城
塞
法
廷
に
お
い
て
判
決
を
発
見
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
|
|
第
三
章
・

B
、
(
二
)
・

(
2
)
・
(
C
)

で
訳

出
し
た
A
V
三
・
二
と
比
較
さ
れ
た
ど
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ラ
イ
ヒ
に
対
す
る
軍
役
義
務
(
お
よ
び
参
廷
義
務
)
は
負
わ
な
い
。
(
女
性
を
も

含
む
)
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
者
」
は
(
判
決
発
見
人
・
証
人
と
し
て
の
地
位
・
「
権
利
」
に
制
約
は
あ
る
に
せ
よ
)
主
君
に
対
し
参
廷
義
務
を
負
っ
て

い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
レ

i
ン
法
二
・
七
の
「
ラ
イ
ヒ
に
対
し
て
勤
務
す
る
義
務
」
は
「
軍
役
義
務
」
を
指
す
と
考
え
て
ま
ず
間
違
い
あ

る
ま
い
(
な
お
、
島
2
ロ

-se宮
訟
の
用
語
法
に
つ
い
て
は
、
「
前
稿
」
(
二
、
一
・
(
一
二
)
・

(
2
)
・
(a)
、
お
よ
び
、
二
・
合
二
・

(
2
)
・
(
b
)
を
参
照
さ
れ

た
い
)
。

(捌

)
A
V
一
・
五
と
一
・
六
H
レ
l
ン
法
二
・
二
と
二
・
四
(
第
一
章
・
合
乙
・
④
と
①
、
お
よ
び
、
前
註
(
初
)
1
(
勾
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、

こ
れ
に
関
連
し
て
、

(
A
V
に
対
応
条
項
の
な
い
)
レ

i
ン
法
=
一
四

(
H
「
授
封
さ
れ
た
(
寡
婦
を
含
む
既
婚
の
)
妻
女
お
よ
び
(
未
婚
の
)
娘
は
、
母
国
島
町
田

町

0
2
E
(
H
ラ
イ
ヒ
(
の
た
め
)
の
出
陣
・
出
征
)
の
勤
務
を
す
る
義
務
を
負
わ
ず
(
あ
る
い
は
、
負
わ
な
い
が
)
、
彼
女
等
は
(
そ
の
代
わ
り
に
)
定
め
ら
れ
た

法
(
あ
る
い
は
、
法
の
定
め
)
に
従
い

Z
B
g
g
(
H軍
役
(
代
納
)
金
)
を
支
払
う
べ
き
で
あ
る
(
あ
る
い
は
、
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
〉
。
彼
女
等
は
レ
ー

ン
法
廷
に
お
い
て
(
は
)
(
E
g
g
-
o
E
R
Z
O
)
〈
向
。
を
免
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
)
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。

@
こ
の
条
項
は
、
(
へ
l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
)
「
授
封
さ
れ
た
女
性
」
(
一
般
)
に
つ
い
て
、
彼
女
等
は
「
ラ
イ
ヒ
の
た
め
の
出
陣

(
な
い
し
出
征
こ
に
従
事
し
な
い
、
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
、
彼
女
等
が
「
軍
役
(
代
納
)
金
」
を
支
払
う
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

彼
女
等
に
授
封
さ
れ
た
所
領
は
号

Mユ
Z
M
号
8
伯
仲
の
義
務
を
伴
う
も
の
、
つ
ま
り
号
白
島
何
回
同
巴
円
で
あ
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
レ
ー
ン
法
二
・
七
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
(
も
と
も
と
)
そ
う
し
た
義
務
を
伴
わ
な
い
所
領
を
授
封
さ
れ
た
場
合
の
こ
と
で
あ
り
、

(
特
に
城
塞
レ
!
ン
を
授
封
さ
れ
た
場
合
の
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
は
っ
き
り
す
る
よ
う
に
て
そ
う
し
た
所
領
を
授
封
さ
れ
た
「
聖
職
者
お
よ
び
女
性
」

は
「
軍
役
(
代
納
)
金
」
を
支
払
う
こ
と
を
要
し
な
か
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

⑥
別
稿
(
石
川
「
ラ
ン
ト
法
と
レ
l
ン
法
」
、
註
(
日
)
を
参
照
)
で
も
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
こ
の
条
項
の
〈
旬
刊
の
諾
の
読
み
方
に
つ
い
て
は
問

題
が
あ
る
が
、

E
-
∞・

3
∞咽コ-・
M
M
∞
(
お
よ
び
、
因
。
ロ
ド
印
a
E
∞
『
)
と
と
も
に
、
そ
れ
を
(
特
に
訴
訟
上
の
)
不
利
益
(
や
危
険
H
。
広
島
『
)
」
と
解
す

れ
ば
、
こ
の
条
項
の
末
尾
の
一
文
か
ら
「
授
封
さ
れ
た
女
性
」
も
主
君
の
レ

l
ン
法
廷
に
は
参
画
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
で
あ
ろ
う
。

。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
末
尾
の
一
文
に
は
、
ア
イ
ケ
以
後
の
手
で
、
「
彼
女
等
は
へ

I
ル
シ
ル
ト
を
も
っ
て
い
な
い
か
ら
」
と
い
う
補
足
が
施
さ
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自問

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
〈
問
。

(
H
〈
R
g、
ラ
イ
ヒ
の
た
め
に
出
陣
・
出
征
す
る
こ
と
)
と
い
う
理
解
を
前
提
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
に
そ
う
し
た
理
解

を
前
提
す
る
異
本
も
あ
る
し
(
出
。
ロ
M
-
m
・
8
P
合
唱
を
参
照
)
、
今
日
で
も
(
そ
の
補
足
を
含
め
た
)
末
尾
の
一
文
(
全
体
)
を
、
彼
女
等
は
、
ヘ

l
ル

シ
ル
ト
を
も
た
な
い
か
ら
、
レ
ー
ン
法
に
お
い
て
は
、
出
陣
(
な
い
し
出
征
)
(
の
義
務
)
か
ら
解
放
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
解
釈
を
採
る
者

も
あ
る

3
2
0ゴ4
臼
-
M
∞
凶
)
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
は
、
「
レ
l
ン
法
」
に
お
け
る
窓
口
ロ

g
gロ
B
n
z
B
の
用
語
法

(
H
こ
の
表
現
が
他
の
箇
所
で
は
す
べ

て
「
レ
i
ン
法
廷
に
お
い
て
」
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
|
|
石
川
、
向
上
、
一
六
一
四
頁
を
参
照
)
と
矛
盾
す
る
(
し
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
に
お
け
る

Z
2
R
の
(
な
い
し
、
軍
役
)
義
務
は
す
べ
て
レ
i
ン
法
上
の
義
務
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
「
レ
l
ン
法
に
お
い
て
」
の
一
句
は
意
味
を
な
さ
な
い
)
。
さ
ら

に
@
で
述
べ
た
こ
と

(
H
レ
l
ン
法
二
・
七
と
の
比
較
)
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
女
性
」
(
一
般
)
は
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
も
た
な
い
か
ら
」
「
ラ
イ

ヒ
の
た
め
の
出
陣
(
な
い
し
出
征
こ
の
義
務
を
免
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
「
軍
役
(
代
納
)
金
」
を
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
こ

と
は
む
し
ろ
「
軍
役
義
務
」
の
存
在
が
前
提
さ
れ
た
上
で
の
こ
と
だ
、
と
(
も
)
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
ア
イ
ケ
以
後
の
補
遣
は
も

と
も
と
む
し
ろ
「
彼
女
等
は
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
を
も
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に

ERR--円の

語
が
現
れ
る
の
で
、
特
に
一
言
し
て
お
い
た
次
第
で
あ
る
。

(
加
)
本
章
・

B
、
合
乙
・

(
2
)
・
(
C
)
、
お
よ
び
、
前
註
(
抑
)
で
訳
出
し
た
A

V
三
・
二
、
お
よ
び
、
レ

l
ン
法
七
一
・
一
八
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
加
)
「
前
稿
」
、
一
・
(
一
二
)
・

(
2
)
・(
a

)

(

「
前
稿
」
(
二
、
四
三
六
貰
)
、
お
よ
び
、
二
・

(
2
)
・
(
b
)
(
向
上
、
四
四
二
1
四
四
三
頁
)
を
参
照
。

(
加
)
向
上
で
も
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

i
ゲ
ル
、
特
に
そ
の
「
レ

l
ン
法
」
で
は
、
(
軍
事
勤
務
と
い
う
意
味
で
の
)
色
町
田
島
一
四
回

母
国
冊
目
円
は
、
(
直
接
に
は
主
君
か
ら
家
臣
に
対
し
て
命
ぜ
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
)
、
す
べ
て
国
王
の
命
に
発
し
ラ
イ
ヒ
の
た
め
に
な
さ
れ
る
、
と
い

う
原
則
(
な
い
し
建
前
)
が
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
(
教
皇
に
よ
る
)
皇
帝
聖
別
の
た
め
の
ロ

1
マ
遠
征
の
よ
う
に
、
事
実
国
王
の
命
に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
「
色
町
田
ユ
W
四
日
開
去
を
レ
i
ン
と
し
て
受
領
し
て
い
る
い
ず
れ
の
家
臣
も
そ
の
主
君
と
と
も
に
」
参
加
す

べ
き
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
(
裏
か
ら
言
え
ば
)
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
を
授
封
さ
れ
て
い
る
家
臣
に
は
、
少
な
く
と
も
文
言
上
、
こ
れ
に
参
加
す
る
義

務
が
な
い
こ
と
に
な
る
(
前
註
(
胤
)
を
参
照
)
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
レ
ー
ン
法
二
・
七
へ
の
補
遣
も
、
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
を
授
封
さ
れ
て
い

る
家
臣
に
は
(
少
な
く
と
も
)
こ
の
意
味
で
の
号
∞
ユ
-GM
色
自
由
民
の
義
務
が
な
い
こ
と
を
裏
づ
け
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(
制
)
前
註
(
捌
)
で
詳
論
し
た
レ
l
ン
法
三
四
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
加
)
前
註
(
加
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
術
)
念
の
た
め
に
一
言
す
る
と
、
以
上
の
本
文
で
扱
っ
た
条
項
の
う
ち
、
明
示
的
に
「
女
性
に
対
す
る
授
封
」
に
言
及
し
て
い
る
の
は
、
(
=
ζ

・
(
2
)
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で
扱
っ
た
レ

l
ン
法
二
・
六
と
さ
乙
・

(
3
)
で
扱
っ
た
レ

l
ン
法
二
・
七
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
前
註
(
捌
)
で
詳
論
し
た
(
そ
し
て
、
ア
イ

ケ
以
後
の
補
遣
に
は

Zoan-z
の
諾
が
姿
を
見
せ
る
)
レ

l
ン
法
三
四
を
も
加
え
る
と
、
都
合
三
条
項
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
加
)
レ

l
ン
法
五
六
・
一
、
五
六
・
二
、
五
六
・
四
、
五
六
・
五
、
七
五
・
て
七
五
・
二
(
ド
イ
ツ
話
第

A

一
版
)
、
七
五
・
コ
一
。

(
捌
)
第
一
章
・
(
二
)
・
④
お
よ
び
前
註
(
却
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
捌
)
同
上
・
⑤
お
よ
び
前
註
(
幻
)
・
(
幻
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
捌
)
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
家
臣
は
「
女
性
と
と
も
に
」
所
領
を
受
領
し
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
(
彼
女
と
と
も
に
受
領
す
る
こ
と
な
く
)
わ

ざ
わ
ざ
「
彼
女
か
ら
」
(
託
さ
れ
て
)
(
あ
る
い
は
、
「
彼
女
の
た
め
に
」
)
受
領
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

(
別
)
因
み
に
、
ラ
ン
ト
法
一
・
三
二
・
一
に
は
、
夫
の
妻
に
対
す
る
関
係
に
つ
い
て

s
a
n
E同
R
S
E
E
-
R
8
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
第
二
章
・
(
四
)
・

(
3
)
・
(
b
)
、
お
よ
び
、
石
川
「
ゲ
ヴ
ェ

i
レ
」
、
一
一
三
一

1
一
一
一
一
一
一
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
加
)
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
、
所
領
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
(
H
占
有
権
)
は
(
法
的
に
は
)
女
性
に
だ
け
授
封
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ヒ
ル
シ
ユ
が

こ
の
箇
所
に
N
E
伺

0
8
5
5
司
自
色

(
H
総
手
的
に
)
と
い
う
註
解
を
加
え
て
、
す
ぐ
に
後
述
す
る
レ

l
ン
法
五
六
・
五
だ
け
で
な
く
、
レ
ー
ン
法
一
一
一

二
・
一

(
H
「
人
(
日
主
君
)
は
多
く
(
な
い
し
、
複
数
)
の
兄
弟
に
一
つ
の
所
領
を
封
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
彼
等
が
そ
れ
を
総
手
的
に
(
ヨ
=
常
温
自
色
2

Z
E
)
(
具
体
的
に
は
、
彼
等
の
手
す
べ
て
を
重
ね
合
わ
せ
て
主
君
の
関
か
れ
た
手
の
中
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
|
|
〈
包

-
E
-
凶・

3
少
〉
ロ
ヨ
・
ご
受
領
し
、
そ

れ
(
H
そ
の
所
領
)
に
つ
い
て
河
じ
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
H
占
有
権
)
を
も
っ
場
合
に
は
こ
の
参
照
を
も
求
め
て
い
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
ミ
ス
リ
l
デ
イ

ン
グ
で
あ
る
。
こ
の
「
共
同
授
封
」
は
、
兄
弟
が
「
同
じ
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
を
も
っ
」
と
い
う
点
で
、
レ
ー
ン
法
五
六
・
一
と
二
(
お
よ
び
五
)
の
女
性

と
後
見
人
の
「
共
同
授
封
」
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(
加
)
レ

l
ン
法
二
六
・
一

(
H
「
彼
等

(
H
子
た
ち
)
が
成
年
|
|
す
な
わ
ち
一
一
一
年

(
1
二
歳
)
1
1
に
達
し
て
い
な
い
問
、
彼
等
は
彼
等
の
主
君
の
家
臣

た
ち
の
一
人
を
後
見
人
と
し
て
も
つ
こ
と
が
で
き
、
そ
の
者

(
H
後
見
人
)
が
彼
等
を
レ
l
ン
法
廷
に
お
い
て
代
表
(
・
擁
護
)
す
る
」
)
、
お
よ
び
、
二
六
・

二
(
H
「
主
君
は
そ
の
子
が
彼
か
ら
受
領
し
て
い
る
所
領
に
つ
い
て
常
に
子
の
後
見
人
で
あ
る
、
彼

(
H
主
君
)
が
(
子
が
未
成
熟
日
満
一
一
一
歳
以
下
の
場
合
、

そ
の
子
あ
る
い
は
彼
の
後
見
人
に
)
ア
ン
ゲ
フ
エ
レ

(
H
所
領
の
収
益
)
を
封
与
す
る
こ
と
な
く
(
自
ら
)
も
っ
て
い
る
限
り
」
)
を
参
照
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
石
川
「
ゲ
ヴ
ェ

i
レ
」
、
一
六
三
頁
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

レ
j

J

(
捌
)
こ
こ
で
扱
う
レ

i
ン
法
五
六
・
五
の
前
に
、
(
五
六
・
一
と
二
を
承
け
た
)
次
の
よ
う
な
レ

l
ン
法
五
六
・
四
が
あ
る
。
「
女
性
が
彼
女
の
所
領
を

(
主
君
に
)
返
還
し
(
。

1
2
)、
あ
る
い
は
、
そ
れ

(
H
所
領
)
が
レ
!
ン
法
(
廷
の
判
決
)
を
も
っ
て

(
B
E
O
R
S
Z
m
)
彼
女
か
ら
剥
奪
さ
れ
る
(
な
い

北法51(3・47)913



説
告i誌

面冊

し
、
さ
れ
た
)
場
合
、
か
の
者
、
す
な
わ
ち
そ
れ

(
H
所
領
)
を
彼
女
と
と
も
に
受
領
し
た
者
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
(
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
H
占
有
権
を
)
も
た

な
い
(
こ
の
箇
所
、
原
文
は
』
目

5
5
F
O〈
町
二
R
E
n
Z
B
色

O
T
H比四
2
5円
高
ロ
斤
で
あ
る
が
、
異
本
の
中
は
E
n
Z
と
B
の
間
に
B
n
Z
の
誇
を
補
っ
て
い
る
も

の
が
あ
る
|
|
図
。
田
口
M
d
印

M

凶
タ
〉
ロ
自
-

H

与
を
参
照
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
が
そ
れ
(
H
そ
の
所
領
)
を
(
主
君
に
)
返
還
し
(
冨
)
、
あ
る
い
は
、
そ
れ

が
レ

l
ン
法
(
廷
の
判
決
)
を
も
っ
て
彼
か
ら
剥
奪
さ
れ
る
(
な
い
し
、
さ
れ
た
)
場
合
、
彼
女
は
そ
れ
に
つ
い
て
(
の
権
利
を
)
失
う
こ
と
は
な
い
、

彼
女
は
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
い
る

(
E
号ロ

5
8ロ
岳
|
|
こ
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ゲ
ヴ
ェ

i
レ
」
、
註
(
必
)
・
(
別
)
を
参
照
さ
れ
た
い
)
(
H
占

有
権
を
も
っ
て
い
る
)
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
そ
れ
に
つ
い
て
女
性
の
意
見
に
反
し
て
封
与
す
る
こ
と
を
え
な
い
、
た
だ
し
、
そ
れ
が
(
再
び
)

彼
等
(
二
人
)
に
封
与
さ
れ
て
(
彼
等
二
人
に
)
帰
属
す
る
(
あ
る
い
は
、
し
た
)
場
合
(
こ
の
箇
所

H
g
o
E
5
5
5『
-
a
g
g
E
E
の
読
み
方
に
は
問
題

が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
と
り
あ
え
ず
以
上
の
よ
う
に
訳
し
て
お
く
て
お
よ
び
、
彼
が
レ

l
ン
法
(
廷
の
判
決
)
を
も
っ
て
そ
う

す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
場
合
は
除
く
。

l
l
以
下
は
「
ド
イ
ツ
語
第
二
版
」

l
|
そ
れ
に
つ
い
て

W
庄
町
ぽ
に
な
る
(
H
家
臣
に
授
封
し
て
い
た
も

の
が
手
許
に
戻
り
、
授
封
さ
れ
て
い
な
い

H
(
改
め
て
)
授
封
し
う
る
状
態
に
な
る
)
も
の
は
、
女
性
に
と
っ
て
庁
全
n
F

に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
主
君
に

と
っ
て
ま
た
そ
れ
を
彼
女
と
と
も
に
受
領
し
た
家
臣
に
と
っ
て
(
-
色
♀
に
な
る
の
)
で
は
な
い
」
。
こ
の
条
項
に
よ
っ
て
本
文
お
よ
び
前
註
(
抑
)

で
述
べ
た
こ
と
は
さ
ら
に
裏
づ
け
ら
れ
る
が
、
煩
を
避
け
る
た
め
本
文
で
は
省
略
す
る
。

(
加
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る

weng
の
語
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
一
四
二
頁
お
よ
び
註
(
伺
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
揃
)
前
註
(
加
)
を
参
照
。

(
加
)
前
註
(
加
)
を
参
照
。

レ
ー
ン

(
捌
)
す
で
に
前
註
(
却
)
で
も
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
「
レ

l
ン
法
(
H
へ
1
ル
シ
ル
ト
)
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
主
君
か
ら
所
領
を
授
封
さ
れ

た
者
」
(
一
般
)
の
も
つ
権
利
に
つ
い
て
(
言
わ
ば
)
「
原
則
」
を
述
べ
た
レ

l
ン
法
二
・
二
(
お
よ
び
A
V
一
・
五
)
で
は
、
彼
等
に
は
「
相
続
」
権
お

よ
び
授
封
更
新
請
求
権
が
な
い
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
反
面
、
彼
等
の
又
授
封
権
に
つ
い
て
明
示
的
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、

こ
の
レ

l
ン
法
五
六
・
五
の
論
理
と
併
せ
考
え
る
と
、
彼
等
が
又
授
封
で
き
る
の
は
(
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
を
も
っ
)
家
臣
を
後
見
人
と
し
「
共
同
授
封
」

し
た
場
合
に
限
ら
れ
る
、
と
推
定
す
る
余
地
も
あ
り
そ
う
に
見
え
る
。
特
に
「
女
性
」
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
・
(
四
)
・

(3)
で
述
べ
た
よ
う
に
、

ラ
ン
ト
法
上
(
彼
女
等
の
「
(
生
得
の
)
法
」
の
欠
を
補
う
た
め
)
必
ず
後
見
人
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
レ
ー
ン
法
上
(
あ

る
い
は
、
レ
ー
ン
法
廷
に
お
い
て
)
も
必
ず
(
し
た
が
っ
て
、
そ
も
そ
も
彼
女
等
が
主
君
か
ら
授
封
を
受
け
る
際
に
も
)
後
見
人
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
あ

っ
た
、
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
(
第
三
章
・
A
で
扱
っ
た
「
一
期
分
」
に
関
す
る
条
項
を
含
め
て
)
女
性
の
(
レ
l
ン
法
上
の
)
後
見
人
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ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(4・完)

に
言
及
し
た
条
項
は
こ
の
レ
l
ン
法
五
六
以
外
に
は
な
く
、
ま
た
、
「
聖
職
者
」
(
お
よ
び
後
述
す
る
パ
ウ
ア
1

マ
イ
ス
タ
l
)
に
つ
い
て
は
、
単
に
後

見
人
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ
も
後
見
人
が
必
要
と
は
考
え
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
今
の
と
こ
ろ
私
は
、

こ
の
レ

l
ン
法
五
六
・
五
は
、
後
見
人
と
の
共
同
受
封
の
場
合
に
女
性
に
(
例
外
的
に
)
授
封
更
新
請
求
権
を
認
め
よ
う
と
す
る
五
六
・
一
か
ら

の
論
旨
の
流
れ
の
中
で
、
た
ま
た
ま
本
文
で
指
摘
し
た
よ
う
な
紛
れ
を
生
ん
だ
も
の
、
と
理
解
し
て
い
る
。

(捌・

a)
前
出
三

-
A
、
(
囚
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
捌
)
前
出

(
I
)
・
(
b
)
を
参
照
。

(
制
)
こ
の
条
項
の
前
に
、
「
ド
イ
ツ
語
第
二
版
」
に
属
す
る
レ

i
ン
法
七
瓦
・
二
日
「
こ
の
所
領
が
(
主
君
の
死
亡
等
に
よ
り
)
別
な

(
H
第
二
の
、
新
し

い
)
主
君
に
帰
属
す
る
(
あ
る
い
は
、
し
た
)
場
合
に
は
、
彼

(
H
新
し
い
主
君
)
は
そ
れ
を
、
法
(
の
定
め
)
に
よ
っ
て
(
そ
う
)
な
す
べ
き
よ
う
に
、

彼
等
二
人
に
封
与
す
る
(
こ
と
に
な
る
)
、
け
だ
し
、
彼
等
二
人
が
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
に
つ
い
て
一
つ
の

(
H
一
体
の
)
レ
l
ン
法
(
上
の
権
利
)
を

も
っ
て
お
り
、
彼
等
は
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
を
こ
の
(
新
し
い
)
主
君
か
ら
、
彼
等
が
そ
れ
を
前
の
主
君
か
ら
受
領
し
て
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、

受
領
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
(
新
し
い
)
主
君
が
女
性
に
対
し
て
授
封
更
新
を
拒
み
、
そ
し
て
彼

(
H
新
し
い
主
君
)
が
そ

れ
を
(
男
性
の
)
家
臣
一
人
だ
け
に
封
与
す
る
(
あ
る
い
は
、
し
た
)
場
合
は
、
そ
の
者

(
H
家
臣
)
が
そ
の
所
領
に
つ
い
て
完
全
な
レ

l
ン
法
(
上
の

権
利

)
(
g
〈
巳
庁

R
2
Z
)
を
取
得
し
、
女
性
の
同
意
を
得
て
ー
ー
と
い
う
の
は
、
彼
女
は
(
あ
る
い
は
、
彼
女
も
彼
と
と
も
に
)
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中

に
い
る
(
百
号
ロ
宅
2
2
岳

)(nそ
の
所
領
を
占
有
・
支
配
し
て
い
る
)
の
だ
か
ら
|
|
(
そ
れ
を
)
封
与

(
H
授
封
)
し
ま
た
(
主
君
に
)
返
還
す
る
こ

と
が
で
き
、
ま
た
彼
は
そ
れ

(
H
所
領
)
を
彼
の
子
た
ち
に
相
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
が
あ
る
。
そ
れ
(
特
に
そ
の
前
段
)
に
よ
っ
て
、

(a)
で

レ
l
ン
法
七
五
・
一
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
(
後
段
の
ご
新
し
い
)
主
君
が
法
(
の
定
め
)
に
反
し
て
女
性
に

授
封
更
新
を
し
な
い
場
合
に
、
(
実
質
的
に
女
性
の
権
利
が
守
ら
れ
る
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
言
わ
ば
そ
の
主
君
に
対
す
る
「
制
裁
」
と
し

て
)
、
家
臣
に
(
「
共
同
授
封
」
の
場
合
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
蓋
然
性
の
高
い
)
「
相
続
」
権
を
認
め
(
そ
の
結
果
、

g
Eニ
四
国
『

n
n
Z
の
語
が
「
相
続
」

権
を
も
含
む
も
の
に
な
っ
)
て
い
る
こ
と
な
ど
、
注
目
す
べ
き
点
も
あ
る
が
、
本
文
で
は
煩
を
避
け
て
省
略
し
た
。

(
飢
)
前
出

(
l
)
・
(
b
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
抑
)
明
示
的
に
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
者
」
に
対
す
る
授
封
に
言
及
し
て
い
る
条
項
と
し
て
は
、
以
上
に
述
べ
た
も
の
の
ほ
か
、
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ

ス
タ
l
職
・
レ

l
ン
」
に
か
か
わ
る
レ

l
ン
法
七
七
が
あ
る
が
、
こ
の
条
項
は
も
う
少
し
後
の
と
こ
ろ
で
「
国
制
」
に
か
か
わ
る
条
項
を
検
討
し

た
後
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
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説論

(制
)
A
V
二
・
五
一

H
レ
l
ン
法
六
八
・
五
(
前
註
(
捌
)
・
②
に
訳
出
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
制
)
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
・

C
、
(
四
)
・

(
a
)
お
よ
び
前
註
(
胤
)
で
述
べ
た
こ
と
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
制
)
レ

I
ン
法
一
四
・
三
、
一
四
・
四
、
一
五
・
一
、
一
五
・
二
、
一
五
・
三
、
二
八
・
二
、
二
九
・
一

(
H
A
V
一
・
七
五
)
、
三
八
・
一
、
三
八
・

一
一
、
五
八
・
一
、
五
九
・
一
、
五
九
・
四
、
六
0
・
一
、
六
九
・
九
、
七
一
・
一

O
、
八
0
・
一
、
入
0

・
二
、
八
0

・
三
。
こ
の
う
ち
、
レ
ー

ン
法
二
九
・
一
だ
け
は
A
V
に
対
応
条
項
が
あ
り
、
上
級
主
君
に
対
す
る
授
封
更
新
請
求
は
、

A
V
に
対
応
箇
所
の
な
い
(
つ
ま
り
、
「
レ
l
ン
法
」

で
新
た
に
「
補
足
」
さ
れ
た
)
箇
所
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
条
項
は
す
べ
て
A
V
に
対
応
条
項
が
な
い
。

(制・

a
)
m
a
g開
問
に
関
し
て
は
、

A
V
に
対
応
条
項
が
な
く
「
レ
l
ン
法
」
で
新
た
に
「
補
足
」
さ
れ
た
も
の
と
し
て
前
註
(
凶
)
で
数
え
た
条
項
が

(
ち
ょ
う
ど
)
一
八
に
な
っ
て
い
る
の
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
制
)
念
の
た
め
に
一
言
す
る
と
、
本
章
で
こ
れ
ま
で
に
訳
出
・
分
析
し
た
条
項
の
う
ち
家
臣
の
主
君
に
対
す
る
授
封
更
新
請
求
(
権
)
に
関
説
し
て

い
る
の
は
、
レ

I
ン
法
二
・
五

H

2
己・

(
1
)
、
二
・
六
H
(
三
)
・

(
2
)
、
二
・
七
日
三
乙
・

(
3
)
、
五
六
・
一

H
(
四
)
・

(
1
)
・
(a)
、

七
五
・
一

H
(
四
)
・

(
2
)
・
(a)
、
以
上
の
五
条
項
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
レ
l
ン
法
二
・
六
に
お
い
て
「
例
外
」
と
さ
れ
る
(
私
見
に
よ
れ
ば
)

「
聖
界
諸
侯
」
が
主
君
で
あ
る
場
合
は
、
(
「
聖
界
諸
侯
」
の
後
継
者
は
必
ず
選
ば
れ
る
(
建
斗
別
で
あ
る
)
は
ず
だ
し
、
家
臣
の
「
所
領
」
が
上
級
主
君
で
あ
る

「
国
王
」
に
帰
属
す
る
こ
と
は
(
法
的
に
は
ま
ず
)
あ
り
え
な
い
か
ら
)
、
家
臣
が
「
上
級
主
君
」
に
対
し
て
授
封
更
新
を
求
め
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
そ
う

に
な
い
。
ま
た
、
レ
ー
ン
法
二
・
七
の
後
段
、
ア
イ
ケ
以
後
の
「
ア
イ
ゲ
ン
(
・
レ
l
ン
)
」
に
関
す
る
補
足
に
関
し
て
は
、
(
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て

は
上
級
主
君
が
存
在
し
な
い
か
ら
)
、
上
級
主
君
に
対
す
る
授
封
更
新
の
請
求
が
お
よ
そ
問
題
に
な
り
え
な
い
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
を
除
く
上
記
の
条
項
の
「
主
君
」
に
対
す
る
授
封
更
新
の
請
求
に
「
上
級
主
君
」
に
対
す
る
そ
れ
も
含
ま
れ
る
か
否
か
は
、
条
文
の
文
言
か
ら

は
不
明
と
い
う
ほ
か
な
い
が
、
レ
ー
ン
法
五
六
・
一
(
の
「
後
見
人
」
と
の
)
お
よ
び
七
五
・
一
(
の
「
朋
友
」
(
な
い
し
「
親
族
」
)
と
の
)
「
共
同
授
封
」

に
つ
い
て
は
、
(
「
共
同
授
封
」
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
)
「
家
臣
」
が
(
完
全
な
)
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
「
上
級
主
君
」
に
対
す
る
そ
れ

を
も
含
む
と
考
え
た
く
な
る
(
し
、
言
わ
ば
そ
の
反
射
と
し
て
、
他
の
三
条
項
に
つ
い
て
は
、
(
少
な
く
と
も
)
「
女
性
」
に
つ
い
て
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の

は
そ
う
し
た
「
共
同
授
封
」
の
形
を
と
る
場
合
に
限
る
、
と
考
え
た
く
も
な
る
)
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
文
で
述
べ
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た
推
定
の
是

非
は
と
も
か
く
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
主
君
に
対
す
る
授
封
更
新
請
求
(
権
)
の
問
題
を
検
討
す
る
際
に
常
に
こ
う
し
た
問
題
が
潜
在
し
て
い
る

こ
と
を
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
抑
)
第
一
章
・
(
二
)
・
③
と
⑬
を
参
照
。
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(
制
)
第
二
章
・
(
三
)
・

(
1
)
お
よ
び
(
四
)
、
お
よ
び
、
本
章
・
(
二
)
を
参
照
。

(
抑
)
こ
の
点
、
エ
ツ
ク
ハ
ル
ト
が

(
m
g
o
g
H
M
E品
目
開

g
g
B
と
し
て
い
る
の
ま
だ
し
も
|
|
「
テ
キ
ス
ト
」

E
、∞
-NN
∞
を
参
照

)
E伺
S
2
H
C
R
σ
g
E
?

信
問
と
し
て
い
る

(
p
m
o
-
m
-
N
S
)
の
は
、
軽
率
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
前
出

(
a
)
、
レ

l
ン
法
八
0
・
-
の
盟
国
仲
田

宮
司
2
5
m
g
s
に
は
「
彼
の
(
前
の
)
主
君
と
出
生
(
身
分
)
が
同
じ
で
な
(
く
、
よ
り
低
)
い
者
L

も
含
ま
れ
る
が
、
そ
れ
は

l
l
t
へ
l
ル
シ
ル
ト

の
出
生
身
分
へ
の
固
定
化
に
よ
り

l
i
出
生
身
分
の
低
い
者
は
当
然
へ

l
ル
シ
ル
ト
も
低
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の

条
項
の
主
旨
が
、
上
級
主
君
は
(
又
)
家
臣
に
前
の
主
君
よ
り
も
シ
ル
ト
の
低
い
者
を
新
し
い
主
君
に
指
定
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
点
に
あ

る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
(
く
、
(
又
)
家
臣
が
直
接
に
新
し
い
主
君
の
出
生
身
分
を
問
題
に
す
る
こ
と
も
で
き
、
そ
の
場
合
の
証
明
手
続
が
へ
l
ル
シ
ル
ト

そ
の
も
の
を
問
題
に
す
る
場
合
と
は
異
な
る
、
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
)
い
。
な
お
、
念
の
た
め
に
付
言
す
る
と
、

ZBmgo円
の
語
は
、
「
ラ
ン
ト
法
」

(
三
・
六
五
・
七
)
で
は
確
か
に
「
出
生
身
分
の
低
い
者
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
」
と
は
関
係
が
な
い
の
に
対

し
て
、
「
レ
l
ン
法
」
の
他
の
一
条
項

(
H
七
一
・
一
二
)
で
も
「
シ
ル
ト
が
低
い
者
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
加

g
2
の
語
は
、
「
ラ

ン
ト
法
」
の
大
部
分
(
日
一
・
五
一
・
回
、
一
・
六
三
・
一
、
二
・
二
一
・
八
、
二
・
二

A

了
一
二
、
二
・
七
二
・
二
、
三
・
二
七
・
一
、
一
二
・
六
九
・
三
な

ど
)
で
は
「
出
生
身
分
が
同
じ
者
」
(
さ
ら
に
一
・
五
0

・
こ
で
は
比
聡
的
に
「
ラ
ン
ト
法
上
の
地
位
が
同
じ
者
」
)
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
「
レ
ー

ン
法
」
で
は
他
の
条
項
(
日
五
回
・
一
、
五
四
・
二
、
六
0

・
一
)
で
も
す
べ
て
「
シ
ル
ト
が
同
じ
者
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

ヘ
l
ル
シ
ル
ト
に
か
か
わ
る
「
ラ
ン
ト
法
」
の
二
条
項
で
は
「
シ
ル
ト
の
同
じ
者
」
(
あ
る
い
は
、
「
同
じ
主
君
の
家
臣
仲
間
」
)
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て

い
る
(
一
・
二
五
・
三

l
i
前
註
(
引
)
、
三
・
六
五
・
二
|
|
「
序
章
」
)
0

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
丈
に
「
(
少
な
く
と
も
主
に
)
」
の
一
匂
を
加
え

た
の
は
、
(
前
述
し
た
レ
l
ン
法
人
0

・
一
の

5
m
g
s
の
語
が
形
式
的
に
は
「
出
生
身
分
が
低
い
者
」
を
含
み
(
う
)
る
こ
と
の
ほ
か
)
、
す
ぐ
に
述
べ
る
レ
i

ン
法
人
0
・
三
に
お
け
る
加

2
2
の
語
の
用
法
を
念
頭
に
置
い
た
か
ら
で
あ
る
。

(
削
)
こ
れ
に
つ
づ
く
レ

I
ン
法
人
0
・
四
で
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
「
補
足
」
さ
れ
て
い
る
。
「
証
人
(
に
よ
る
立
証
)
な
し
に
判
決
を
も
っ
て
彼
の

(
上
級
)
主
君
の
(
な
い
し
、
上
級
主
君
に
よ
る
)
(
新
し
い
主
君
の
)
指
定
を
拒
む
(
あ
る
い
は
、
拒
ん
だ
)
者
を
(
あ
る
い
は
、
そ
の
者
に
)
(
前
出
レ
l
ン

八
0
・
一
の
、
主
君
が
直
ち
に
H
そ
の
場
で
質
問
し
た
場
合
で
あ
る
)
、
(
上
級
)
主
君
は
他
の
と
こ
ろ
へ
と
(
あ
る
い
は
、
他
の
者
を
新
し
い
主
君
と
し
て
)

指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
(
新
し
い
主
君
の
)
指
定
を
証
人
(
に
よ
る
立
証
)
を
も
っ
て
拒
む
(
あ
る
い
は
、
拒
ん
だ
)
者
を
、
彼

(
H
上
級

主
君
)
は
(
他
の
)
ど
こ
へ
も

(
H
そ
の
家
臣
に
他
の
い
か
な
る
者
を
も
新
し
い
主
君
と
し
て
)
指
定
す
る
こ
と
を
え
ず
、
そ
れ
(
日
そ
の
所
領
)
を
彼

(
H

家
臣
)
に
自
ら
封
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
け
だ
し
家
臣
は
彼
の
主
君
(
こ
の
場
合
、
上
級
主
君
)
に
対
し
一
つ
の
所
領
に
つ
き
一
度
よ
り
も
多
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説
ミヲ心、

白岡

く
証
人
に
よ
り
立
証
す
る
義
務
が
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
上
級
主
君
が
そ
の
(
又
)
家
臣
に
自
ら
授
封
す
る
こ
と
を
望
ま
な
い
場

合
、
家
臣
の
異
議
申
立
を
直
ち
に

(
H
そ
の
場
で
)
承
認
し
て
前
の
主
君
と
同
身
分
の
別
な
主
君
を
指
定
す
る
ほ
か
な
く
な
る
こ
と
は
、
改
め
て

指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

(
叩
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
捌
)
で
述
べ
た
こ
と
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
m
-
a
)
第
一
章
・
(
二
)
の
⑪
と
⑪
・
⑮
、
お
よ
び
、
前
註
(
幻
)
と
(
却
)
を
参
照
。

(
山
)
第
三
章
・

C
、
(
四
)
の

(
2
)
・
@
と
@
、
お
よ
び
、
向
上
①
i
①
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
叩
)
以
下
に
つ
い
て
、
概
括
的
に
は
、
石
川
「
中
世
法
」
、
ま
た
、
特
に
「
ア
イ
ゲ
ン
」
に
関
し
て
は
、
石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
」
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
制
)
こ
の
条
項
(
お
よ
び
、
私
が
そ
れ
を
指
摘
し
た
こ
と
)
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
「
前
稿
」
(
三
)
、
註

(m)
で
も
触
れ
た
甲
山
・

5
5凹
R
E
F
-
U
R
E
S
-

田
町
口
問
玄
白
明
白
山
由

Z
E
E
B
E
E
F開FRon宮
田

σcnvL口
一

0
2
0
5
2
Z
G
R
E
n
z
g督。間
n
r
e
g
g
g
E
Z
E
-
R間
開
・
〈

-m
∞
白
宮
5
ヲ
項
目
開
O
E
u
-

-唱ヨ・印
M
-

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
日
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
特
に
石
川
「
前
稿
」
(
三
)
、
三
・
(
二
)
・

(
3
)
、
一
一
八
一

1
一
一
八
三
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
川
)
第
三
章
・

B
、
合
乙
・

(
2
)
・
(
b
)
お
よ
び
前
註
(
問
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
日
)
(
「
第
六
の
手
」
か
ら
)
「
第
七
の
手
」
へ
の
「
改
訂
」
に
つ
い
て
は
、
前
註

(m)
・
①
・
①
で
私
見
を
述
べ
て
お
い
た
。

(
川
)
前
註
(
川
)
で
挙
げ
た
箇
所
の
ほ
か
、
第
三
章
・

C
、
(
四
)
・

(2)
・
(
C
)

お
よ
び
同
上
(
五
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
抑
)
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
・
士
乙
・
⑦
と
前
註
(
お
)
、
お
よ
び
、
第
三
章
・

D
、
(
二
)
・

(
2
)
と
前
註
(
加
)
で
述
べ
た
こ
と
を
も
参

照
さ
れ
た
い
。

(
制
)
「
前
註
」
合
己
、
八
O
六
頁
、
お
よ
び
、
註
(
槌
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
却
)
第
三
章
・

D
、
(
一
二
)
・
①
お
よ
び
前
註
(
出
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(m)
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
、
特
に
そ
の
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
け
る
「
国
制
」
像
に
つ
い
て
は
、
「
前
稿
」
、
特
に
そ
の
三
・
(
二
)
(
「
前
稿
」
(
三
)
、

二
七
九
頁
以
下
)
で
述
べ
た
こ
と
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
「
国
王
」
・
「
ラ
イ
ヒ
」
の
語
は
こ
の
ほ
か
レ

l
ン
法
七
一
・
二

O
と
七
二
・
一
に

も
姿
を
見
せ
る
が
、
こ
れ
ら
の
条
項
に
つ
い
て
は
す
ぐ
に
「
諸
侯
」
・
「
旗
レ
ー
ン
」
の
語
の
現
れ
る
そ
れ
と
の
関
連
で
述
べ
る
。
ま
た
、
ザ
ク
セ

ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
「
国
王
」
お
よ
び
「
ラ
イ
ヒ
」
の
用
語
法
(
全
体
)
に
つ
い
て
は
、
「
前
稿
」
会
己
、
八
O
五
1
八
O
八
頁
、
お
よ
び
、

「
前
稿
」
(
一
)
、
四
回
二
貝
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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(
卸
)
第
一
章
・
(
二
)
・
⑬
と
@
、
お
よ
び
、
前
註
(
M
M
)

を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
制
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
「
諸
侯
」
お
よ
び
「
旗
レ

l
ン
」
に
関
す
る
用
語
法
(
全
体
)
に
つ
い
て
は
、
「
前
稿
」
(
二
)
、
八

O
八

i
八

一
三
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
部
)
な
お
、
本
文
で
は

(
5
2
5
の
語
も
、
ま
た
、

5
2
5
や
〈

B-g
の
語
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
で
)
省
略
し
た
が
、
ひ
き
つ
づ
き
レ

l
ン
法
七
一

二
三
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
な
ん
ぴ
と
も
レ

l
ン
法
廷
に
お
い
て
判
決
を
発
見
し
、
証
人
お
よ
び
代
言
人
に
な
る
こ
と
を
拒
む
こ
と
を
え
な

い
、
主
君
が
家
臣
に
関
し
て
も
、
ま
た
、
家
臣
が
主
君
に
関
し
て
も
、
ま
た
親
族
が
親
族
に
関
し
て
も
(
そ
れ
を
拒
む
こ
と
を
え
な
い
)
」
。
こ
の
条

項
が
(
「
国
王
」
や
「
諸
侯
」
の
語
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
)
先
行
す
る
レ

l
ン
法
七
一
・
一
一

0
1
一
一
一
一
で
諸
侯
と
家
臣
、
お
よ
び
、
国
王
と
諸
侯
の

関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
こ
と
に
触
発
さ
れ
て
、
レ
ー
ン
法
廷
に
お
け
る
主
君
と
家
臣
(
一
般
)
の
関
係
に
つ
い
て
さ
ら
に
「
注
意
規
定
」
を
補

足
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
条
項
が
(
ま
ず
間
違
い
な
く
)
家
臣
や
臣
民
の
も
つ
「
抵
抗

権
」
の
論
拠
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
「
ラ
ン
ト
法
」
の
諸
条
項
(
特
に
ラ
ン
ト
法
三
，
七
八
・
一
と
一
一
)
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

に
準
じ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
(
エ
ツ
ク
ハ
ル
ト
が
そ
れ
ら
の
参
照
を
求
め
て
い
な
い
の
で
)
特
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
お
、

こ
れ
ら
の
「
ラ
ン
ト
法
」
の
条
項
(
ラ
ン
ト
法
一
二
・
七
人
・
一

H

「
国
王
お
よ
び
い
ず
れ
の
裁
判
官
も
、
彼
の
い
ず
れ
の
家
臣
お
よ
び
親
族
の
首
に
関
し
て
、

ま
た
手
に
関
し
て
、
ま
た
相
続
財
産
(
H
ア
イ
ゲ
ン
)
に
関
し
て
裁
く
こ
と
が
で
き
る
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
【
E
耳目

(
u
d
g
m
)
に
反
し
て
行
動
す
る

こ
と
に
な
ら
な
い
」
、
ラ
ン
ト
法
三
・
七
八
・
二
日
「
ま
た
家
臣
は
彼
の
悶
王
お
よ
び
彼
の
裁
判
官
に
対
し
(
そ
の
)
不
法
(
巴
君
。

n
z
l
|
こ
の
場
合
、
裁
判

拒
絶
を
含
め
不
正
な
裁
判
の
や
り
方
)
に
つ
い
て
抵
抗
す
る
こ
と
が
で
き
、
あ
ら
ゆ
る
仕
方
で
(
そ
れ
を
)
紡
ぐ
の
を
助
け
る
(
な
い
し
‘
手
を
貸
す
)
こ
と
さ

え
で
き
る
、
た
と
え
彼

(
H
国
王
ま
た
は
裁
判
{
呂
)
が
彼
の
親
族
あ
る
い
は
彼
の
主
君
で
あ
っ
て
も
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
宮
耳
目

(
H斗
R
z
m
)
に
反
し

て
行
動
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
こ
に
つ
い
て
は
、
「
前
稿
」
(
二
)
、
八

O
五
1
八

O
六
頁
で
私
見
を
述
べ
て
お
い
た
が
、
そ
こ
で
述
べ
た
(
こ
れ
ら
の

条
項
、
特
に
ラ
ン
ト
法
三
・
七
八
・
ニ
は
、
国
王
や
主
君
に
対
す
る
「
抵
抗
権
」
(
一
般
)
を
認
め
た
も
の
で
は
な
く
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
を
正
し
く
お
こ
な

い
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
協
力
す
る
「
公
的
」
な
義
務
が
、
主
従
聞
な
い
し
親
族
問
の
「
私
的
」
な

4
R
E
の
義
務
に
優
先
す
る
こ
と
を
説
こ
う
と
し
た
も
の
に

す
ぎ
な
い
、
と
い
う
)
私
見
は
、
こ
の
レ

l
ン
法
七
一
-
一
一
一
一
一
(
が
主
従
関
係
な
い
し
親
族
関
係
の
ゆ
え
に
レ

l
ン
法
廷
の
審
理
に
協
力
を
す
る
義
務
を

免
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
と
し
て
い
る
こ
と
)
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
(
な
お
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
ト
法
三
・
七
八
・

入

(
H
「
主
君
が
家
臣
を
、
あ
る
い
は
家
臣
が
主
君
を
、
法
(
の
定
め
、
な
い
し
、
法
の
定
め
る
手
続
)
に
従
い
、
(
ま
ず
)
彼

(
H
主
君
)
の
家
臣
た
ち
の
前

(H主
君
の
レ

l
ン
法
廷
)
で
訴
え
る
こ
と
な
く
、
(
暴
力
を
も
っ
て
)
襲
う
な
ら
ば
、
彼
(
日
そ
の
主
君
ま
た
は
家
臣
)
は
彼
の

E
Z
(
H
d
g
o
)
に
反
し
て

北法51(3・53)919



説
王手ι
ロ岡

行
動
す
る
こ
と
に
な
る
」
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
)
0

(
制
)
レ
l
ン
法
七
二
・
一
(
後
段
)
H
「
城
門
は
、
城
主
が
そ
の
中
で
城
塞
法
廷
を
開
催
す
る
場
合
、
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
閉
じ
ら
れ

緒
壁
の
中
お
よ
び
屋
根
の
下
で
は
、
な
ん
ぴ
と
も
判
決
を
発
見
す
る
こ
と
を
え
な
い
」
。
こ
れ
は
、

A

V
三
・
五
の
冒
頭
に
、
「
城
塞
法
廷
を
城
主

は
、
彼
の
城
塞
に
お
い
て
で
な
け
れ
で
な
け
れ
ば
、
開
く
べ
き
で
な
い
」
を
(
さ
ら
に
細
か
く
)
補
足
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
レ
ー

ン
法
」
は
、
(

(

a

)

で
扱
っ
た
)
レ

l
ン
法
七
一
・
二
O
の
前
段
末
尾
で
中
断
さ
れ
て
い
た
「
城
塞
レ
!
ン
」
の
問
題
に
戻
り
、
以
下
(
か
な
り
の
分

量
の
「
補
足
」
を
加
え
な
が
ら
も
)
再
び
A

V
の
諭
述
の
流
れ
に
沿
っ
て
記
述
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
。

(
卸
)
吉
田
島
町
ロ

me加。
(
H
禁
制
日
)
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
平
和
と
法
」
、
二
ハ
一
一

1
二
ハ
一
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
ラ
ン
ト
法
二
・
一
一
・

四
に
は
「
禁
制
日
内
に
人
は

aFag
し
て

(
H
裁
判
集
会
を
開
催
し
て
)
は
な
ら
な
い
」
と
す
る
規
定
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
(
犯
罪
を
裁
く
た
め
の
)

ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
集
会
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
(
ラ
ン
ト
法
二
・
一

0

・
五
を
参
昭
。
、
レ
ー
ン
法
七
二
・
一
は
「
レ

l
ン
法
廷
(
に
こ
と
明

記
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
(
場
合
レ
l
ン
法
廷
と
し
て
の
)
「
宮
廷
裁
判
所
」
が
(
諸
侯
の
)
「
犯
罪
」
を
裁
き
え
な
い
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

(
淵
)
ラ
ン
ト
法
三
・
六
四
・
一

(
H
「
国
王
が

ι
g
コr
g
b
o吉田向

(
H
ラ
イ
ヒ
に
対
す
る
勤
務
)
す
な
わ
ち

5
8
ぎ『
(
H
彼
の
宮
廷
、
こ
の
場
合
、
宮
廷
裁
判

所
の
開
催
と
そ
こ
へ
の
参
集
)
を
命
じ

l
l
「
邦
訳
」
を
以
上
の
よ
う
に
改
め
る
べ
き
理
由
に
つ
い
て
は
、
「
前
稿
」
(
こ
、
註
(
印
叩
)
を
参
照
さ
れ
た
い

|
l、

彼
(
H
国
王
)
が
そ
れ

(
H
ラ
イ
ヒ
へ
の
勤
務
H
宮
廷
裁
判
所
へ
の
参
集
)
を
諸
侯
(
た
ち
)
に
、
そ
れ
が
行
わ
れ
る
よ
り
も
六
週
以
前
に
、
(
使
者
を
介
し
)
彼

の
書
簡
と
印
璽
を
も
っ
て
、
通
告
さ
せ
る
な
ら
ば
、
彼
等
(
H
諸
侯
)
は
、
ド
イ
ツ
地
内
に
お
い
て
は
そ
れ
が
ど
こ
で
行
わ
れ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
に
参
集
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
、
「
宮
廷
裁
判
所
」
の
召
集
に
際
し
、
レ
ー
ン
法
七
二
・
一
(
で
あ
る
諸
侯
を
問
責
す
る
た
め
に
召
喚
す
る
の
と
)
同
じ
手
続

で
諸
侯
(
た
ち
)
に
参
集
を
命
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
同
じ
(
国
王
と
諸
侯
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
)
「
宮
廷
裁
判
所
」
が
、
(
事
案
に
応
じ
て
)

ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
と
し
て
も
、
ま
た
、
レ
l
ン
法
上
の
そ
れ
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
前
稿
」

(
こ
、
註
(
印
)
、
お
よ
び
、
「
前
稿
」
(
三
)
、
一
一
八
一

dl
一
一
八
三
頁
(
三
・
(
二
)
・
(

4

)

)

な
ど
で
述
べ
て
お
い
た
こ
と
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
却
)
以
上
の
よ
う
に
、
レ

l
ン
法
七
一
・
三
に
お
け
る
「
補
足
」
を
、
他
の
条
項
に
お
け
る
「
国
制
」
に
関
す
る
そ
れ
と
併
せ
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

前
註
(
仰
)
の
末
尾
で
述
べ
た
こ
と
(
つ
ま
り
、
こ
の
条
項
の
末
尾
に
「
補
足
」
さ
れ
た
一
文
を
「
授
封
強
制
」
説
の
根
拠
と
し
て
採
用
す
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
、
と
い
う
こ
と
)
は
さ
ら
に
は
っ
き
り
す
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
第
一
章
・
つ
二
・
⑥
お
よ
び
前
註
(
剖
)
で
扱
っ
た
レ

l
ン
法
二
・
六

(
H

A
V
一
・
七
)
が
実
質
的
に
「
教
会
諸
侯
」
に
か
か
わ
る
(
あ
る
い
は
、
む
し
ろ
「
教
会
諸
侯
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
)
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
第
一

章
・
(

北法51(3・54)920
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い
た
が
、
(
「
諸
侯
」
・
「
旗
レ

l
ン
」
の
ほ
か
)
「
教
会
諸
侯
」
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
は
、
さ
ら
に
レ

l
ン
法
二
0
・
五

(
H
「
司
教
領

(
5
8習
を
同
)

l
l
「レ
l
ン
法
」
で
は

σ
5
8
の
語
は
「
教
会
諸
侯
」
の
意
味
で
(
も
)
用
い
ら
れ
る
l

|
お
よ
び
旗
レ

i
ン
を
国
王
は
ま
と
め
て

(
H
一
括
し
て
)
封
与

す
べ
き
で
あ
り
、
(
そ
れ
を
)
分
割
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
旗
レ
l
ン
を
も
っ

(
H
国
王
か
ら
受
領
し
て
い
る
)
あ
る
諸
侯
か
ら
(
レ
l
ン
を
)
授
封
さ
れ

て
い
る
者
は
誰
し
も
、
(
授
封
更
新
請
求
の
際
に
)
そ
の
レ
l
ン
を
、
旗
レ
l
ン
を
欠
く
い
か
な
る
者

(
H
新
し
い
主
君
)
か
ら
も
受
領
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
、

た
と
え

(
H
新
し
い
主
君
)
が
生
ま
れ
な
が
ら
の
諸
候
(
H
諸
侯
の
(
封
)
相
続
人
に
生
ま
れ
た
者
)
で
あ
っ
て
も
(
そ
の
者
が
国
主
か
ら
「
旗
レ
l

ン
」
を
授
封

さ
れ
「
諸
侯
」
に
任
ぜ
ら
れ
な
い
う
ち
は
)
」
)
も
、
「
レ

l
ン
法
」
で
新
た
に
「
補
足
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
、
レ

l
ン
法
七
一
・
一
一
一
に

つ
い
て
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
「
諸
侯
」
の
地
位
(
お
よ
び
、
そ
れ
を
通
じ
て
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
(
制
)
」
)
の
「
公
的
」
な
性
格
な
い
し
機
能

を
強
調
す
る
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
(
な
お
、
レ
l
ン
法
二
0

・
五
に
つ
い
て
は
、
「
前
稿
」
(
一
一
)
、
八
一
一
頁
、
お
よ
び
、
註
(
印
)
を
も
参

照
さ
れ
た
い
)
。

(
制
)
第
一
章
。
っ

3

・
③

(
A
V
一
・
四
日
レ

l
ン
法
二
・
こ
を
参
照
。
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ

l
」
は
(
村
民
H
農
民
の
代
表
者
で
あ
る
か
ら
、
一
般
的

に
は
)
「
農
民
」
に
属
す
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

(
叩
)
前
註
(
却
)
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
m
-
a
)
前
註
(
卸
)
と
併
せ
て
、
第
三
章
・

D
、
(
三
)
・

(
1
)
で
扱
っ
た
A
V
一
・
三
四
H

レ
l
ン
法
一
一
・
二
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
抑
)
し
た
が
っ
て
こ
の
条
項
は
、
本
章
・
(
四
)
で
扱
っ
た
「
女
性
に
対
す
る
授
封
」
と
も
関
係
し
て
い
る
。

(
却
)
本
章
・
(
三
)
・

(
l
)
を
参
照
。

(
制
)
第
一
章
・
つ
乙
・
⑤

(
A
V
)
・六
H
レ
l
ン
法
二
・
四
)
と
前
註
(
幻
)
、
お
よ
び
、
第
三
章

-
B
・
(
2
)
・
①
と
本
章
・
(
六
)
・

(
3
)
・
(

a

)

(レ
l
ン
法
七
一
・
二
O
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(部
)
Z
0
・唱出
M
e

回
凶
邑
・
な
お
、
ヒ
ル
シ
ユ
は
(
ホ
l
マ
イ
ヤ
l
、
同
上
箇
所
の
参
照
を
求
め
て
い
る
も
の
の
)
こ
れ
を
(
単
に

)
Z
5
5
2
5
g
Z
と
訳
し

て
い
て
(
百
二
回
・

3
3
、
こ
の
点
に
関
す
る
彼
の
見
解
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
シ
ョ
ッ
ト
は
こ
れ
を
F
各
自
信
内
包
ロ
切
2
2
S
2
2
2
B

白
星
と
訳
し
て
い
る
か
ら
(
再
出
。
コ
J

臼
・
玄
唱
)
、
お
そ
ら
く
ホ

i
マ
イ
ヤ
!
と
同
じ
解
釈
を
採
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
問
)
念
の
た
め
に
一
言
す
る
と
、
こ
の
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
職
・
レ

l
ン
」
に
つ
い
て
「
相
続
」
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
以
上
、
仮
に
こ
の
レ
ー

ン
が
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ

l
職
」
に
対
し
て
封
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
「
パ
ウ
ア

l
マ
イ
ス
タ

l
職
」
そ
の
も
の
が
事
実
上
「
相
続
」
さ

れ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
は
、
「
前
稿
」
つ
乙
、
二
・

2
0
・
(
8
)
(
八一一一
1
3

入
二
頁
)
、
お
よ
び
、
註
(
凶
)
・
(
則
)
で
述
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説論

べ
て
お
い
た
私
見
は
、
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
!
職
・
レ

l
ン
」
を
ホ
!
マ
イ
ヤ
l
説
の
よ
う
に
理
解
し
て
も
、
基
本
的
に
は
変
え
る
必
要
が
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。

(
却
)
以
下
に
つ
い
て
も
、
「
前
稿
」
(
二
)
の
前
掲
箇
所
(
前
註
(
訓
)
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
瑚
)
こ
の
最
後
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
前
稿
」
会
乙
、
註
(
問
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
抑
)
因
み
に
、
「
前
稿
」
(
二
)
の
末
尾
(
八
二
三
頁
)
で
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
」
が
「
授
封
さ
れ
た
裁
判
官
」
に
含
ま
れ
な
い
可
能
性
に
言
及
し
た

の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

(
制
)
「
前
稿
」
(
二
)
、
二
・
(
六
)
・
(

6

)

(

八
一
八
1
八
二
O
頁
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
制
)
向
上
、
二
・
(
六
)
・
(

7

)

(

八一一一

1
八
二
二
頁
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
拙
)
前
註
(
捌
)
に
お
い
て
、
こ
の
レ
l
ン
法
一
一
・
二
の
関
空
ユ
n
F
g
が
「
定
期
金
レ
l
ン
」
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
い
た
の
で
、
念

の
た
め
に
、
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
職
・
レ
ー
ン
」
に
つ
い
て
も
そ
の
可
能
性
を
検
討
し
て
み
る
と
、
「
バ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
ー
に
、
(
リ
村
民
は
)

(
お
そ
ら
く
村
民
集
会
に
無
断
欠
席
す
る
な
ど
紀
律
違
反
の
場
合
に
)
六
プ
フ
エ
ニ
ヒ
の
罰
金
、
ま
た
時
折
(
軽
微
な
窃
盗
犯
が

l
l
前
述
ラ
ン
ト
法
二
・

一
三
・
一
を
参
照
)
皮
髪
刑
の
代
わ
り
に
三
シ
リ
ン
グ
(
の
そ
れ
)
を
文
払
う
」
が
、
「
こ
れ
は
村
民
(
な
い
し
、
農
民
)
皆
の
飲
み
代
に
な
る
」
(
ラ
ン

ト
法
三
・
六
四
・
ご
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
i
職
」
が
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
」
に
収
入
を
も
た
ら
す
(
し
た
が
っ
て
、
「
定

期
金
レ
l
ン
」
の
機
能
を
も
ち
う
る
)
可
能
性
は
絶
無
(
に
近
い
)
と
言
っ
て
よ
く
、
レ
ー
ン
法
一
一
・
二
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
む
し
ろ
そ
こ
に

常
E
F
R
と
並
ん
で
現
れ
る

E
G
と
の
関
係
の
方
が
も
っ
と
重
要
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
右
に
指
摘
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
レ
!
ン
法
一
一

二
の
「
村
」
は
、
あ
る
主
君
が
そ
の
村
の
土
地
を
す
べ
て
所
領
と
し
て
占
有
・
支
配
し
て
い
て
そ
れ
を
ま
と
め
て
封
与
す
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、

そ
の
村
全
体
を
取
り
仕
切
る
た
め
の
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
i
職
」
を
封
与
す
る
か
、
の
い
ず
れ
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。

(
私
は
今
の
と
こ
ろ
、
前
者
の
可
能
性
は
小
さ
い
と
考
え
て
い
る
が
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
判
ら
な
い
)
0

(
抑
)
な
お
、
前
註
(
鵬
)
で
指
摘
し
た
レ

l
ン
法
一
一
・
二
と
(
「
レ
l
ン
法
」
で
新
た
に
「
補
足
」
さ
れ
た
)
レ

i
ン
法
六
一
・
こ
の
間
に
見
ら
れ
る
組

断
も
、
基
本
的
に
は
同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
、
レ

l
ン
法
六
一
・
二
は
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
け
る
「
国
制
」

像
に
も
と
づ
く
「
補
足
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
レ

l
ン
法
一
一
・
二
は
対
応
す
る
A
V
一
・
三
四
を
忠
実
に
独
訳
し
た
も
の
で
、
レ

l
ン
法
六

一
・
二
と
矛
盾
し
か
ね
な
い
点
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
レ

l
ン
法
七
七
は
レ
l
ン
法
一
一
・
二

(
H
A
V
一
-
一
一
一
四
)
に
照
応
し
、
少
な
く
と
も
そ
の
系
列
上
に
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
だ
け
は
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

北1去51(3・56)922



ザクセンシュピーゲルにおけるヘールシルト制(4・完)

(
制
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
・

C
、
(
四
)
・
④
お
よ
び
前
註
(
問
)
を
述
べ
た
こ
と
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
制
)
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
第
四
章
・
(
五
)
・

(
2
)
で
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
(
又
)
家
臣
の
上
級
主
君
に
対
す
る
関
係
に
つ
い
て
「
補
足
」
さ

れ
た
条
項
に
も
、
同
じ
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
の
出
生
身
分
へ
の
固
定
化
の
傾
向
」
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
。
直
前
の
レ
l
ン
法
五
四
・

一
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
(
又
)
家
臣
の
上
級
主
君
に
対
す
る
授
封
更
新
に
か
か
わ
る
条
項
で
あ
り
、
そ
れ
を
承
け
た
五
回
・
二
の
「
補
足
」
も
同
じ
傾

向
に
属
し
て
い
る
可
能
性
の
大
き
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(
制
)
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
法
廷
決
闘
を
挑
む
手
続
を
具
体
的
に
詳
述
し
た
ラ
ン
ト
法
一
・
六
二
一
・
一
で
は
、
平
和
破
壊
・
傷
害
・
(
決
闘
に
値
す
る

ほ
ど
の
価
値
を
も
っ
物
の
)
強
奪
、
以
上
三
つ
の
犯
罪
を
同
時
に
訴
え
る
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
主
君
・
親
族
・
家
臣
の
暴
力
的

襲
撃
に
対
す
る
正
当
防
衛
を
認
め
た
ラ
ン
ト
法
三
・
七
八
・
五
も
、
「
彼
等
自
身
の
持
物
宣
告
白
)
を
奪
わ
な
い
限
り
」
と
い
う
留
保
を
付
し
て
い

る
こ
と
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
叩
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
に
は
総
じ
て
(
適
法
な
)
「
フ
ェ

l
デ
」
の
存
在

(
H
当
時
そ
れ
が
ま
だ
そ
れ
自
体
と
し
て
は
違
法
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
)
に
つ
い
て
で
き
る
だ
け
沈
黙
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
前
稿
」
(
こ
、
註
(
幻
)
、
お
よ
び
、
二
・
(
二
)
・

(
2
)
・

(
b
)
(
四
四
二
1
四
四
三
頁
)
で
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
(
「
ド
イ
ツ
語
第
二
版
」
に
お
け
る
補
遣
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
が
)
、
レ
l
ン
法
七
六
・
六
に

よ
っ
て
、
主
従
関
係
の
解
約
を
通
告
し
な
い
う
ち
に
軍
勢
を
集
め
(
て
フ
ェ

l
デ
の
準
備
に
取
り
か
か
り
、
形
式
的
に
解
約
を
通
告
し
た
直
後
に
相
手

方
を
攻
撃
す
)
る
こ
と
が
違
法
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
直
前
の
(
す
で
に
「
ド
イ
ツ
語
第
一
版
」
で
「
補
足
」
さ
れ
た
)
レ

l
ン
法
七
六
・

五
に
よ
っ
て
も
、
主
従
関
係
解
約
(
を
通
告
し
た
)
後
一
日
と
一
夜
を
経
て
か
ら
の
実
力
行
使
は
違
法
と
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
大
ま
か
に

言
え
ば
、
主
従
関
係
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
て
い
な
い
者
同
志
の
聞
の
フ
ェ

l
デ
は
(
必
ず
し
も
)
違
法
と
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
レ
ー

ン
法
五
四
・
一
の
場
合
、
(
こ
の
点
は
レ
i
ン
法
七
六
・
三
の
場
合
と
同
じ
く
て
家
臣
は
主
君
に
対
し
て
主
従
関
係
の
解
約
を
し
て
い
な
い
こ
と
に

注
意
さ
れ
た
い
。

(
湖
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
前
稿
」
合
己
、
二
・
(
六
)
・
(

5

)

(

八
二
ハ
1
八
一
七
頁
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
湖
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
前
稿
」
(
二
)
、
二
・
(
六
)
・

(3)
と

(
4
)
(
八
一
四
i
八
一
六
頁
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
制
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
・

D
、
2
c
・
@
お
よ
び
前
註
(
別
)
で
扱
っ
た
レ
l
ン
法
七
一
・
一
二
H
A
V
二
・
六
七
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
担
)
「
序
章
」
(
五
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
た
だ
し
、
前
稿
(
三
)
、
註
(
別
)
と
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
(
こ
で
述
べ
た
こ
と
の
う
ち
、

(
1
)
1
(
5
)
は
本
稿
に
お
け
る
検
討
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
(
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
い
ち
だ
ん
と
明
確
に
)
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
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説

(
却
)
以
下
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
(
の
末
尾
)
・

(
9
)
(
一
三
七
三
i
一
一
一
一
七
五
頁
)
で
述
べ
た
こ
と
も
比
較
さ
れ
た
い
。

(
抑
)
因
み
に
、
出
・
凸
・
関
E
S
F
O
R
E
n
F沼
田
宮
町
間
四
回

5
2
g
刃。
z
n
B
色町田

8
m
o
s
E
E
E
F目
2
2個目
-
p
m
E
n
F
m
g
∞
2
5
m
N
E『
関
口
豆
町
宮
口
問
母
国

∞
F
h
F
8口間色町間四
Z
e
N
m
o・。〉・田弘・

3
4
3
J戸
∞
・
吋
品
は
、
「
わ
れ
わ
れ
が
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
!
ゲ
ル
の
成
立
(
史
)
を
追
及
し
て
時
を
朔
れ
ば
遡
る
ほ

ど
、
わ
れ
わ
れ
は
常
に
よ
り
簡
潔
で
よ
り
明
確
な
構
成
を
も
っ
テ
キ
ス
ト
に
到
達
す
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル

(
テ
キ
ス
ト
)
成
立
史
」
の
問
題
を
(
あ
る
」
日
一
、
体
的
な
問
題
(
ク
ラ
ウ
ゼ
の
場
合
は
、
「
授
封
強
制
」
の
問
題
)
に
即
し
て
本
格
的
に
検
討
し
た
例
は
、
管

見
の
及
ぶ
限
り
、
こ
の
ク
ラ
ウ
ゼ
論
文
だ
け
で
あ
る
、
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
少
な
い
。
(
な
お
、
同
論
文
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
「
前
稿
」
、
註
(
山
)
・

(ω)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
同
じ
く
「
前
稿
」
、
註
(
邸
)
で
触
れ
た
〉
語
。

q・開。
E
m
Z嘗
]
R
E
含
口
品
目
E
R
E
g
m
R
Zを
EnFog-NMHO-O〉
-w品・ご
u.

3
お
は
、
一
般
に
「
ド
イ
ツ
語
第
一
版
」
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
の
中
に
も
(
後
代
の
)
E
R
4
0
g
E
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た

点
で
は
、
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
(
テ
キ
ス
ト
)
成
立
史
」
の
問
題
に
つ
い
て
も
重
要
な
文
献
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
i
|
同
書
の
「
成
立
史
」
が
「
国
王

選
挙
」
の
問
題
に
即
し
て
検
討
さ
れ
て
い
る
、
と
言
わ
ん
よ
り
は
|
|
問
書
の
「
成
立
史
」
に
関
す
る
異
説
を
「
前
提
」
に
し
て
「
国
王
選
挙
」
の
問
題
を
検
討

し
た
研
究
で
あ
る
、
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
)
。

(担

)
m
a
g
m
m
(
お
よ
び
垣
R
E
a
m
)
の
諸
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
凶
)
(
な
ど
て
ま
た
さ
百
四
(
口
)
の
語
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
悌
)
に
明
ら
か
な
よ
う

に
、
本
稿
で
も
(
不
完
全
な
が
ら
)
一
応
の
検
討
は
す
ま
せ
で
あ
る
。

(
町
)
そ
の
意
味
で
も
、
遠
か
ら
ず
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
・
レ

l
ン
法
に
お
け
る
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
の
問
題
に
(
本
稿
と
問
じ
手
法
を
用
い
て
)
(
再
)

挑
戦
し
た
い
、
と
考
え
て
い
る
が
、
右
の

(
1
)
と

(
2
)
で
述
べ
た
こ
と
が
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
を
指
す
こ
れ
ら
の
語
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
こ

と
は
、
す
で
に
確
認
ず
み
で
あ
る
。

ミ壬ム

画岡
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Die Heerschildordnung im Sachsenspiegel (4) 

- 1m Zusammenhang mit der Entstehung des Rechtsbuchs -

Takeshi ISHlKA W A * 

IV. Die HeerschiIdordnung im Sachsenspiegel-Lehnrecht 

1. Oben im 1. Kap. haben wir bereits den Gebrauch der Wるrterherscilt und scilt im 

Ssp-Lehnrecht ubepruft， soweit sie in den Artikeln， die im Auctor vetus eine Parallele 

haben， erscheinen: namlich das Wort herscilt an 12 Stellen in 8 Artikeln sowie das scilt 

an 3 Stellen in 3 Artikeln des Ssp-Lehnrechts. 

Die beiden Worter kommen jedoch auch in den Artikeln vor， die im Auctor vetus 

keine Paralle haben， also erst im Ssp-Lehnrecht erg加ztsind:凶mlichdas Wort herscilt 

an 18 Stellen in 12 Artikeln sowie das scilt an 3 Stellen in 2 Artikeln.176i Auch in den 

Artikeln， die im Auctor vetus eine Prallele haben， sind sie ubrigens auch an den Stellen 

oder in den Satzen gebraucht， die im Ssp-Lehnr巴chterganzt oder (substantiell) korrigiert 

sind. Dazu gehoren (wenigstens) 5 Artikel betreffs des herscilt sowie 1 Artikel betreffs 

des scilt177i. 1m folgenden soll der Gebrauch der beiden Wるrter，die in diesen beiden 

Sinnen erst im Ssp-Lehnrecht erscheinen， untersucht werden. 

* Professor (emeritus) an der Hokkaido Universitat. 

176) herscilt: Lnr. 2 ~5 (3ma1)， ~7 ， 54 ~2， 56 ~1 (2ma1)， ~5 ， 69 ~8 ， 71 ~22 ， 75 ~I (2mal)， ~3 ， 80 ~2 

(2mal)， ~3 ， 77 (2ma1); scilt: Lnr. 21 ~ 1， ~2 (2mal) (vgL aber dazu o. Fn. 4). 

177) herscitl: Lnr. 2 ~6 (= AV 1 7)， 23 ~I (= 1 50)， 47昔2(= 1 111)， 54 ~I (= 1124 u. 126)， 71 ~20(= III 

4); scilt: Lnr. 25 ~3 (= AV 1 60). VgL dazu gleich unten 2， 3)ー
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Dabei wollen wir die einschl証gigenArtikel je nach dem Thema der Korrigierung 

oderErg加zunguntersuchen. Dazu sei im voraus folgendes zu bemerken: Die einschlふ

gigen Artikel lassen sich nicht nur je nach dem Thema gliedem， sondem auch einige 

Themen der Korrigierung oder Erg加zungverbinden sich in mehreren Artikeln mit-

einander. Das konnte doch ein Anzeichen dafur sein， das die Korrigierung oder Erg加-

zung im Ssp-Lehnrecht ganz konsequent und zielbewust durchgefuhrt worden ist. 

2. Zunachst uber die Erganzung oder Korrigierung， die sich auf das (Iandrechliche， 

jedem angeborene) recht bezieht. 

l)L町.21 ~ 1 = De sone behalt des vader scilt to lenrechte de eme evenbordich is， de 

wile he sek mit manscap nicht ne nederet 

Eingangs d巴SAuctor vetus sowie in den dem entspr'巴chendenArtikeln des Ssp-

Lehnrechts ist bereits folgendes deutlich gesagt: Man mus namlich， um lehnsf五higzu 

sein， vom Vater und vom Grosvater her， ex homine militari (AV 14) oder van ridders 

art s巴in(Lnr. 2 ~ 1). Damit ist sicher ein erbliches Element im Heerschild ohne weiteres 

zu erblicken. Dort ist jedoch noch nicht ausdrucklich dargelegt， das ein Sohn dem 

(bestimmten) Schild des Vaters nachfolgt. Der Artikel erfullt diese Lucke. Zudem 

ist dabei vorausgesetzt， das der Sohn dem Vater evenbordich ist. Auch hier finden wir 

also nicht nur die Vorrangstellung des Landrechts g巴genuberdem Lehnrecht， sondem 

auch eine Tendenz oder Neigung zur Fixierung jedes bestimmten Schilds an je einen 

Geburtsstand.178) 

2) Lnr. 21 ~2 = 01 de sone in des vader stat nicht man wel werden， dar mede n 'is sin 

scilt nicht gehoget. It ne hoget nicht des mannes scilt denne vanlen， 01 eme dat gelegen 

wert. 

Mit der Erganzung dieses Artik巴lsist nunmehr klargestellt， das der Schild eines 

Vasallen nicht erhoben wird， wenn er auch bei einem Herr巴n，der einen hるherenSchilt 

als der Herr seines Vaters hat， als Vasall dient， es sei denn， das er， indem ihm (vom 

Konig) ein Fahnleh訓 1veliehen wird， zum Fursten erhoben wird. Auch hier ist also die 

gleiche Tendenz wie in Lnr. 21 ~1 zu finden. 

In diesem Zusammenhang ist auch folgendes nicht zu ubersehen: der巴bendahinten 

erganzte Artikel， Lnr. 21 ~3 (= It ne eポ，neman nen len附 nde凶 terop den S01u)， hat 

178) Vgl. dazu o. n， 5ー lesestatt 5) in S. XV， L. 16 in der deutschen Zusammenfassung einfach 5ー
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namlich den Gebrauch des Worts er附 1in Lnr. 692 (= Swel味mandes sones darvet， de 

Eだかopde herren de gewere des gudes) korrigiert.179) 

3) So gesehen， d品rfenwir auch es nicht mehr einem Zufall zurechnen， das der 

Ausdruck: to deme herscil，de (nicht) ge加renerst an den krrigierten SteIJen oder in den 

erganzten Artikeln des Ssp-Lehnrechts erscheint.180) 

3. Dann uber di巴 Korrigierungoder Erg加zung，die sich auf die Rechtsstellung d町

(eigentlich) Lehnsunf五higen(die also kein lenrecht oder keinen herscilt haben) bezieht. 

1) Lnr. 2 95 = Swelk man to deme herscild'e nicht geboren n 'is， de ne mach nicht 

weigeren gut to lene deme de des herscildes darvet， unde ne maピhnenen sinen herl・en

verleggen， of he an ene volgen scal， dennoch he des herscildes nicht ne hevet. 

a) Der Ausdruck: man (de) to deme herscilde nicht geboren n 'is kommt in diesem 

Artikel， der erst in der 1. deutschen Fassung erganzt worden ist， zum erstenmal 

vor. Aber aus den vorangehenden Artikeln (Lnr. 2 ~ 1， ~2， 94 = A V 1 4， 5， 6) ist ohne 

W官itereszu schliesen， das es sich dabei um d旧日 Vasallenhandelt， der trotz seines 

fehlenden lenre巾 oderherscilt von巴inemHerren mit einem Gut (od. benefici匂)

belehnt iSt.181) 

b) Der Artikel， Lnr. 2 95， stellt zuerst klar， das solch ein (eigentlich) lehnsunf<ihiger 

Vasall (trotz der Bestimmung in Lnr. 23 91)182) nicht verweigem d紅f，das Gut (weiter 

od. erneut) ein巴m(ebenfalls) lehnsunf五higenVasallen (von ihm) zu verleihen. Dazu sei 

zweierlei zu bemerken. i) Dabei ist als etwas Selbstv巴rstandlichesvorausges巴tzt，das 

solch ein lehnsunfahiger Vasall sein Lehen seinem (eigenen) Vasallen weiter verleihen 

kann.183) ii) In diesem (erst in der 1. deutschen Fassung erganzten) Artikel erscheint 

179) Eigentlich hatte unser Spiegler in Lnr. 6 ~2 mit dem Wort irsterven， das er doch bereits im Ssp-

Land陪chtgebraucht hat， (vgl. dazu o. Fn. 51) etwa wie folgt schreiben sollen: Swen en m刷品er

des sones darvel， de gewere des gudes irslerve deme her河北….Aber von dem V町'gl回chmit d町

Vorlage (AV 1 25 = Sic el h回mocαrens filio heれediatin dominum possesionem beneficii sicut ef 

也笠盟ニ)k品nntenwir sogar folgendes出 chl同四 UnserSpiegl町 hattesich berei臼 damit

begnugt， das er das Wort beneficium in der Vorlage weggelassen h剖 (Diesk伽 nteubrigens ein Beleg 

dafur sein， das das Wort gut (= benefium in AV 1 24) in Lnr. 6 ~ 1 nicht， wie W. Ed. ALBRECHT 

angenommen hat， causa possessi棚 isbedeuten kannー Vgl. dazu meinen Aufsatz wie o. in Fn. 142， 

S. 12， F. 107). 

180) Lr. 2~4(=AVI6)， 47~2(=I 112);2~5 ， 80*2. 

181) Vgl. dazu 0.1，2，6 

182) V gl. dazu zunachst o. Fn. 11. Darauf sei noch u附 nzuruckzugreifen 

183) Vgl. dazu zunachst o. 1，2，7)， bes. a) mit Fn. 13. Auch darauf sei noch unten zuruckzugreifen. 
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zum erstenmal eine Bestimmung uber die Rechtsstellung eines Vasallen von einem 

lehnsunf五higenHerren. 

c) Lnr. 2 ~5 erklart dann betreffs des Anspruchs von solch einem lehnsunfahigen 

Vasallen auf die Belehnungserneurung， das er auch einen (bes. vom Oberherren 

angewiesenen) neuen， 1 
84) (ebenfalls) lehnsunf溜1IgenHerren nicht verweigern darf. 

Dagegen konnte man fr，巴ilicheine Frage anschneiden， ob solch ein lehnsunfahiger 

Vasall (bei einem Herrenwechsel) uberhaupt von einem neuen HeITen (od. Oberherren) 

eine erneute Belehnung verlangen darf， und zwar nicht ohne Grund， weil im vor圃

angehenden L町 2~2 ausdrucklich dargelegt ist， das von einem Herren mit einem Gut 

belehnte Lehnsunf五higeweder Erbrecht noch Anspruch auf die Belehnungserneuerung 

haben. Eine Antwort auf diese Frage finden wir aber im bald in 3) zu behandelnden 

L町 .2g7. 

2) Lnr. 2 96 (= AV I 6). Dies巴nArtikel， der den entsprechenden im Auctor vetus in 

巴inigenwichtigen Hinsichten korrigiert hat， haben wir bereits oben in 1， 2， 7) 

untersucht. Hier gilt es， nur das Notwendige im Zusammenhang mit Lnr. 2 95 (0. 1)) 

und 2 97 (u. 3)) zusammenzufassen. 

a) Trotz der wichtigen Korrigierung， die sich die Verfassung (= die Stellung der 

geistlich巴nFursten und ihrer weltlichen Herrschaftsgewalt darin) bezieht， besteht das 

Hauptthema des Artikels doch in der Rechtsstellung desjenigen Vasallen， der von 

einem lehnsunf五higenHerren， wie Pfaffen oder Frauen， belehnt ist. b) 1m Auctor vetus 

sowie in den Artikeln des Ssp-Lehnrechts， die darin eine Parallele haben， ste¥lt der 

Artikel (AV I 7， od. L町.2 96) d巴nersten und einzigen dar， der die Rechtsstellung 

solches Vasallen beruhrt. c) Dabei kommt als solcher Vasall in Frage ausschlieslich 

derjenige， der an deme herscilde vulk刀menist. d) Uber dessen Rechtsstellung ist nur 

noch folgendes ausdrucklich besagt: deme lene ne mach men (= solcher Vasall) nicht 

volgen an enen anderen herren. 

3) Schlieslich Lnr. 2 97. Auch diesen Artikel haben wir bereits oben in HI， C， 4， 5) 

angefuhrt und dessen zweite H届lfteanalysiert. Hier interessieren wir uns aber zunachst 

却 dieerste H品lftedavon， die zur 1. deutschen Fassung gehort. 

a) Hier ist eben der Fall zu finden， das ein Vasall， der von einem lehnsunfaigen 

184) Vgl. dazu 0.1，2，8)， b) 
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He汀enbelehnt ist. nicht nur uber das Afterbelehnungsrecht. sondem auch uber den 

Anspruch auf emeute Belehnung verfugt (vgl. dazu Lnr. 2 ~5 o. in 1)). Damit ist 

gleichzeitig klargestel¥t. das es sich dabei um eine bewuste Korrigierung des Grund-

sa位esin Lnr. 2 ~2 (= AV 1 4) oder um eine zielbe削除 Erweiterungder Rechte solch 

eines Vasallen handelt.1851 

T) Dazu sei jedoch foJgendes zu Temerken: i) Hier kommt vor aJs der Jehnsunf五hige

He汀.der den Vasallen belehnt. nicht de des herscildes nicht ne hevet wie in Lnr. 2 ~6. 

sondem ausschlieslich pape oder wif. ii) Die Sonderregel in diesem Artikel beschr加kt

sich femer auf den Fall. das pape oder wif mit dem Lehen. dar en man deme rike nen 

denest plichtich n 'is af to dun， wi巴 borchlenunde kerke， belehnt ist. iii) Dabei be-

zeichnet das Wort denest. wie in meisten Beispielen des Ssp-Lehnr巴chts，“Militar-

dienst". Die B巴lehnungmit einem Burglehen oder mit einer Kirch巴， genau so wie mit 

einem Eigenlehen in der nach-eikisch erganzten 2. Halfte des Artikels， bringt keinen 

Reichsdienst in diesem Sinne mit sich.186) 

4. 1m Ssp-Lehnrecht sind. auser den eben in 2. behandelten. noch mehrere Artikel 

erg加zt，die die (gem巴msam巴)Belehnung einer Frau beschr巴iben.Diese Artikel be-

zi巴hensich fr巴ilichauch auf die Rechtsstellung eines lehnsunfahigen Vasallen. 1m 

folgenden seien sie aber w巴genihres gr，るserenUmfangs fur sich zu behandeln. 

1) Lnr. 56 ~ 1 = Ok de man gut untvan mit einer vrowen， so dat he se an deme gude 

vorestan unde volge dar mede an enen anderen herren. of er herre slerve，山 rer de 

volge tosteit. went se des herscildes darvet.印刷nhevet den herscilt unde de gewere 

van der vrowen halven an deme gude， dorch d，αt hevet he de volge dar an 

a) Auser Zweifel ist仕eilich，das es sich hier um eine Art g巴meinsameBelehnung 

ein巴rFrau zusammen mit einem 11ωn handelt. und zwar damit sie ihre mangelhaften 

Vasallenrechte - konkret， den fehlenden Anspruch auf erneute Belehnung sowie die 

beschr加kteprozessuale oder Zeugenf五higkeitim Lehngericht - erg加ze.Aber uber 

185) Auch in einem nach-eikischen Artike¥. Lnr. 2 ~3. ist， in Bezug auf die Leibzucht am Lehen. die 

Anerkennug des Anspruchs auf emeute Belehnung zu finden. V gl. dazu o. II¥， A， 3， 3). 

186) Daraus konnten wir auf fo1gendes zuruckschliesen: Das Hautptziel d田 Grundsatzesin Lnr. 2 ~2 (= 

weder Erbrecht noch Anspruch auf emeute Belehnung fur einen (eigentlich) Lehnsunfahigen) be-

steht doch darin， den Zeitraum， in dem substantiell kein Militardienst vom Lehen zu erwarten ist， 

m白glichstkurzzuha1ten 
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die Re氾htsstellungd回 man，besonders aber dar品ber，warum er - obwohl auch er 

selbst vom Herren belehnt ist - die Gewere an dem Gut v官m der νrowen halven 

erhalten mus， ist von dem Artikel kaum zu erchliesen. 

b) L町.56 ~2 = Stirft aver de vrowe， van der 伯lvenhe de were hevet an deme guゐ，

sin lenunge hevet ende d，'e he to vormuntscap untvenk， eme ne si recht len oder gedinge 

dar仰 gelegen.

Damit ist die eben angeschnittene Frag巴 g浄lるは:Der man ist n誌mlichder Vorrnund 

der Frau， sein Recht an dem Gut ist nichts anders als de (ge)wereωvormuntscap zu 

Lehnrecht (= Berechtigung， als Vorrnund ihr Lehen ihrethalben oder anstatt ihrer zu ver-

walten).187) 

2) Lnr. 56 ~5: Gedinge dar an unde ledich gut mach he wol verlien mit der vrowen 

wille， unde swat dar ledich an wert， dorch dat se beide en νul lenrecht hebben an deme 

gude mit gesameηder hant u円tvangen:he hevet de lenunge unde de herscilt， unde se 

hevet de selve lenunge unde de gewere. 

W悶 gesehen，wiII der Artikel， nachdem er besagt hat， das der Vorrnund das Gedinge 

oder das (der bevormundeten Frau) ledich gewordene Gut188) mit ihrer EinwiIIigung 

verIeihen kann， den Grund dazu erkl証ren.Dazu sei zweierlei zu bemerken: 

a) Als Grund dazu gibt dεr Artikel an， auser der gemeinsamen Belehnung der beiden 

durch ihren Herren， de herscilt des Vormunds und de gewer官 (nur)der Frau. Damit ist 

freiIich das oben in 1)， a) u. b) Gesagte nochmals bestatigt. Vorausgesetzt ist aber dabei， 

das ein Vasall， um sein Lehen (einschlieslich des Gedinges daran) weiterzuverleihen， 

nicht nur die Gewere (= Beseitz und Besitzrecht) daran， sondern auch den HeerschiId 

(oder die Lehnsfiめi唱keit)habenωIIte. Das mus aber dazu fi仙ren:ein (eigentlich) 

Lehnsunf詰.higer，der von einem Herren belehnt ist， sollte immer ein Vormund zu 

187) Bestatigt ist dies auch durch einen dahinten stehend叩 Artikel(Lnr. 56 ~4: Let ok de vrowe er gut 

op， oder wert it mit lenrechte verdelt， jene ne hevet dar nicht an de it m叫 eruntvenk. Let aver he it， 

oder wert it eme verdelet mit lenrechte， se ne verluset dar mede nicht， dorch dat se in den weren sit 

Lien ne mach he ok dar nicht an weder der vrowen willen， ane dat ene verlegen an kumt， unde dar he 

mit lenrechle 10 gedwungen we吋ー(Swat dar ledich an wert， dat is der vrowen ledich， unde nicht 

d目 前 herrennoch deme manne de it m;t er untvenk.)). Ygl. zur (ge)were to印刷明日capauch die 

were to rechter vormuntscap eines Ehemanns fur seine Frau (Ldr. 1 31 ~ 1， ~2 sowie o. II， 3， 3)). 

188) Ygl. dazu o. Fn. 187. 
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Lehn陀 chthaben (um seine Lehnsunfahigkeit zu erganz定百).目的

b) Die Frau und der Vormmund haben zwar zu zwei die Gewere an dem Gut (= d凶

Recht， es als Lehen zu besitzen oder beherrschen， einschlieslich des Afterbeleh-

nungsrechts) und den Anspruch auf die Belehnungsemeuerung， sie haben d旧chbeide 

(wahrscheinlich) kein Erbrecht daran. Tぬtzdemspricht der Artikel von: en vullenrecht 

(mit gesamender hant).190) Hier ist also wiederum eine gleiche Tendenz zu finden， wie 

d泡rBegriff recht len auch auf die Leibzu氾htam Lehen angewandt iSt.191) 

3) Lnr. 75 S 1 = lt is gut， dat en man， der vro附 nvrunt， gut mit er untva， do陀 hdat， 

of er herre stiポ，unde dar de vro附 nichtvolgen ne mach， dorch dat se des herscildes 

darvet， dat de man volge deme gude na sime rechte， went he den herscilt h沼vet.Swelk 

er dirre twier den anderen over levet， de hevet lenrecht an deme gude jegen den herren 

de it ene gelegen hevet. Hevet it aver de man to der vrowen hant untvange肌 unde

anderes nicht na der vrowen dode. he ne hevet dar nicht rechtes an. 

B巴handeltist auch hier eine A口gemeinsameBel巴hnungeiner Frau zusammen mit 

einem man， um ihren fehlend巴nHeerschild oder Anspruch auf emeute Belehnung beim 

Herrenfall zu erganzen. Dariiber besteht kein Zweiた1.Aber der Unterschied vom oben 

in Lnr. 56 S 1 ~ ~5 behandelten Fall sei kein四 wegszu ubersehen. i) Hier ist der man， 

.der zusammen mit einer Frau gemeinsam belehnt ist， ist nicht ihr叩 rmunt，sondem ihr 

vrunt. ii) Bei der gemeinsamen B巴lehnungeiner Frau zusammen mit ihrem Vormund， 

hevet sin lenunge ende， wenn die Frau stirbt (Lnr. 56 ~2， oben in 1)， b) - dasselbe 

besagt der letzte Satz des Lnr. 75 ~ 1 mit巴ineranderen Formulierung wied巴rholt).192)

Dagegen hat der vrunt in diesem Artik巴1，falls er die Frau uberlebt， (nunmehr er allein) 

lenrecht an deme gude. 193) 

189) Aber bis auf diesen Artikel ist solch ein Vormund (fur einen Lehnsunfahigen) weder erw温10tnoch 

angedeutet. Es scheint mir auch unwahrscheinlich， das ein Paffe im Lehngeriほhteinen Vormund zu 

haben brauchte. 

190) Auf den Ausdruck mit gesamender hant in diesem Artikel sei b岨Idzuruckzugreifen 

191) Vgld位刀Ldr.III 75 ~2 sowie o. 111， B， 4. 

192) Zu bemerken s副 dabei，d必 indiesem Artikel nicht mehr刊 nmit gesamender hant gesproch叩，

wie in Lnr. 56 ~5 ， sondem von (de "回nhevet it)仰 dervro附 nhant.Vgl. dazu gleich u. Fn. 193 

193) In Lnr. 32 ~1 ist eine folgende Bestimmung zu lesen: Man mach vele bruderell en gut lien， ofse it 

mit gesame(n)der han! unde geli生旦竺 daran hebben. Wenn wir d印 Begriff“Bel蜘 ungrrut 

E畑amterHand" als Terminus technich旧snur im Sinne di回目 Artikels(= nur in Bezug auf den Fall， 

das 呂田neinsamBelehn阻 andem Lehen alle gleichmasige (ge)were haben) gebrauchen wollen， so 
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4) Lnr. 75 ~3194) = Sprikt en herre (D) ener vrowen (A) gut an dat se (A) in geweren 
hevet， oder iemant de des herscildes darvet， unde seget it eme (D) de herre (D) ledich 

van enes sines mannes (B) dode， unde seget it er (A) de vrowe (A)νan enen anderen 

(C) de noch levet， geweret se (A) de herre (C) des gudes， alse lenrecht is， de vrowe (A) 

behalt dat gut. 

Liest man den Artikel fur sich， so w誌rekaum zu verstehen， warum oder aus weIch 

einem rechtlichen Grund der Heπ(D) das Gut fur sich in Anspruch nehmen will oder 

kann. Der Artikel hat aber eigentlich (= in der 1. deutschen Fassung) gleich hiter dem 

Lnr. 75 ~1 gestanden. 1m Zusammenhang mit Lnr. 75 ~1 k凸nnenwir uns also den FalI 

in Lnr. 75 ~3 etwa wie folgt vorstellen: 

Eine Frau (A) ist， zusammen mit einem m即 (B)(= vrunt in Lnr. 75 ~l) ， von einem 

Herren (C) gemeinsam (od. mit gesamenden hant) mit einem Gut belehnt. Von den 

beiden stirbt zuerst der man (B). Der B ist zugleich VasalI eines anderen Herren (D) 

(und m句licherweisevon dem D mit dem grosten Teils seines Lehens belehnt) 

gewesen. Wegen des Todes seines VasalIen (B) solIte auch das Gut， mit dem der B 

zusammen mit der A gemeinsam belehnt ist， - so glaubt der D - ihm (D) ledich 

geworden sein. Das Gut befindet sich aber in der Gewere (= im Besitz) der A. 50 klagt 

er gegen sie auf das Gut. Wenn ihr Herr (C)， der wirklich die A mit dem Gut belehnt 

hat， vorkommt， um ihr dafur gewahrzuleisten， so obsi巴gtdie A und sie erstreitet das 

GUt.195) 

5) Auserdem beziehen sich freilich auch die Artik巴1uber die Leibzucht an dem (oder 

in Gestalt von) Lehen (oben 111， A) auf die Belehnung einer Frau. Wenn auch wir uns 

auf den Artikel， der b巴reitszu der 1. deutscher Fassung gehるrt，beschranken， gehort 

sei der Ausdruck mit gesamender hant in Lnr. 56 ~5 keineswegs a1s solch ein Terminus technichus 

auszulegen 

194) In der 2. deutschen F出 sung1St zw日chenLnr. 75 ~ 1 und *3 der folgende Artikel hinzugesetzt: Lnr 

75 ~2 = ( Of dit gut kumt 叩 enenanderen herren， liet he dat四 beiden，als he dorch recht scal， 

went se beide en lenrecht dar an hebben， so hebben se dat van deme herren， alse se datνan deme 

erren herren hadden. Versprikel aver de herre der vrowen volge， unde liet he dat deme manne allene， 

de hevet en vullenrecht an deme gude to liene unde to lalene mil der νrowell wil/en， dorch dat se in 

den geweren sil， unde he mach dal erven oppe sine kindere.) Damit ist d国 o.in 3) Gesagte emeut 

bestatigt. 1m ubrigen sei zu bemerken， das e目 tin diesem Zusammenhang das Erbrecht des man an 

dem Lehen erw油ntist (Vgl. dazu o. 2)， b)). 

195) Obwohl in dem Artikel von alse lenrecht is gesprochen ist， sollte der D seine Klage gegen die A 

(im allgemeinen， d. h. es sei denn， das auch die A zugleich sein Vasall ist) nur vor Gericht zu 
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Lnr. 31 ~ 1 jedenfalls hierzu， obwohl dort das Wort herscilt nicht gebraucht ist. 

6) Aus den bisher Ausgefuhrten ist folgendes klargestellt: Nicht nur die Anzahl der 

Artikel betreffs der Belehnung der Frau， die erst im Ssp-Lehnrecht erg加ztsind， ist 

nicht gering， sond巴mdarin ist auch die gleiche Tendenz oder Neigung， wie wir bereits 

oben (IIl， A) im Zusammenhang mit der Leibzucht am (oder in Gestalt von) Lehen 

hingewiesen haben， zu finden， namlich eine Tendenz oder Neigung， die lehnrecht1iche 

StelIung der Faru， besonders indem man ihr den Anspruch auf emeute Belehnung mit 

dem Gut anerkennt， zu verstarken. Auch dies konnte darauf zuruckzufuhren sein， das 

unser Spiegler im Ssp-Landrecht die (landrecht1iche) RechtssteIlung der Frau n品her

uberlegen hat. 

5. Dann uber die Erg加zungoder Korrigierung， die die Beziehung des Vasallen zum 

Oberherren， besonders aber sein Verlangen nach der emeuten Belehnung bei diesem 

betrifft. 

1) Vor allen anderen sei auffolgendes hinzuweisen: Obwohl die Falle， wo ein Vasall 

in unmittelbare Beziehung mit dem Oberherren tritt， sehr begrenzt ist， 196) ist die Anzahl 

der einschl品gigenArtikel doch keineswegs gering. Sie reicht n品mlichbis zur 18 

Artikeln.197
) Die Bezi巴hungdes Vasallen zum Oberherren gehるrtalso， neben dem 

gedinge，198) zu den im Ssp-Lehnrcht am meisten erg詰nztenThemen.199
) 

2) Wir wollen eigent1ich zuerst den Artikel Lnr. 80 ~2 behandeln. Als Vorbereitung 

dafur beginnen wir jedoch mit dem vorang巴hendenArtikel Lnr. 80 ~ 1， obwohl dort 

nicht (ausdruck1ich) von herscilt gesprochen ist. 

a) Lnr. 80 ~l = Swe an den 0νeren herren sinnet lenunge oder wisunge mil sime 
gude， wiset he ene dan in sines herr.印刷genot，so de man dat erst irveret binnen der 

jartale， dat heνolgen scal， so scal he de wisunge weder spreken vor deme overen 

Landrecht erheben honnen oder mussen. V gl. dazu den FaIl in Ldr. Il 42 ~ 1. 

196) Vgl. dazu o. Fn. 101 

197) Auser den hier zu behandelnden Artikeln， wo das Wort herscilt erscheint: Lnr. 80 ~2 u. ~3 ， siehe 

auch die Artikel， wo das Wort nicht erscheint: Lnr. 14 ~3 ， ~4， 15 S 1， ~2， ~3 ， 28 ~2， 29 ~ 1 (= AV 175， 

aber an der korrigierten Stel1e)， 38 ~1 ， ~2， 58 ~ 1， 59 ~ 1， ~4， 60 ~ 1， 69 ~9 ， 71 ~ 10， 80 ~ 1 

198) Vgl. dazu o. Fn. 89 

199) 1m ubrigen mussen wir auch in Bezug auf die Artikel， wo ein overe herre nicht ausdfUcklich 

erw油nt，sondem (im Zusammenhang mit der volge) einfach VOn ander herre gesprochen ist (z.B 

wie in Lnr. 2 ~5， ~7 ， 56 ~l ， 75 *1)， jedenfaIls eine Moglichkeit mitrechnen， das unter dem ander 

herre auch der overe herre mit einbegriffen sein konnte. 
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herren. Wel de herre， he mut to hant seggen， war umme he nicht volgen ne scole; wel 

he aver， he mach eme degedingen dar umme vor sine man to enen male unde nicht meη 

dar ne werde ordel gesculden oder ordeles vrist mit rechte gewunnen. So mut de man 

seggen， weder he de wisunge verspreke mit der ergeren bort oder mit manscap， dar sek 

jene mede genederet hebbe an den men ene wiset， oder sin vader oder sin eldervader. 

Falls das Lehen eines Vasallen dem Ob巴rherrenledich wird und der Vasall daraufuin 

vom Oberherren erneute Belehung verlangt， soll der Oberherr， wie b巴reitsoben in 1， 2， 

8) dargelegt， den Vasallen selber mit dem Gut belehnen oder ihm einen neuen Herren 

anweisen. Dieser neue Herr so11 aber， den Grundsatz von der Erniedrigung des Schilds 

voraugesetzt， ein巴ngleichen Schild haben， wie der fruhere Herr des Vasallen. Wenn 

der Oberherr aber wider diese Regel dem Vasallen sines herren ungenot als neuen 

Herren anw巴ist?

Es verdient keine E刊誌hnung，das der Artikel eben ein Verfahren， wie der Vasall 

solch eine rechtswidrig浄Anweisungdes neuen Herren durch d巴nOberherren zuruck-

weisen sollte， konkret beschreibt. Dazu sei aber nur folgendes zu bemerken: In solch 

einem Fall darf der Vasall namlich die Anweisung der neuen He打官nzuruckweisen， 

nicht nur mit manscap， dar sek jene mede genederet hebbe， sondern auch mit der 

ergeren bort. So weit geht hier alωeine Tend巴nzzur Fixierung jedes Schilds an je 

einen Geburtsstand. 

b) Lnr. 80 ~2 = So vrage de herre enes ordeles， of he ienege rede gedan hebbe de 

eme helpende si. Vint men to rechte，2叩 )he ne hebbe， so mut he volgen an jene oder he 

mut dat ordel scelden. Vint men to rechte， he hebゆぜ rechterede， deste he er mit getuge 

vulk刀me，hevet he denne de wisunge versproken mit der ergeren geboη dat mut he 

tugen selve sevende umbesculdener lude an erme rechte， swe se sin: hevet h沼 de

wisunge versproken mit manscap， dar he sek mede geneder(e)t heb必ぽ，an den men ene 

wiset， oder sin vader oder sin eldervader， dat mut he tugen selve dridde so gedaner 

lude de t，o deme herscilde geboren sin， se sin des herren man oder ne si. Sint se des 

herren man， de herre scal se plichtegen to deme getuge bi sinen hulden; ne sint se sine 

m仰 nicht，se muten jeneme stan仰 demegetuge mit erme ede， dat de herre仰 den

men ene wiset sines ersten herren genot an deme herscilde nicht ne si. 

2∞) Vgl. zum Ausdruck 10 rechle vinden o. Fn. 139. 
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Der Artikel erkl品rtweiter， an den eben behandelten Lnr. 80 S 1 anschliesend， das 

Verf必rren，wie der Vasall die rechtswidrige Anweisung des neuen Herren durch den 

Oberherren zuruckweisen sollte. Dazu sei nur folgendes zu bemerken: Auch hier ist 

namlich der Ausdruck to deme herscilde geboren gebraucht. 

3) Lnr. 80 S3 = Kumt jene vor an den de tuch geit (= der dem Vasallen angewiesene 

neue He汀)， unde but he sine unscult dar vore to dunde， he ne mach des mannes tuch 

mit siner unscult nicht breken. Budet he san sinen tuch dar to， dat he sines ersten 

herren genot wol si an der gebort unde an deme herscilde， he ne mach mit sime tuch 

jenes tuch nicht verleggen， went de man mut bad sek selve unde sin gut deme herren 

mit getuge untbreken， den de herre mute ene unde sin gut under sek ten mit sime tuge. 

Damit ist eindeutig klargestellt， das die (prozessuale) Stellung des neuen Heηen， 

soweit der Vasall， der die Anweisung an diesen zuruckweisen will， seinen Einspruch 

durch den Zeugenbeweis begrunden kann， hoffnungslos ist. Dazu sei aber auch 

folgendes zu bemerken: ln dem Ausdruck: genot an der gebort unde an deme herscilde 

ist n誌mlichder (einzeln巴)Heerschild beinahe anje einen Geburtsstand assimiliert.20
I) 

4) Auserdem ist巴ineEr伊nzungoder Korrigierung， die sich auf das Verlangen der 

Belehnungsernerung beim Oberherren bezieht， auch in 2 Artikeln， Lnr. 25 S3 und 54 

S 1 zu tinden. Sie seien aber unten in巴inemanderen Zusammenhang zu behandeln. 

6. Nunmehr woll巴nwir die im Ssp-Lehnrecht erg加ztenod巴rkorrigi巴rtenArtikel， die 

sich auf die Verfassung bezieh巴n，(soweit darin das Wort herscilt oder scilt vorkommt) 

alle zusammennehmen. 

1) Zunachst品berdieErg詰nzungin Bezug auf das Eigenlehen 

a) Lnr. 54 ~ 1 (= AV 1 124 u. 126). Wie bereits oben erortert，202) vereinigt der Artikel 

die beid巴nentsprechenden im Auctor vetus， um etwa folgendes darzulegen: Fa11s ein 

Herr namlich， indem er seines (lehnrechtlichen) Standesgenossen Vasall wird， sinen 

scilt erniedrigt， hat er damit das seinen Vasallen verliehene Leh巴nalles ver1oren， so das 

201) Oer darauffolgende Art. Lnr. 80 ~4 lautet wie folgt: Swe mil orde/en ane geluch sines herren 

wisunge verlegel. den mut de herre 1= Oberherr) wo/ wisen ande円varve.Swe de wisunge aver mil 

geluge verlegel. de ne mul he nirgen wisen， unde mul it eme se/ve lien， went de man n 'is nichl 

plichtich to lugene dicker den enes umme en gul jegen sinen herren. Wenn dem so ist， wtirde der 

Oberherr， der den Vasallen nicht seJber beJehnen will， dazu getrieben werden， den Einspruch des 

Vasallen， ohne von diesem den Zeugenbeweis zu verlangen， 10 hanl anzuerkennen 

202) Vgl. dazu oben JIl， C， 4， 2)， b) u. c) 
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alle Vasallen ern巴uteBelehnung damit vom Oberherren verlangen sollen. Durch die 

Erganzung in Lnr. 54 ~ 1 ist davon das Eigen des Herren ausdrucklich ausgenommen. 

Uber das weitere Schicksal des Eigenlehens schweigt der Artikel. 

Daruber besagt aber der andere Artikel， Lnr. 76 ~3 ， der betreffs der Aufkundigung 

der Vasallitat durch den Herren dies巴lbeAusnahme erganzt， wie eb巴nfaIlsoben unter-

sucht，203) etwa wie folgt: Auch in di巴semFall hat d巴rHerr das Gut， das dem Vasallen 

verliehen ist， alles verloren， so das der Vasall vom Oberherren erneute Belehnung 

damit verlangen soll. Wenn das Gut das Eigen des Herren ist (oder einem Gotteshaus 

zug出品目)， so darf der Vasall es lebenslang ane denest behalten， er kann es auch weiter 

verleihen sowie auf seine Kinder vererben. Daraus sei wohl zu schliesen， das das Eigen-

lehen auch in dem Fall des Lnr. 54 ~l das gleiche Schicksal erfahren hat.2帥)

1m ubrigen haben wir oben auch auf folgendes hingewiesen: An den Korrigierungen 

und Erganzungen im Ssp-Lehnresht betreffs des Eigenlehens ist im grosen und ganzen 

eine Tendenz oder Neigung zu erkennen， das man， einerseits seine Eigenschaft als 

Eigen bewahrend， doch es mるglichstan das Reichsgut angleichen wiIl.205) Was dies f町

die Verfassung bedeutet (oder bedeuten kann)， soll der folgende Artikel klarmachen 

b) Lnr. 69 ~8. Dem Artikel zufolge soll auch die Urteilsschelte uber ein Eigenlehen 

(obwohl der K，るnigin Bezug auf das Eigen kein oberster Lehnsherr ist) zuletzt vor dat 

rike (= vor Konigsgericht) gezogen werden.2師
)Fur uns ware aber die Begrundung 

dieser Ansicht noch wichtiger. Unser Spiegler sucht 凶mlichden Grund dafur im 

folgenden: Der konig ist doch nicht nur der oberste Lehnsherr， sondern zugleich auch 

zum obersten Richter zu Landrecht gew託hlt(so das er als solcher auch uber das Eigen 

richten kann). 

Besonders zu bemerken ist dabei， daβunser Spiegler dies ferner mit dem Satz: went 

de herscilt an eme (= dem K凸nig)begint begrunden will. Denn damit ist klarzusteIlen， 

das ihm folgendes deutlich bewust gewesen ist: Di巴Heerschildordnung，an sich ein 

Rechtsinstitut zu Lehnrecht， fungiert doch zugleich als Treppe， wodurch die land-

rechtliche (Blut-)Gerichtsbarkeit als Gerichtslehen， vom K谷口igausgehend， nach unten 

203) Vgl. dazu o. III， C， 4， 2)， a) u. c) 

204) Vgl. dazu o. III， C， 4， 2)， c). 

205) Vgl. dazu o. III， C， 5 

206) Vgl. dazu sowie zum folgenden oben III， 0， 4， 4) wie 5. 
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geht. Hinter der oben in a) erw詰hntenTendenz zur moglichsten Angleichung des 

Eigenlehens an das Reichsgut versteckt sich， so gesehen， eben die Neigung (oder das 

Idealbild) unseres Spieglers， das System der landrechtlichen Gerichtsbarkeit als Gerichts-

lehen durchzusetzen und damit auch jedes Eigen wie dessen Inhaber restlos in dieses 

System (oder in den damaligen“Staat") einzugliedern.207) 

2) Dann品berdie Korrigierung oder Erg泊zung，die sich auf den Konig oder auf das 

Reich bezieht 

a) Lnr. 25 93 (die zweite H詰Iftedavon) (= A V I 61): Also m<mich scilt， alse is van 

deme koninge nederwart， also manich jartale is to volgene sime gude， iewelke附

binnen ses weken unde eneme}αre. 

1m Vergleich zum parallen A V I 61208) ist ohne weiteres festzustellen， das in Lnr. 25 

93 der Vorlage 2 Zusatze (= alse is van deme koninge nederwart sowie to volgene sime 

gude) hinzugefugt ist. Beim ersten Anb¥ick kるnntensie beide als eine blose technisch巴

Erganzung ersch巴inen，auch ohne sie kann man doch aus dem Zusammenhang mit der 

ersten H詰Iftedes Artikels wohl dasselbe entnehmen. 

Soweit esd巴nersten Zussatz ang巴ht，triff das aber nicht zu， weil ein and巴r巴sBeispiel 

wie folgt zu finden ist. Lnr. 71 96 setzt. wie bereits oben erwahnt，209) in Bezug auf das 

Eigenlehen， an die Stelle von den Worten in der Vorlage (= AV I 61): sexta manum 

die: de sevende hant und fugt fern巴rzur Vorlage den Satz: alse ander len dat des rikes 

gut is hinzu. Zweifelsohne sind diese Korrigierung und Erg加zungganz bewust erfolgt. 

Sie bring巴ndoch zum Ausdruck， auser der oben erneut erwahnt巴nTendenz zur mog-

lichst巴nAngleichung des Eigenlehens an das Reichsgut， auch eine Vorstellung， das der 

Heerschild vom Konig ausgeht oder an der Spitze der Heerschildordnung der Konig 

s臼ht，viel deutlicher als die Vorlage. 

b) Lnr. 23 91 (= AV I 50).210) Am Eingang des Artikels， der dem Texte der Vorlage 

entspricht， ist bestimmt， das der Herr (beim Mannfall sowie beim He巴renwechsel)

die (von einem Vasallen angebotene) Mannschaft nicht zuruckweisen darf， und an-

207) Vgl. dazu meinen Aufsatz， Die innere Struktur des mittelalterlichen Rechts (wie in o. Fn. 113). 

208) AV 1 61: Quotquot enim sunt clypei. tot singulares sunt termini; cuiuslibet terminus habens annum 

et sex hebdomadarum spatium 

209) Siehe oben 1lI， C， 4， 3)， c) mit Fn. 117 

210) Vgl. dazu oben III， D: 4，1)， a) u. 5， 2). 
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schliesend ist davon nur der Fall， das de (= man) des herscildes da円 et，ausgenomm巴n.

In der darauffolgenden langeren Erg如zungsind zu dieser Ausnahme folgende E品lle

hinzugefugt: der Fall n員mlich，das der Vasall in des rikes (=初ninges)achte is oder im 

betreffenden gerichte (= Gerichtsbezirk) ve砕stetis， oder das ihn der betreffl巴ndeHe汀

verklagt hat vor des landes richtere umme rof oder umme ander ungerichte (in diesem 

Fall aber nur biunen den degedingen). Mit dies巴rErganzung ist eben der Vorrang des 

Landrechts-gegenuber dem Lehnrecht eindeutig zum Ausdrck gebracht， hier in dem 

Sinne， daβdie lehnrechtliche Stellung eines Vasallen durch seine landrechtliche Stel-

lung bedingt ist. 

c) Lnr. 69 g8. Auch in diesem Artikel， der， wie oben in 1)， b) emeut er品rtert，in dem 

herscilt zugleich die Trepp巴 furdas Gerichtslehen sehen will， erscheinen die beiden 

W加 er:koning und rike. Femer ergazt ein ander Artikel， Lnr. 71 g2， der die Weiter-

verleihung des Gerichtslehens bis an de virde hant prinzipiell (d. h. das Schultheisamt 

ausgenommen) verbietet， den Satz: Swe gerichte to lene hevet eben mit denselben 

Worten:νan deme koninge nederwart， genau so wie in Lnr. 25 g3.211) Ziehen wir diese 

beiden Artikel mit in Betracht， so durfen wir ruhig schliesen， das hier behandelte 

Korrigierungen und Erganzungen im Ssp-Lehnrecht alle auf die Uberlegungen uber das 

System der Gerichtsbarkeit zu Landrecht sowie uber die darauf beruhende“Ver-

fassung" beim Beschreiben des Ssp-Landrechts zUTUckgehen.212) 

3) Schlieslich uber die Korrig町 ungoder Er民nzung，die sich auf die Fursten und 

ihr Fahnlehen bezieht.213) 

a) Lnr. 71 g20 (= AV凹 4):Van iewelkeme anderen lene ane borchlen mut 印刷n

ordel vinden over den anderen unde tuch wesen de an deme herscilde vulkomen is， ane 

oppe vorsten vanlen. De vorste mach aver wol ordelνinden unde getuch wesen over 

iewelken man des rikes. 

Der Artikel korrigiert in der ersten H詰Ifteden entsprechenden Text im A V JII 4 

erheblich. Einmal 1泊ter einfach weg den Relativsatz， der den Worten a/ium bene-

211) Vgl. dazu oben IIl， D: 4，1). c)， mit Fn. 151 wie 5， 2) mit Fn. 173. 

212) V gl. dazu oben IIl， D， 5 sowie meinen Aufsatz wie o. in Fn. 49. 

213) Vgl. zum Gebrauch von den Wortem: vorste und vanlen im Sachsenspiegel meinen Aufsatz， 

Lehnrecht und Verfassung im Sachsenspiegel (wie o. Fn. 1)， S. XVI ff 
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ficium zugehort: quod homo per hominium susceperit et in warandia habuerit.214
) Zum 

anderen wechselt er den unbestimmten Audruck: quilibet idoneus super inbeneficiatum 

a/ium mit dem deutlicheren Satz: de an deme herscilde vulkomen iS.215
) 

Zudem fugt der Artikel in der zweiten Halfte (ab ane oppe vorsten vanlen) die Satze 

hinzu， die sich auf die Fursten beziehen， um die gleich dahinten erganzten A此ikel，Lnr. 

71 ~ 21， ~ 22， ~ 23 und 72 ~ 1， einzuleiten. Darunter befindet sich auch ein “definito-

rischer" Artikel uber den Fursten: L町.71 ~21 (= Vorste het dar umme vorste des rikes， 

dat sin vanlen， dar he vorste van wesen wel， neman vor eme untvan ne scal. Swe it en 

ander vor eme untvet de it eme liet， so n 'is he de vorderste an der lenunge nicht; dar 

umme ne mach he νan deme lene nen vorste wesen. Swe so vanlen hevet unde vorste is， 

de ne scal nenen leien to herren hebben ane den koning)， Dazu sei ubrigens zu be-

merken， das er sich wahrscheinlich an die landrechtlichen Artikel (= Ldr. III 58 ~2 u. 

~ 1) anschliest.2161 

b) Lnr. 71 922 = Oppe iewelk des vorstenlen， ane vanlen， mut iel叩 lkman de van 

sime herren belent is tuch wesen unde ordel vinden， of he an deme herscilde vulkomen 

IS. 

Daraus s巴 zwarzu entnehmen， das die Fursten auser Fahnlehen auch gewるhn-

liches L巴henhaben und es weit巴rverleihen kるnnen.Aber alles andere ist bereits in der 

zweiten Halfte des Lnr. 71 ~20 (oben in a)) mit einbegriffen. 

214) 1m ubrigen sei der Grund zur Weglassung di回目 Re1ativsatzesim fo1genden zu s配 hen:D町

Ssp-Lehnrecht hat am Ende d町、orangehendenLnr. 71 ~ 19 an die Stelle von vulga陀 beneficiumden 

Begriff rechtlen gebr加 cht.Infolgedessen kommt es dazu， das der Satz unserem Spiegler nunme1官

als etwas Uberf1usiges erschien; Die beiden， im A V genannten Eig叩 scaften剖nddoch im Begriff 

陀 chtlenQedenfalls deutlicher) mit einbegriffen. Die Korrigierung in diesem ArtikeJ ist仙 沼 auchein 

Beleg furd叩 Unte目ch陪dzwischenνulga陀 beeficiumund rechtlen (Vgl. dazu oben II1， B， bes. 4) 

215) Dazu sei ubrigens 四 bemerken， da必畠 di悶eKorrigi阻len町叩n即1

Ver悶即a町nderu町叩mgbe句gl凶e白.t由t阻凶et.W油r陀e白叩n叫de口em澗nVa邸sa叫訓lIn凶1泌忌加m凶n凶E叫副li叫ch，der nur mit d必emgedi的ngμebelehn凶lt.凶S引t，na旧ac仙占h】AV 

III 4 im Lehngericht uber die anderen Vasallen weder Urteil finden noch Zeuge sein konnte， konnte 

er dagegen 岡 山 Lnr.71 ~20， s旧weit er an deme herscilde vulko明 enis， das beide wohl tun. In der Tat 

darf solch ein Vasall nach dem ebenfalls im Ssp-Lehnrecht erg如 ztenLnr. 9 ~1 (= S体eenes herren 

man IS. vorsp阿 kemut he wol sin unde ordel vinden binnen lenrechte， al ne hebbe he nen gut van 

dem悶 her陀 n)im Lehngericht jedenfalls Fursprech sein und Urteil finden (dabei sei der letzte Satz 

des Lnr. 9 ~ 1 nicht， wie ublich， in dem Sinne 四 verstehen，das der V部 allvon eme四 anderenHerren 

mit einem Gut be1ehnt ist) 

216) Selbstverst邑ndlichgeh凸rthierzu 加にhder oben in 2， 2) behande1te Art. Lnr. 21 ~2 
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c) Lnr. 72 ~1 (die erste H語lftedavon) = De koning mut wol degedi，昭 ento lenrechte 

enen vorsten over ses weken mit sime breve unde mit sime ingesegele in ene bescedene 

stad. Nene wort ne daif he benumen an sinen degedingen， went swar de koning open-

bare degedinget， dar is de hof Binnen bundenen dagen unde in allen steden，仰 ein 

kerken， mut de koning sin lenrecht wol halden. 

Obwohl hier das Wort herscilt oder scilt nicht erscheint， ist es doch kl紅， das der 

Artikel das Verfahren beschreibt， wie der.Kc加igseinen hof als Lehngericht halten und 

einen Fursten (der nach dem eben erklarten Grundsatz unmittelbar vom Koning belenht 

ist) (wahrscheinlich um ihn zu beschuldigen) dahin vorladen sol1. Dazu sei aber 

zweierlei zu bemerkem. i) Auch im Landrecht befindet sich sin (= des K加igs)hof， 

wohin die Fursten mit dems巴lbenVerfahren zusammengerufen sind (Ldr. III 64 ~1). ii) 

Over der vorsten lif unde er gesunt (also uber das Verbrechen der Fursten) ne mut 

neman richtere sin wan de koning (ist also nur vor diesem hof als Konigsgericht zu 

Landrecht zu richten) (Ldr. III 55 ~1). Dagegen darfkein Verbrechen von ihnen vor hof 

als lenrecht des Lnr. 72 ~1 gerichtet werden， was ubrigens auch daraus zu erschlies巴n

ist， das dieser hofauch binnen bundenen dagen gehalten werden kann217). 

d) Hier sei noch ein Artikel， wo das Wort herscilt oder scilt nicht erscheint， zu 

E開通hnen:namlich Lnr. 71 ~3 (= A V 11 68). Wie bereits oben im anderen Zusammen-

hang hingewiesen218)， erganzt der Artikel， nachdem er die Ausnahme vom prinzipiel1巴n

V巴rbotder Weiterverleihung des Gerichtslehens konkreter als in der Vorlage dargelegt 

hat， den folgend巴nSatz: Also ne mut de koning nen vanlen (nicht ledich behalden over 

en jar). Damit ist auch der Konig an der Spitze der Heerschildordnung bestimmter als 

in der Vorlage in das (るffentliche)System der landrechtlichen Gerichtsbarkeit als Ge-

richtslehen eingegliedert. Ziehen wir also die beiden letzteren Artikel rnit in B巴tracht，

so kるnnenw廿ohneZogem schliesen， das auch andere Korrigierungen und Erg加zun-

gen betreffs des Fursten und Fahnlehens， auf dem erst im Ssp-Landrecht entwickelten 

Verfassungsbild unseres Spieglers beruhend， erfolgt sind. 

7. Schlieslich uber den Artkel， der sich auf das Bauerrneisterlehen bezieht. 

217) VgI dazu Ldr. JI II ~4 = Binnen bundenen dagen ne mut men nicht dingen (auch Ldr. II 10 ~5 und 

Lnr. 4 ~4) 

218) Vgl. dazu oben I1I， D， 4， 1)， c). 

北法51(3・329)1195 XVI 



Vol.51 No.3 (2000) The Hokkaido Law review 

Lnr. 77 = Len to burmesterscap gelegen eゆdeburmester op sine sone. al darvet he 

des herscildes. unde volget dar mede an enen anderen herren; nicht ne mach he it aver 

verlien. Mit deme lene mach men ene ok wol wisen an enen anderen herren. Nenen 

herren ne mach he verspreken an der volge. it si wif oder man. V.仰 demlene ne mach 

he neweder tuch sin noch ordel vinden over enen vul此:omenenman an deme herscilde. 

a) An diesem Bauermeisterlehen sei vor allem folgendes bemerkenswert: Ein Lehns-

unfahiger namlich. falls er von einem Herren belehnt ist. hat zwar， im allgemeinen. 

lenrecht (also auch das Afterbelehnungsrecht) an dem Lehen， aber weder Erbrecht noch 

Anspruch auf erneute Belenhung daran.219
) Dagegen hat der Bauermeister， obwohl er wie 

ausdrucklich gesagt， zu denen， die keinen Heerschild haben， geh谷口， gerade umgekehrt， 

an diesem Bauermeisterlehen sowohl Erbrecht als auch (wenn auch etwas nachteilgen) 

Anspruch auf erneute Belehnunug bei einem neuen oder sogar oberen Herren， w泊rend

er kein Afterbelehnungsrecht daran hat. Ganz beil如fige刊誌hnt，haben wir die gleiche 

Rechtslage des Vasallen auch beim Gerichtslehen gesehen.220
) 

b) HOMEYER wil¥ ubrigens in diesem len to burmesterscap gelegen nicht das zu 

Lehen verliehene Bauermeisteramt， sondern ein Lehnsgut， das dem Inhaber des 

Bauermeisteramts verliehen ist. sehen，221) Damit sollte man doch (juristisch) gar nicht 

erklaren k品nnen，warum der Bauermeister es auf seinen Sohn vererben konnte. So 

ziehe ich， provisorisch， dem letzteren die erstere Auslegung dieses Lehens als das zu 

Lehen verliehene Bauermeisteramt selbst vor. 

c) Immerhin stellt Lnr. 77 den einzigen Artikel im Ssp-Lehnrecht d紅， das das 

Bauermeisteramt oder die Belehnung des Bauermeisters beruhrt. So wollen wir im 

folgenden， vorsichtshalber， was im Ssp-Landrecht uber die (gerichtlichen) Tatigkeiten 

des Bauermeisters dargelegt ist， zusammenstellen. 

i) Der Bauermeister， der eigentlich zum Nutzen des Dorfs mit Einwil¥igung der 

Mehrheit der Dorfbewohner verschied巴neBeschlusse fast und sie ausfuhrt，222) hat 

doch die Gerichtsbarkeit uber ein leichteres Verbrechen， das im Dorf geschiet， er 

219) Lr. 2 ~2. Vgl. dazu obe!， 2， 6) u. 7)， a). 

220) Vgl. dazu oben III. B， 2， 2)， a) wie III， D， 3， 1)，3) wie 4， 1)， c) 

221) C. G. HOMEYER， D田 Sachsenspiegelszweiter Theil， 2. Bd.， 1844， S， 529. 

222) Ldr. II 55 
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kann namlich einen Diebstahl， geringer als 3 Schilling we口， w誌hrenddeselben Tages 

richten.223) Falls es aber eine Nacht uberdauert， kann er es nicht mehr richt巴n.224)

ii) 1m Gografending (oder， wahrscheinlich im Fall d巴sKirchenguts， im Vogtding) 

soll der Bauermeister jedes Verbrechen rugen， bei dem die Verfolgung des Taters mit 

dem No佐ufeingeleitet ist， oder， das an das Leben oder an die Hand geht， soweit es 

noch nicht vor Gericht verklagt iSt.225) So wurde man geme den Gograf (oder den Vogt) 

als oberen Richter des Bauermeisters annehmen. 

iii) Uber diesen steht aber nicht immer ein Gograf als Oberricht巴r.Denn die lantlude 

konnen zwar den Gograf (im voraus) auf bestimmte Zeit w泊llen，er kann aber auch bei 

jeder jahen Tat gewahlt werden， um den Tater zu richten， und zwar mindestens von drei 

Dるrfemund soweit man den belende richtere (wahrscheilich den Graf) nicht zur Hand 

hat.226) (WaS den Vogt組 bel組 gt，so ist， im Vergleich zu demjenigen Vogt， der unter 

Ko凶gsbannsein Ding halt， sogar von deme主主主生竺 vogedegesprochen).227) 

iv) Der Bauermeister nimmt teil auch an der Verfolgung des Friedensbrechers， der in 

eine Burg im anderen Gerichtsbezirk geflohen ist. 228) Einem nach-eikischen Artikel 

zufolge erscheint er anstatt des Grafen auch als ein Gerichtszeuge.229) 

d) So gesehen， ware es durchaus denkbar， das ein Gograf oder sogar ein Graf 

Lehnsherr des Bauermeisters ist. Aber wer， oder wozu er， diesen mit dem Beuer-

meiterlehen belehnt hat， sowie， in welch einem Verhaltnis dieses Lehens mit dem 

System der landrechtlichen Gerichtsbarkeit als Gerichtslehen steht， bleibt letzten Endes 

leider unklar. 230) 

223) Ldr. II 13 gl. 

224) Ldr. II 13 ~2. 

225) Ldr. 1 2 ~4. 

226) Ldr. 1 55 ~ 2 u. 56 

227) Ldr. III 64 ~4， ~9 

228) Ldr. II 71 ~5 u. 72 ~I 

229) Ldr. 1 13 ~2 

230) Auch die Frage， die oben in Fn. 142 aufgestellt i引いobdas iudicium in A V 1 34 (= das gerichte in 

Lnr. 1I ~2) nicht in irgendeinem Zusammenhang steht mit dem len 10 burmesterscap geleg問 inLnr. 

77) bleibt letzten Endes ebenfalls ungel凸st，obwohl ich zu einer folgenden Annahme neige: Falls 白 n

Gograf， der im voraus auf bestimmte Zeit gewahlt i目、 nichtexistierte，ιむnnteein Graf， um diese 

Lucke zu erftillen， einige Bauerm白sterntit di四 emLehen belehnt haben (Dafur gibt es doch keinen 

unntittelbaren Beleg in unserem Rechtsbuch) 
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V. Schlusfolgerung 

Damit geht unsere Untersuchung uber die Heerschildordnung im Sachsenspiegel 

langsam zu Ende. Nunmehr gilt es daraus Schlus zu folgem. 

1. Zuerst臼，berdie eingangs angeschnittene Frage， warum unser Spiegler im Ssp-

L巴hnrecht，gleichzeitig mit den Artikeln， die sich auf die Verfassung beziehen， auch 

solch einen Artikel wie Lnr. 54 ~2 erganzt hat， der dem Grundsatz des Landrechts， 

besonders aber des Friedensrechts， im Widerspruch zu stehen scheint. 

1) Lnr， 54 ~ 1 behandelt den Fall， das ein Herr durch die Mannsca白zuseinem Standes-

genossen seinen Heerschild herabsetzt. Dabei vereinigt der Artikel die beiden ent-

sprechenden Artikel der Vorlage (= AV I 124 u. 126)， um bestimmter und strenger als 

die Vorlag巴wiefolgt zu besagen: al siner manne len hevet he (damit) verloren. Dies 

kann freilich der Erganzug des Lnr. 54 ~2 ein巴nAnlas gegeben haben. Ohne Ausnahme 

wie Lnr. 54~2 hatte doch auch solch ein man wie in diesem Artikel nunmehr al siner 

manne len verlieren mussen.231) 

2) Zu bemerken sei ebenfalls， das das， was in diesem Artikel besagt ist， keiseswerg 

in jeder Hinsicht dem Grundsatz des Landrechts gegenubersteht. Der letzte Satz: deste 

de ~附nscapnicht geeポnewerde setzt z. B. eine Regel voraus， das auf einen Lehnserben 

(nicht irgendein herscilt， a1so nicht nur die Lehnsf五higkeitselbst， sondem) desνaders 

scilt vererbt wird. Diese Regel ist aber erst in einem erg如ztenArtikel des Lehnrechts 

(21 ~ 1) ausdrucklich dargelegt und zeigt eben die Tendenz zur (moglichsten) Fixierung 

jedes Schilds an je einen Geburtsstand.232) 

3) 1m Lehnrecht ist auch solch ein Artikel als Sonderregel， die dem Vasallen lebenシ

langlich irgend巴inRecht zugibt， keineswegs alleinstehend. 1m Zusammenhang mit 

dem eben in 2) Gesagten ware davon folgendes Beispiel am wichtigsten: Ein Lehns-

unfahiger (wie Paffe oder Frau)， der trotz seines fehlenden Heerschilds von einem 

Herren bel巴hntist， kann das Lehen namlich seinen Vasallen weiter verleihen， ohne 

damit ihren Heerschild herabsetzen (geschweige denn verlieren) zu lassen.233) 

4) Auch der Sachverhalt， das ein Vasa¥l den von ihm begangenen Totschlag (wenn 

auch mit der Mannschaft zu einem Verwandten des Geschlagenen) suhnt， nicht so-

231) V gl. dazu oben II1， C， 4， b)。

232) Vgl. dazu oben IV， 2， 1). 

233) Vgl. dazu oben IJ， 5 (ab S. XV， L. 6 v. unten). 
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gleich oder nicht notwendig dem Grundsatz des Landrechts widerspricht. 1m Sachsen-

spiegel gilt doch im Grunde immer noch ein alterer Grundsatz: Wo kein Kl句er，da 

kein Richter.234) Auch duve oder rofin Ldr. 1 38 ~l konnten wir nicht als vertretendes 

Beispiel aller Verbrechen， sondem wortlich als etwas， was ausschlieslich Diebstahl 

oder Raub bezeichnet， auslegen， ein Verbrechen also， wobei einem irgendeine Sache 

genommen wird.235) 

5) Die Sonderregel in Lnr. 54 ~2 gilt aber nicht fur jeden Fall， das der Vasall durch 

die M訂mschaftzu seinem Standesgenossen seinen Schilt herabsetzt， sondem nur fur 

den Fall， das er damit den von ihm begangenen Totschlag suhnen will. So sollen wir 

uns nach dem Grund dafur weiter fragen. 

Einen Anhaltspunkt fur diese Frage sei wohl im Artikel Lnr. 76 ~3236) zu finden， ein 

Artikel n加11ich，der in Bezug auf die Aufkundigung der vasal¥istischen Beziehung 

durch den Herren di巴Vorlageim AV (= III 15) eben auf gIeicher Weise wie in Lnr. 54 

~I korrigiert hat. Auch in diesem Fall hevet he (= der Herr) dat gut verloベe)ndat 

de man van eme hadde， it ne si des herren egen. W泊lrendL町 .54 ~l 品ber das weitere 

Schicksal dieses Eigenlehens schweigt， besagt der Artkel etwa wie folgt: Der Vasall 

darf namlich das Lehen， das das Eigen des Herren ist， nicht nur lebenslanglich ohne 

Dienst fur den Herren behalten， sondem auch es weiter verleihen und auf seinen Sohn 

vererben. In dieser Korrigierung und Erg加zunghaben wir eben das starke Interesse 

des Spieglers fur den Frieden gesehen， weil eine Aufkundigung der Vasallit詰tin der 

damaligen Wirklichkeit leicht zur Fehde ubergehen konnte. 

Wenn dem so ist， so ware auch aus der Sonderregel in Lnr. 54 ~2， wenigstens 

mittelbar， dasselbe Interesse wie in Lnr. 76 ~3 zu entnehmen. Sie macht es doch sicher 

leichter， eine vasal¥istische Beziehung zwischen den beiden Parteien des Totschlags zu 

234) Vgl. dazu meinen Aufsatz wie o. Fn. 113， S. 138 

235) Vgl. dazu Ldr. III 76 ~5 ， wo die Notwebr zwischen dem Herren und Vasallen unter der Bedin-

gung， deste he se/ve eres se/ves habe nicht ne neme erlaubt ist， sowie Ldr. 1 63 ~I ， wo von demjeni-

gen， der einen Friedensbrecher zum (gerichtlichen) Zweikampf herausfordern will， folgende drei 

Sachen gleichzeitig zu verklagen， nat叫ichnicht nur das der Verklagte ihm den Frienden gebrochen 

hat， entweder auf der ~凸nigsstraße oder innerhalb des Dorfs， und das dieser ihn dabei verletzt hat， 

sondern auch das he ene berovet hebbe sines gudes. Insoweit wurde der Fall des Lnr. 54 ~2 

keineswegs auch dem Friedesrecht selbst widersprechen. 

236) VgI. zum folgenden oben III， C， 4， 2)， a) u. c). 
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schliesen， so das eine mogliche Fehde zwischen den beiden auszuschliesen. Aber ich 

wurde das Hauptziel des Lnr. 54 ~ I vielmehr darin suchen， die Heerschildordnung an 

sich als eine Hierarchie streng zu halten. 

6) Wozu will aber unser Spiegler die Heerschildordnung so s出 nghalten， und zwar 

indem er zugleich solch eine Ausnahme wie in Lnr. 54 ~2 zugibt? Mit dieser Frage 

erreichen wir endlich die Ansicht， die wir am Rand des vorigen Aufsatzes angedeutet 

haben， eine Ansicht 凶mlich，dies sei eben dazu erfolgt， um das System der land-

rechtlichen Gerichtsbarkeit als Gerichtslehen reibungslos funktionieren zu lassen.237) 1m 

folgenden soll die Begrundung dieser Ansicht an zwei konreten Fallen verdeutlicht 

werden. 

a) Der Fall， das de man in Lnr. 54 22 ein Schるffenbarfreierist. H語ttees solch eine 

Reg巴1wie in Ldr. 11165 ~2 (= Wert en man sines genoten man， sine bord noch sin /，仰t-

recht ne heνet he nicht gekrenkt， sinen herscilt hevet he aver genederet.)238) nicht ge-

geben， so hatte er mit der Mannschaft zu seinem Standesgenossen nicht nur seinen 

Schild erniedrigt， sondern er wurde auch sein /antrecht gekrenkt， d. h. seine Rechts-

stel¥ung， um Schultheis zu werden， verlieren kるnnen.239
)Ohne Schultheis h詰tte巴in

Graf doch sein Ding ub巴rhauptnicht halten k凸nnen.240
)Uberdies h品ttedas Grafending 

substantiell einen Mittrager seiner Gerichtsbarkeit verlieren kるnnen，denn an dem 

sch凸ffenbarfreienVasal¥en sol¥te， gleichzeitig mit allem Lehen， das er weiter verliehen 

hatte， eine wichtige materieUe Grundlage fur seine T託tigkeitals Schoffe ver10ren ge-

gangen sem. 

b) Der Fal¥， das de man in Lnr. 54 ~2 ein Graf als geboren Freier Herr ist. ln diesem 

Fall hat er zwar dank der Regel des Ldr. III 65 ~2 weder sine bord noch sin /atrecht 

gekrenkt， so das er rechtlich nach wie vor imstande ist， soweit er es will， im Amt zu 

bleiben. Hatte solch eine Sonderregel wie Lnr. 54 22 nicht existiert， so wurde er aber 

das von ihm weiter verliehene Lehen alles - also wahrscheinlich auch das von ihm 

237) Vgl. dazu meinen Aufsatz wie o. in Fn. 113， bes. S. 142 ff.， sowie， meinen anderen Aufsatz wie 0 

in Fn. 1 (aber nur Anm. 240 zur jap. Fassung). 

238) Oer Artikel halte酎gentJich，wie o. in Fn. 33 hingewiesen， in Kap. 11， 2， gleich hinter 2) (als 3)) 

angefuhrt und erlautert werden sollen. 8ei der deutschen Zusammenfassung habe ich es wegen der 

mangelnden Aufmerksamkeit einfach ubergangen. Oi田町Fehlersei hier nachzuholen 

239) V gl. dazu Ldr. III 54 ~ 1 (= Len an gerichte ne mut nemant hebben， he ne si scepenbare vri). 

240) Vgl. dazu Ldr. IIl52 ~I u. Lnr 71 *2 (oben IIl， 0， 4，1)， c)) 
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belehnte Schultheisamt - verloren haben， oder， der Schutheis wurde doch seinerseits 

nicht weiter sein Amt von diωem Grafen belehnt behalten wollen， um seinen Schild 

nicht zu emiedrigen. Auch in diesem Fall sollte der Graf ohne Schultheis sein Gericht 

uberhaupt nicht halten konnen 

Mit dem bisher Ausgefuhrten sei folgendes klargestellt: Um das System der landrecht-

lichen Gerichtsbarkeit als Gerichtslehen，佐otzder Mannschaft zu einem Standesgenos-

sen wegen des Totschlags， weiter reibungslos funktionieren zu lassen， ist unentbehrlich 

nicht nur solch eine Regel wie Ldr. III 6522， sondem auch die Sonderregel wie Lnr. 54 

~2. Im ubrigen ist dies unserem Spiegler wahrscheinlich erst nach der Beschreibung 

des Landrechts deutlich zum Bewustsein g巴brachtworden. 

2. Viel wichtiger waren doch Ergebnisse， die die Entstehung unseres Rechtsbuchs 

betreffen. Nunmehr bin ich fest wie folgt uberzeugt: Der Auctor vetus stellt namlich 

nichts anders als das lateinische Original des Ssp-Lehnrechts dar. Bei der lateinischen 

sowie deutschen Fassung hat unser Spiegler zuerst Lehnrecht， dann das Landrecht 

geschrieben und nach der Berschreibung des Landrechts das Lehnrecht korrigiert und 

erganzt. Zum Schlus dieser Untersuchung seien im folgenden wesentlichste Argumente 

dafur kurz zusammenzufassen.241) 

1) Die Anzahl von Artikeln im Ssp-Lehnrecht， wo das Wort herschilt oder scilt 

gebraucht ist， ubertifft sie im Auctor vetus， wo das Wort clypeus erscheint， bei weitem. 

2) Als ein Grund dazu ist anzugeben， das das Wo目 hersciltauch in mehereren 

Artikeln des Ssp-Lehnrechts， die im A V eine Parallele haben， neu gebraucht ist und 

damit die Vereinheitlichung wie Feststellung des Begriffs: herschilt vorschreitet. 

3) ln einigen solchen Artikeln des Ssp-Lehnrechts sind auch Beispiele daftir zu 

finden， das Korrigierung oder Erganzung am Text巴derVorlage (= AV)， nicht nur auf 

die Wahl des Worts oder der Formulierung geht， sondem auch auf eine inhaltliche 

“Verbesserung"， und zwar so daβeine "juristsche" Logik viel bestimmer und deutlicher 

geworden ist. 

4) Ein ander巴rGrund zur Vermehrung der einschlagigen Artikel im Ssp-Lehnrecht 

besteht darin， das dort eine nicht geringe Anzahl einschl抱igeArtikel neu erganzt sind. 

241) Vgl. zum folgenden oben!， 3， 4). 
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Ziehen wir auch solche Artikel mit in Betracht， so ist femer folgendes festzustellen:242) 

a) Fur die W.加 erwie recht len， egen und gerichte， die in den einschl勾igenAr-

tikeln vorkommen， gilt gerade dasselbe， wie es eben in 1) u. 2) gesagt ist 

b) Was in diesen neu erganzten Artikeln behandelt ist， konzentriert sich auf meh・

rere bestimmten Themen， die ubrigens manchmal in demselben Artikel miteinander 

verbunden erscheinen. Dies deutet an， das diese Erganzung oder Korrigierung im 

Ssp-Lehnrecht ganz bewust und konsequent erfolgt ist. 

c) Unter dies巴nThemen， die in den erst im Ssp-Lehnrecht erganzten Artikeln 

behandelt sind， sind eben diejenigen， die zu den Kardinalthem巴ndes Landrechts 

gぬるren，wie bord， egen und gerichte， vorherrschend. Dies zeigt deutlich， das bei der 

Entstehung unseres Rechtsbuchs zuerst das Lehnrecht， dann das Landrecht geschrieben 

ist und danach das Lehnrecht korrigiert oder erganzt ist. 

5) Von den Schlusselw凸rtem，die in den einschl話gig巴nArtikeln des Ssp-Lehnrechts 

ofter vorkomm巴n，bleibt ubrig einzig das Wort gewere oder were (das dem possessio 

oder warandia im A V巴ntspricht)，(mit der gl巴ichenMethode nochmals) grundlich zu 

untersuchen. An Ergebnissen品berdie Entstehung unseres Rechtsbuchs sei jedoch auch 

mit der grundlichen Uberprufung dieser W谷町rnichts mehr zu andem， so kann ich 

.aufgrund meiner bisherigen Untersuchungen mit Sicherheit im voraus sagen. 

242) Ygl. zum folgenden oben !II， 0， 5 
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